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平成２９年 決算審査特別委員会会議録（第２日） 

 

１．出席委員は、次のとおりであります。 

  委 員 長           藤田  茂    副委員長   前田  弘 

  委  員   北村  孝    委  員   是枝 綾子 

  委  員   三宅 良矢 

  

  オブザーバー 和田 善臣議長 

  

１．欠席委員は、次のとおりであります。 

  なし 

 

１．本委員会に、出席を求めた理事者は、次のとおりであります。 

  町  長        和田 吉衛   教 育 長        富本 正昭 

  町長公室長       原田  毅   町長公室次長      明松 隆雄 

    住民部長             軒野 成司   住民部次長       山田 昌之  

  健康福祉部長      東  祥子   産業まちづくり部長   藤田  裕   

  教育部長        柏原 憲一   教育部理事       土居 正幸 

消 防 長        森野 博志   消防次長        山田 忠志 

（各課課長同席） 

 

１．本議会の職員は、次のとおりであります。 

  事務局長   阿児 英夫 

  係  長   長谷川太志 
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 （会議の顚末） 

委員長（藤田 茂議員） 

 皆さん、おはようございます。昨日に引き続きまして決算審査特別委員会を再開いたし

ます。 

（「午前１０時００分」再開） 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 本日は、１０４ページから１３２ページの第１０款 教育費、及び第１１款 公債費、

第１２款 予備費につきまして、各担当課の説明を求めます。 

（担当課：説明） 

委員長（藤田 茂議員） 

 説明は、以上のとおりでございます。 

 ご質疑をお受けいたします。ございませんか。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 １２８ページの８目、スポーツセンターのことなんですが、今、民間の活用ということ

で、経過のほうをお教えいただけないでしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 今現在、２回目の対話をする予定でございまして、前回、議会で報告させていただいた

とおりで、進捗はしておりません。 

 以上でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いします。進めてください。 

 次が、１１７ページの幼稚園費にかかってきます。認定こども園の移行に当たって、忠
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岡幼稚園、認定こども園の入札と言うたらいいんですかね、ああいうプレゼンテーション

等はほんとに公開していただいて、僕もあの中身に関しては、何であそこに決まったかと

いうのも、住民に対してしっかり説明できるぐらいの内容やったんで、それは大変ほんま

にほかの市町村でやってないくらいのことやったので、ありがたかったと思います。まず

は御礼申し上げます。 

 で、お聞きしたいんですが、多分まだ先やと思うんですけど、この忠岡幼稚園の跡地活

用ですね、建物の活用について、今後見通しについては大体いつごろぐらいに立っていく

予定なのかとか、その辺まだなかなか決まってないでしょうけど、そのあたりわかるとこ

ろの範囲でいいんで教えていただけないでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今おっしゃられたとおり、まだ確定というものはしておりませんけども、できるだけ速

やかな時期に転用を含めて考えていきたいなというふうには考えておりますけども、当然

財政事情についてさまざまほかの事業もございますので、そのあたり総合的に含めて考え

ていきたいなというふうには考えておりますので、よろしくお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 １０７ページの委託料の件なんですが、各種英語体験教育で、あすなろ等をしていただ

いておられます。で、それを踏まえてなんですけど、生活困窮者自立支援法という法律が

あるのはご存じやと思います。経済的困窮の子ども状態の方に、要は学習支援等、学習に

こだわらず、そういう困窮した子どもたちに支援するために、国も国費を半分出してくれ

て、いろんな事業をこの地域でやってくださいということなんですが、去年、子どもの貧

困実態調査のほうはされないということで回答をされてたと思います。各種これから忠岡

町でもさまざまな取り組みを今後もしていく予定やと、していかれると思います。 

特に私も、忠岡町で生活保護の担当課が事実上持ってないので、どうしても僕もよく子

家センのほうに今の忠岡の状況、どうなんですかと聞きに行きます。すると、どうしても

周辺市の１．５倍ぐらいの生活保護の母子家庭、父子家庭等、まあ両親がおっても一緒で

す。等のやっぱりあるということは、どうしてもそういうところに目を向けて対策をして

いっていただかないと、そこに目をつむってやっていってしまってる状況になってしまい
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かねないかなと僕は思います。 

 ということで、できればこの子どもの貧困実態調査等も行っていただいて、あすなろと

か、そういったものも含めて、今後どのようにこのような根拠とか方向性をもとに進めて

いくのかの方向性を見出していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 確かに今おっしゃられたとおり、子どもの実態調査という部分につきまして、昨年度、

大阪府におきまして府内全市町村対象にアンケート調査を実施されたところでございま

す。市町村によりましては、それとあわせて各市町村独自のアンケートも実施されたとい

うふうには聞いておりますが、本町につきましては実施はしておりません。 

今後、子ども・子育て計画の更新も含めて、来年度以降、そのあたりを進めていく計画

にしておりまして、そこでアンケート調査というものを実施する予定をしておりますの

で、我々としましては、その中で含めた形のアンケートをしていきたいなというふうに考

えております。ですので、その調査が出た後、計画も含めて、今おっしゃられたような部

分につきましても検討課題ということで、計画のほうを立てていきたいなというふうに考

えております。 

委員（三宅良矢議員） 

委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その子ども・子育て計画におきまして、今の子どもの貧困の、要はそういった観点です

ね。例えば、言い方は悪いですけど、歯が欠けて、虫歯だらけやとか、朝から欠食で、要

は食べないじゃなくて食べさせてくれないとか、そういう細かな部分まで踏み込んでの、

そういう計画を立てるに当たって、そういうアンケートや実態というのは調べていただけ

るということなんですか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今の時点でまだ具体的にどういう形でという部分については決定しておりませんので、
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今おっしゃられた部分も含めて、今後検討はしていきたいなというふうには考えておりま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 でも、本来であれば、あすなろにしろ、あすなろ塾って基本的にボトムアップですよ

ね。そのおくれてる子とかを上げていくということであれば、そういったところのチェッ

クとか調査というのは不可欠やと思うんです。全体的なところを網かけて、普遍的な一般

的に言われる部分しか出してないのに、それでまた、あすなろ、じゃあボトムアップをや

りますと言われても、何のためにやるんですかという、要は根拠と実行が伴わないことに

なりかねないと思うんです。それはちゃんと伴う計画であってほしいと思うから、そうい

った具体的なものをしっかりと織り込んでいただきたいと思うんですけど、土居理事、ど

う考えますか。すみません、先ほどから何度も目が合ってたんで。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 今、委員おっしゃったように、そのいわゆる子どもの状況も踏まえながらいろいろ施策

は展開しているところでございます。いわゆる就学援助、また生活保護等の対象のお家に

は、あすなろ未来塾にしても、英語体験セミナーのイングリッシュレッスンにしても、最

初、月謝でいただいてますけども、最終的には３学期には全部受講料は戻すということで

やってますので、今のところその状況で取り組んでおります。 

 あとは、学校の先生方と協力しながら、先ほどの部分のさまざまな貧困に係る何か気づ

きがあれば、また子育て支援課とも連携をとりながらやっているところでございます。 

 以上でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その先ほどのおっしゃる貧困の気づきというものとか、それをできるだけ見える化です

よね。じゃないと、僕らもその例えばあすなろなのか、ほかのことなのか、じゃあこれも
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っと予算つけたらどうですか。議長が議会としても出していこうとおっしゃっていただい

てるんで、それこそ、こちらとしてはそういったことがしっかりと、じゃあこれが必要な

んだなということがわかれば、何でこれに予算をつけへんのやという言い方、今までやっ

たらどうしても予算に対して、何でこれをこんだけかかるんやという観点からやと思うん

ですけど、これをもっとかけるべきやという方向にも動けると思うんで、その部分に関し

てはほんまに強くですけど、何度も何度もちょっとお願いしたいなということで、すみま

せん、ご回答お願いできますか。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 今、委員おっしゃっている部分、特に貧困層に光を当てて、そしてボトムアップをして

いくという部分においては、学校現場の教職員がやはりそういう実態というのを日々生活

している中で見ている部分が、非常に大きい部分があります。先ほど、私どもの理事もご

回答申し上げましたが、この募集に際しましては、特に担任の先生方にこの趣旨を伝え

て、いわゆる落ちこぼしをなくしていくというふうな形でターゲットを絞って、とにかく

保護者に向けて啓発してくださいという形で私ども進めております。議員お示しの部分は

非常に当然のことだと思いますので、今後もそのターゲット、まともにその辺をすくい上

げることができるような形で、この事業展開、あらゆる事業も含めて展開してまいりたい

と思っています。よろしくお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、そのようにお願いいたします。ただ、もう１点なんですけど、その生活困

窮者自立支援法の枠組みで、平成３０年度から高校中退者及び中卒の子どもにも対象が広

がると、平成３０年からなんですけど、なりました。これも決定しているそうです。で、

ただその辺の情報、あと行動ですよね。かなり一たん教育委員会の手から離れてしまうの

で、難しいところかなとは思うんです。誰にこれは一体こういった施策を今後予定してお

願いできるんかなと思ったときに、でもやっぱり情報としてしっかり持ってるのが教育委

員会やと僕は思っています。その観点からして、平成３０年度、これからシーリングに向

かって予算の時期にかかってくると思うんですけど、この観点から何らかのアクションと

いうか、一歩踏み出す教育委員会、忠岡町になっていただけないかなと思うんですが、い
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かがでしょうか。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 子どもの貧困のことでございます。今おっしゃっておられるターゲットのところでござ

います。基本的には我々教育委員会のところにつきましては、義務教育というところが基

本になるかと思います。今現在、うちの社会福祉協議会のほうですとか、また大阪府のほ

うが、いわゆる大阪府社会福祉協議会さんが「はーと・ほっと相談室」というふうなとこ

ろのそういった相談事を本町のほうでもやっていただいております。そういうようなとこ

ろでも、そういった相談を受けているというように我々も聞いてます。その結果、我々の

ほうにフィードバックがある部分、また、ここに相談に行かなくても、今現在も個別で教

育委員会に来られた方については、我々が持ってる情報については情報提供させていただ

いて、ご協力もさせていただいておるというところでございますので、そのあたりご理解

いただきたいということと、子どもの貧困については、全般的にどの部門もそうなんです

けども、基本的には全ての子どもが同じスタートラインに立って将来を目指せるような、

そういった支援ができるようなことについての取り組みということで、そういう子どもに

向けての調査ですとか、また、そういった取り組みができるように、全庁的な観点で取り

組んでまいりたいというように思いますので、ご理解のほうよろしくお願いしたいと思い

ます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 こういうときに、先ほど社協さんがとおっしゃってはったんですけど、情報共有という

のはかなり難しいですよね。特に個人情報がかかわってくるんで、課や部やまたいできた

ときに、そこがスムーズにまず行くのかなというところがすごい気になるんです。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 例えば社協さんで、あるいはうちの１階の窓口で相談されて、その後、教育委員会のほ
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うに情報をいただくとか、あるいはご案内していただければ、一緒に我々も対応させてい

ただきますので、そこは問題ないのかなと。実際、その学校現場のほうで、一たん卒業さ

れた方について、中退されましたかとか、その後どうしてますかということについて把握

するということのほうが、ちょっと現実的には難しいのかなというふうに思いますので。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今の考えでいくと、今の状況でいくと、相談が来ない限りは対応できないということ

で、そういう姿勢と言ったらすごい失礼な言い方かもしれないけど、そういう状況でしか

平成３０年度以降、向かえないということでよろしいんですか。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 今おっしゃってはるところの層といいますかね、対象の方について、こちらからどうで

すかというような形で積極的に取りに行くというのは難しいかなと。ただ、相談があれ

ば、我々ができる範囲でもちろん情報提供、ご協力もさせていただきますし、また、支援

が必要であれば、また予算についても検討していきたいなというようには思っておりま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 例えばなんですけど、今、忠岡町にはそんなにボランティア団体とかないから、余りわ

かんないとこやと思うんですけど、例えば僕の福祉関係の仲間で知ってるとこでも、高校

中退した子とか、高校へ行ってるときに精神疾患が発生して、そういったメンタルがすご

い、さまざまな子がいっぱいいるような子どもたちにサポートしているような団体って、

少なからず大阪府内でも幾つかあるんです。そういったところと連携して、要はこっちか

らそういうような協力関係を、それこそ忠岡だけじゃ弱いと思うんで、それこそ広域化し

て周辺市と連携して、そういった団体とのタッグを組んでサポートを展開していくとか、

そういうような広がりというのは考えられないものなんでしょうか。忠岡町だけで人口１
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万何ぼというと厳しいと思うんですけど。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 そこは今、委員仰せのとおり、なかなか忠岡町だけでは非常に厳しいところもございま

すし、教育委員会だけでというのも難しいところもございますので、うちの健康福祉部の

ほうで、そのあたりについては一緒になって検討といいますか、研究といいますかね、し

てまいりたいなというように思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。よろしくお願いします。結構です。 

委員長（藤田 茂議員） 

 他に、ございませんか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 小・中学校の支援学級の介助員に関してなんですけれども、ページ数で言いますと、介

助員の賃金というのがちょっとどれなのかがわからないですが、総務費のとこやと思う、

事務局費かな。 

委員長（藤田 茂議員） 

 担当課、何ページに載ってますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 どこに当たりますか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 真鍋参事。 

教育総務課（真鍋かよ子参事） 

 １０６ページの賃金です。 

委員（是枝綾子議員） 

 これですね、はい。１０６ページの支援学級の介助員賃金ということですが、これは何

名分の賃金に当たりますでしょうか。 

教育総務課（真鍋かよ子参事） 

 はい。委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 真鍋参事。 

教育総務課（真鍋かよ子参事） 

 中学校１人、忠岡小学校１人、東忠岡小学校３人でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 中学校で１名、忠岡小学校で１名、東の小学校で３名ということですね。で、支援学級

に在籍している児童数ですね、中学校、忠小、東と、それぞれ何名ずつでしょうか。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 平成２８年度、支援学級の在籍数ですね。忠岡小学校が１４名、東忠岡小学校が３２

名、忠岡中学校が６名でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今の数字と、在籍児童数と介助員の人数ということでいいますと、その子どもの障がい

の度合いにもよるんですけれども、中学校で６名に対して１名と、で、忠岡小学校１４名

に対して１人しかいない。東小学校で３２名いるんですが、３人しかいないということ

で、介助員というのは身体的な介助ということが、そちらが中心になられるみたいですけ

れども、今、在籍児童がふえているというのは、発達障がいの傾向にあるという子どもも

ふえているということで、なかなかコミュニケーションがとりにくい。また、学校のクラ

スの中で先生が言っていることを、みんなの助けがあったとしてもなかなかしにくいと。

で、授業の理解についても、きちっともう少し丁寧にすればできるんだろうけども、そこ

がなかなか難しいとか、いろいろさまざまな。友達とトラブルを起こしたりということも

多々あるということで、なかなかということになりますので、そういった面からすると、

この人数で十分なのかといえば、十分でないということは、ずうっともう１０年以上前か

ら毎年申し上げております。 

 小学校の１年生、新入学された子どものところに優先的にその介助員が配置されるとい

うことですので、２年生、３年生、だんだん上がっていくと、そういった介助員の方とい

うことがついてもらえないということで、やはり休み時間中も通常学級のところに戻った

としても、そこでみんなと一緒になかなかできないというお子さん、ひとりぼっちでずっ
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とおるわけです。やっぱりそういったところの間のいろいろなコミュニケーションの援助

というのがあれば、その子ももっと学校を楽しく行けるんだろうけれども、行けないとい

うところで、で、学校の先生もね、４０人学級ですので、そこまで見られないということ

がありますので、やはりこれは増員をしてほしいという方に関しては、やっぱりふやして

いくべきではないかということでありますが、その要望に対してなかなか入学するときの

教育相談の段階で、十分なことはできませんが、それでもよかったらどうぞ的な感じで言

われてますので、つけてほしいとなかなか親は言えないというところがありますので、や

はりそういったことでいいのかと。 

 で、泉大津や熊取町とか、そういったところは、かなり配置をね、忠岡町に比べて比で

ないぐらいたくさん配置されていらっしゃるということもありますので、必要に応じて、

その子が通常の学級に戻ったときにもサポートしてもらえるような、そういう体制をとっ

てほしいという要望があれば、ぜひ配置をしてほしいと思いますが、その点についてはい

かがお考えでしょうか。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 今、議員ご指摘の支援学級のいわゆる介助員の人数ですけども、前々からいろいろとご

心配していただいてますが、本町といたしまして、やはり財政事情もございます。ただ、

実際に２８年度、忠岡小学校１人、東小学校３人、中学校１人という状況ですが、あとそ

れに加えて、当然中心は支援学級の担任の先生がかかわっております。支援学級の担任の

先生、その支援学級の数がまたそれぞれの学校で違います。例えば、忠岡小学校でしたら

３学級、支援学級がございますので、３人の先生がこの介助員とともにかかわってるとい

う、このような状況でございます。また、先ほど議員ご心配していただいてますように、

ひとりぼっちになるとか、その辺は、例えばコミュニケーションをしっかりとれるよう

に、休み時間や、また通常学級に行くこともございます。支援学級だけではなく、通常学

級で一緒に勉強する場面もございます。そのあたりでカバーしているところでございま

す。 

 現状のところ、学校の先生方中心にやっているという状況でございますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 



12 

 

委員（是枝綾子議員） 

 ひとりぼっちになるというのは、通常学級に戻ったときの昼休みのことを申し上げてい

るんで、ちょっと逆のふうに捉えられたかもしれないですけれども、そういったことにな

らないように努力をいただいてるということでありますが、やはり父兄の声というのをき

ちんと、１学級ごとに計画を立てていらっしゃるそうなので、この特別支援教育に関して

の計画ね、ありますね、一人一人に対して。それについて、懇談も含めて親との連携もと

って、声もよく聞いて、また計画を進めていくということになっているので、それはきち

んとできているんでしょうかということをちょっと。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 今のいわゆる一人一人に対しての計画ということについてですが、いわゆる支援学級、

支援教育の個別の指導計画、個別の支援計画というものがございまして、一人一人に対し

てあります。毎年、私どもも見させていただいております。その中できちっと取り組ん

で、また保護者とも連携をとりながらやっていただいていると伺っております。 

 以上でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 指導計画、支援計画については、保護者と一緒につくっていっていただてるということ

でありますので、その中でやはり援助が必要であるという、そういった要求も要望も出る

ということもあるかと思いますが、お金がないからちょっとつけられませんという断り方

ということがないように、支援の必要な子どもには必要な支援をしていくというのが法律

でも決められておりますので、必要なことをお金がないからできませんということで断れ

るものなのでしょうかということだけ、ちょっと確認したいと思いますが。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 実際には、現場で学校ができることを精いっぱいさせていただくということで、毎回お
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話しさせていただいているところでございます。決してお金どうのこうのというのは、そ

ういうことではなくて、学校として、いわゆる公立の学校としてできることをさせていた

だくということで、保護者と協力しながらやらせていただくということで、よろしくお願

いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 学校としてできることは予算に限界があるということですので、突き詰めて言えば、お

金がないからこれ以上はちょっとできませんということを言っているということにしか、

ちょっと私は聞こえないんですけれども、できるだけ努力はしていただいてると思いま

す。だけども、必要な配置についてはやはりしていただきたいということであれば、それ

も考えていただくと。考えて配置をすると。十分に１００％応えられなくても、やはりほ

んとにここの部分とここの部分と、こういったときに入ってほしいということであれば、

そういった介助員さんを配置をするということは考えていただけますでしょうか。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 先ほども申しましたように、実際に介助員の方が中心ではなくて、支援学級の担任の先

生、当然学校の先生全員でかかわってるところがございます。ですので、今の現状の中で

介助員の数を活用しながら、また、例えば個別のそのいろんなお話を伺ったときに、その

ときに例えばこのときに１人必要ですというようなときがあれば、当然学校の体制の中で

やっていただくということでなっておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、支援学級の先生が入るということになりますと、その子に１人ついている先生で

はないので、そしたらその支援学級のほかの子を置いて、先生がその子のところに入ると

いうことは無理な話でありますので、だから先生が入れるときは入るけれども、入れない

ときのほうが多いんではないかなというふうにも思います。だから、先生中心であるけれ
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ども、介助員でフォローできるというところは介助員をそのお時間だけ配置をするという

ことも検討していただきたいということでお願いしたいと思いますが、ご検討いただけま

すでしょうか。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 実際に我々、いわゆる教育行政として、やはり予算を伴う部分でございます。そのよう

な状況を鑑みながら、例えばどうしてもそのときに必要であれば、いろいろと学校と相談

しながら、例えば違う形ででもいろんな支援というのもできると思いますので、今現状で

のいわゆる介助員の増というのはちょっと難しいところということでご理解のほどお願い

いたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 お金がないからといって、忠岡ではできませんと、教育上できませんと。ほかの市や町

ではできていることが忠岡ではできないと、こういう差があってはいけないかと思いま

す。受けられる教育に差があるということは、やっぱり義務教育ですし、そういう特別な

支援が必要な子どもは、特別支援学校のほうに行くという時代ではなく、こういう地域の

小学校でもどこででも受けられるようにするという法改正があったわけですから、忠岡で

公立の町立の小・中学校でそういった子どもが入ってきたら、その子に応じた教育をする

と。応じたですよね。教育をするという責務が発生しているので、そこは先生の体制がと

れないということであれば、介助員もそのお時間に来ていただいてついていただくという

ことは考えていただいてもいいんではないかというふうに思いますが、そういう要望があ

れば、きちんと応えていくという姿勢を持っていただいてるかどうかということで、ちょ

っと確認したいと思いますが。 

委員長（藤田 茂議員） 

 確認ですので、土居理事、最後の答弁にして。 

教育部（土居正幸理事） 

 その子どもさんの状況に応じて、相談があれば当然相談に乗りますけども、ただできる

範囲でという形で取り組んでいきます。ただ実際に、今、議員おっしゃったように、その

子どものこと、いわゆる支援を配慮を要する子どもを一緒にやっていくという姿勢につい
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ては、本町としても認識しております。 

 以上でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 要望に応えていただけますようにお願いいたします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員、次、ございますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい、あります。すみません、子どもの貧困対策の一番の中心というのは、子どもの医

療費助成と、あと就学援助が大きな柱であると。経済的な支援というところでいえば、こ

の２つが大きな柱であるかと思います。 

 就学援助についてなんですが、小学校費の１１１ページのところの扶助費と中学校費の

扶助費の１１５ページに関してであります。で、忠岡町は２９年度、今度の３月というん

ですかね、２９年度の３月からは、中学校に入学する子どもに関しては、入学準備金、入

学用品と書いてあるね、入学準備金に関しては前倒し支給していだくという方針というこ

とでありますが、小学校についてはまだ今検討中ということでありました。で、小学校に

ついてもどういうふうにお考え、今、今度の春に向けてどのようにお考えになっていらっ

しゃるのかということについて、お聞きしたいと思います。 

教育総務課（真鍋かよ子参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 真鍋参事。 

教育総務課（真鍋かよ子参事） 

 議員お尋ねの小学校の入学前の準備金ということですけれども、本町としましては今年

度に中学校に向けて実施いたしました。あと、大阪府下で見ますと、こういったことをや

っている市町は、ちょっと片手で数えるぐらいの程度というふうに、今のところの状況は

そういうふうに聞いております。小学校につきましても、一応そういった状況を鑑みます

と、３０年の入学前の準備金は、今のところはちょっと考えておらず、次年度以降ででき

ましたら小学校の入学準備金は実施していくという状況を検討しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 考えてないということですね。次の春に向けてはできないというお答えだったと思いま

すけれども、できない理由については、事務的ないろいろなことがあると、壁は事務的な

問題であるというところだと思います。ですが、その事務的な部分についての障がいにな

っている部分というのは何なんでしょうか。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長、どうぞ。 

教育部（柏原憲一部長） 

 要は、３０年の４月ですよね、そのことについてはまだできないということでございま

す。それは、３０年の４月については、まずは中学校をやるということでございますの

で、それをしっかりやりたいというところでございます。 

 先ほど答弁あったとおり、次年度以降について、だから３１年の４月の入学に向けて、

今現在先進的に取り組んでいるところの事務の進め方について、調査研究しているところ

でございます。基本的には、答弁をこれまでもさせていだたいておりますけども、中学校

の入学の場合は小学校の就学援助というものがございますので、そこにプラスするという

ような形があるんですけども、小学校の場合は、それまで就学援助費というのがありませ

んので、新たに事務を行うといいますか、対象の方に周知していくというふうなところが

ございますので、そのあたりについて、現在先進的に取り組まれているところの状況につ

いて調査研究しているというところでございますので、ご理解のほどお願いしたいと思い

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 調査をされているということでありますが、できるなら小・中学校ね、一緒にしていた

だくほうが効果が大きいというふうにも思いますので、事務段階の話なんですね。原資

は、まあ言うたら予算というのはあるかと思いますので、小学校もぜひ来年の春に向けて

実施できるように頑張っていただきたいということは申し上げておきます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員、次の質問どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 
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 あと、就学援助ではないんですけれども、入学をするということでの準備金というとこ

ろで、高校生の忠岡町の奨学金制度を前倒しで奨学金というね、入学するときに貸与でき

ないかということについてお聞きしたいと思います。ここへ、申請者がいてないというこ

とで決算上あらわれておりません。これは十数年間、もう２０年近く申請者がいてないん

ではないかというふうに思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 

教育総務課（真鍋かよ子参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 真鍋参事。 

教育総務課（真鍋かよ子参事） 

 議員お示しのとおり、申請につきましては、平成１１年以降、申請は１件もございませ

ん。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということですね。金額が月に７，０００円ということで、少額であるということもあ

りますし、府の、今育英会と言わないですけれども、学生支援機構とか、そういったとこ

ろの部分をお借りするということで、それとあわせて忠岡町のも借りられるんですけれど

も、あわせて借りるということが、なかなかちょっと返済の金額を考えるとということで

されてるんですが、実は今、忠中の中学３年生の子どもを持つシングルマザーの方からの

相談がありまして、高校受験に向けて今頑張っていると。公立学校へ行ってほしいと。授

業料については、まあ府立高校は心配はないんだけれども、入学するときに教科書代は無

料じゃないんですね。無償じゃないですからね。教科書代と制服代とかさまざまなものを

入れるとやっぱり七、八万円は絶対要ると。 

 教科書って結構高いんですね。副教材とかいろいろね、美術やら音楽か何か、そういう

専攻するものを選んだら、そういうのを道具もそろえたらやっぱり要るということで、入

学するときにそういったものを買わないといけないから、何か大阪は高校は無償化やとか

言うてる人がいてますけど、無償化というのは、ほんまに教科書代まで無償になって無償

化やと思いますけれども、そういったところについてやっぱりまとめて入学するときに貸

してほしいということで、そういうお声がありました。せっかく高校に受かっても、なか

なかその辺がしんどいなということで、諦めるということがあっていいのかということで

ありますので、その忠岡町の奨学金を入学するときに、３月の末まででも構いませんが、

何とか借りられるようにしてもらえないだろうかと。 
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 これも貧困対策の１つだと思います。あすなろ塾とか、いろいろそういう子どもたちに

高校へ行けよと、やっぱり貧困の連鎖を断ち切るためにということでやってて、高校に合

格しても入学できなければ、本当に頑張ってきたということがどうなるのかということも

ありますので、やっぱりそういった取り組んできたことが最後までちゃんと、その子が社

会に巣立つまでちゃんとフォローできるような体制を、フォローアップの体制をつくって

いくということが大事ではないかと。 

 奨学金の基金というのは２００万ぐらいありましたかね。すみません、財政課長いては

ったら、奨学金の基金は何ぼぐらいありましたか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 ３，０００万円ほどございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３，０００万もあるんですか。すみません、はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３，０００万円も。桁を間違うてました。３，０００万円あるということですので、貸

し付けるわけですから、返済してもらうということなので、給付じゃないのでね、貸与と

いうことですので、やはりそういった便宜は、予算はある、原資はあるので、審査の方法

を変えれば支給する、７月に支給されているものを３月中に支給できるように。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 貸さんとこうと提案してない。貸す制度をつくってない。貸さんとこうという、そうい

う思想を持ってないから。 

委員（是枝綾子議員） 

 だから、それを３月に支給できるように、合格が決まったら支給できるようにというこ

とで。 

町長（和田吉衛町長） 

 そこでとまっといてくださいよ。 
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委員（是枝綾子議員） 

 ちょっとすみません。町長に答弁は求めておりません。教育行政に求めておりますの

で、教育行政のほうから答弁をお願いいたします。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 奨学金につきましては、いろんな奨学金、あるいは委員の中にもありましたとおり、高

校無償化とございますので、本町の奨学金について申し込みというのがなかなかないとい

う状況でございます。先ほど委員さんのお話にもあったとおり、高校入学が決定してから

というふうなこともおっしゃってましたとおり、まさにそのとおりでございまして、高校

入学が決定ということになりますと、公立高校であれば、３月の中・下旬が高校の合格決

定となりますので、そこから事務を行うということになりますので、なかなか３月中にお

支払いというのができないというところでございますので、ご理解のほどお願いしたいと

思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 やっぱり事前には貸さないという答弁じゃないですか、町長さんね。だから、高校入学

決定したと同時に、そういう条件で貸すということで、それまでに事前にあらかじめ予定

ということで、そういう審査をしておくと。そして、合格をしたということで条件に課す

という分は、これは日本育英会のときもそういった事前のあらかじめのそういった、昔あ

ったと思うんですけれども、そういう審査の方法ということでできないだろうかというこ

とで、一度検討していただきたいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 そしたら、検討だけで、また。 

委員（是枝綾子議員） 

 いや、検討だけじゃないですよ。ちゃんと支給してくださいということで、じゃあ質問

いたします。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 平成１１年が多分最後ぐらいでしたと思います、先ほど答弁あったとおり。その事務の

流れからいきますと、申請書に在学の学校長さんの押印といいますか、署名をいただい

て、そこから審査して、学期ごとにまとめてお支払いするというのが通常の流れでござい

ます。我々、就学援助についての準備金のできるだけ早くというところの取り組みを見て

いただいてもわかるとおり、極力支給できるものであれば支給してまいりたいというふう

に考えておりますので、その必ず在学の押印がなければということについては、その事務

の流れについては今後検討してまいりたいというようには思いますけども、基本的にはや

っぱり学校に入学するというふうな決定がなければ、なかなかそのあたりは難しいかなと

いうふうに思っておりますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よくわかる答弁ですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、学期ごとに支払うということでなく、早いうちに、入学して間もなくで１年間の

分を支給するという方法に変えるということは、事務手続上できるんじゃないでしょう

か。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 そのあたりにつきましては、他市の状況なんかを見て検討してまいりたいと思いますけ

ども、例えば年度途中に中退される場合とかいろいろございますので、そのあたりについ

てはほんとに他市の状況を見て慎重に検討してまいりたいというふうに思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 年度途中に中退されたら返還を求めるということで、そういう手続をされたらいいわけ

でありますので、ほんとに入学するときにお金が要るということに対しての支援というこ

とを、高校へ行け行けと言って、で、その入学するための必要な教材を買うことができな
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い、なかなかそろえられないというところについてはどういう援助を忠岡町はしていただ

けるのかということで、ちょっとその点について、支給が前倒しでできないということで

あれば、どうお考えになっているんでしょうか。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 先ほどの答弁と同じでございます。就学援助についても、府内でもできるだけ早い時期

に中学の分について取り組んだのと同じように、入学についてできるだけ足しになるよう

な形で早い段階で支給するようには検討してまいりたいというふうに思っております。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。じゃあ、早い段階で支給するということで、ぜひ検討を進めていただき

たいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。よろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 次。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、順番でいくと。 

委員長（藤田 茂議員） 

 あと何問ぐらいありますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと５つぐらいありますけど、社会教育も合わせたらもっとです。いいですか。すみま

せん。 

 そしたら、あと、中学校のクラブのことでちょっと質問いたします。１１５ページのク

ラブ活動備品に関連してということなんですけれども、忠岡中学校は学校の規模が少ない

ので、学校の先生が少ないのでクラブが少ないということになっているということであり

ますが、学校の先生がかなり多忙でね、クラブの顧問を学校の先生でなくても、外してい

って、だんだんと一般の社会人の方にしていこうという方向で文部科学省も考えておられ

るということで、学校の先生でなくてもクラブの指導はできて、連携も必要ですけれども
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ね、一緒にするのは大事ですけど。 

 というところで、実は忠岡町には美術クラブがないって、私、この間聞きましてね。え

っ、美術クラブって大概美術の先生がおるから教えてるんかなと思ったら、いや、忠岡は

ありませんということで、かなり忠岡でも絵の上手なお子さんとか、才能を持っているお

子さん、好きな子はたくさんいるんです。そういう美術クラブであったりとか、文科系の

クラブが少ないんです。スポーツは物すごく活発なんですけども、そういったことで美術

クラブ、ほかにもいろいろそういった子どもたちの才能を、せっかくキッズクラブという

て、すごくいい取り組みを社会教育でしていただいてる。その子たちの才能が、中学校の

学校教育に行くと発揮する場所がなくなってしまうということで、やはり外部の指導する

方がいらっしゃったら、そういう文科系については可能ではないかなということで、忠岡

から有名な画伯が生まれるかもしれないという、その美術クラブとか、そういった子ども

たちにやっぱり夢とか進路も考えられるような、そういったということで、クラブの指導

する方をちょっと外部から招くということもぜひ考えていただきたいと思いますが、どう

でしょうか。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 いわゆる中学校の部活動の顧問の件ですね。その部活動の中で数が、例えば文科系が少

ないとか、それぞれの学校であると思います。実際にそのクラブをつくる、つくらない

は、学校のほうにお任せしているところでございます。また、もしその中で、例えば社会

人でこういう専門的な方がいらっしゃるというときには、こちらのほうに要請していただ

いたら、できる範囲で賃金等も可能でございます。そんな中で、子どもら一人一人の活躍

できる場というのは学校のほうでやっていただいてますが、どうしても部活動というのは

学校のほうのご判断ということになってますので、要請があれば、こちらはいわゆる人材

のその賃金等も考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 その要請というのは、どこで誰がどんなふうにできる、そのシステムが。そのシステム

についてがわからないので、ちょっと教えていただきたいんです。 
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教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 まず、今例えば中学校にある部活動の中で、専門的な部分の指導の例えばコーチを誰か

この期間欲しいとか、そういうことがあれば、学校長から申し出ていただければ、その人

材がいれば、その分いろいろ手続して、入っていただくということは可能です。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 教育委員会としては学校長から上がってきたらということですが、学校長のところまで

行くまでのシステムがよくわからないので、学校の中にお任せになっているかと思いま

す。そういったクラブ活動に関しての学校の中での子どもたち、生徒の意見を聞いてと

か、そういうＰＴＡや父兄のお声を聞いてつくっていくという、学校づくりはやっぱり学

校の先生だけでつくるものではないと思いますので、その声を、どういうクラブが必要だ

という、そこのところのちょっと協議をする場をぜひ検討していただきたいなと。学校の

ほうにも要請していただきたいなというふうに思いますが、教育委員会としてどうでしょ

うか。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 実際に学校の中での子どもらの意見とか、保護者からのご意見、願いとかは、それぞれ

学校のほうできちっと酌んでいただいてると思います。再度、校園長会等では、それぞれ

もし何かありましたら、またこちらにできる範囲で対応させていただきますということは

お伝えいたします。 

 以上でございます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事、今までにそれは上がってきてることはあるんですか。ない、特に。 

委員（是枝綾子議員） 

 そういうシステムがなかった。 
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教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 今、議員お示しの部活動というのは、教育課程外の活動でして、学校長がどの部を存続

させる、どの部を新設するというのは権限を持っておられます。そこに関して、例えば教

育委員会がこれをつくれとか、これをつくるなとか、廃止せよとか、そういう部分じゃな

くて、これはあくまでも、先ほど議員もおっしゃってました教職員が本当に、教育課程と

いうのは当然授業なりは本務としてすべき部分ですけども、その残りの時間を放課後、そ

ういう献身的にされてるわけですから、物理的に可能であるのか、可能でないのかも総合

的に判断して、学校長はこれは教職員の負担が大きいとか、そういう判断のもとに縮小し

ていったり、新たにできたりというような部分をされてます。 

 ですので、そこはやはり学校長の権限内であるということをまずご理解いただいて、そ

ういう活動が部活動であるんだというふうな部分でご理解をいただけたらありがたいなと

思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちゃんとＰＴＡの中でよく話し合っていただけたらというふうにご要望いたします。 

 ということと、あとすみません、そしたら続けていきます。 

 幼稚園費に関してですが、１１６ページからのところなんですけども、私も先日、ちょ

っと教育委員会にお願いしまして、東忠岡幼稚園の保護者の方からの声でありまして、東

忠岡幼稚園のリズム室にエアコンがないということで、エアコンをつけてほしいというご

要望を聞きました。それで、視察というか見学してまいりました。教育委員会の方も来て

いただいて、ありがとうございました。 

 リズム室ね、びっくりしました。昭和の何年にできたんでしょう。戦後ちょっとしたぐ

らいにできた木造の木枠の、窓枠が木枠というのもなかなか今どきないんですけど、かな

り老朽化したところでありますが、そこをリズム室として使っておられます。夏は大変、

エアコンがないので暑いです。リズム室でリズムを取って動くのに、暑いのに、ないと。

冬場はエアコンもありませんので、ストーブが１個だけあるそうですが、危ないです。暖

まりませんということで。 

 やはりエアコンというものは、今は公共施設には絶対必要なものだと思います。温暖化
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の影響もありますので。エアコンを設置をしていただきたいというふうなお声を聞きまし

た。私も、あの場所はつけるべきだというふうに思いましたが、教育委員会はどのように

そのエアコン設置についてはお考えでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 東忠岡幼稚園のリズム室にエアコンをつけるという件でございますが、当然教育委員会

においても過去から懸案事項ということで考えております。で、実際今年度、つけようと

いうふうに考えておったんですけども、そもそも現在の幼稚園の電力供給がマックス来て

おりまして、これ以上そういうエアコン等をふやすと、もう耐えられないということで、

そのあたりのこともありましたので、ちょっと断念をした次第でございます。 

 今後、ご存じのように、忠岡地区については今こども園化を進めておりますので、次の

東地区のこども園化に向けて、そのあたりも含めてできるだけ早急に、改修を含めて考え

ていきたいというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ＰＴＡというか、園長を含めての要望にも、エアコンを設置してほしいという園からの

要望も出ているということで、検討をしていただいたということですが、必要性について

はよくわかっているということでありますが、キュービクルというか変電器というんです

かね、何かその工事が必要だというところが一番の足かせとなっているということです

が、それを設置するとしたらどのぐらいの費用が要るから断念されたんでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 具体的にどの程度というものは見積もり自体は取っておりませんけども、エアコンが本

体がちょっと別の場所で余ってるものがあったので、それを単純に移設してできるかなと

いうことで考えておったんですけども、今申し上げた電気系統のプラスが要るということ

でありましたので、ちょっと本年度の予算ではできないというふうに判断させていだたい
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たところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そのエアコンを設置するということでの、その変電設備ですね、というんですか、その

設備については国の補助とかはあるんでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 施設改修等で、あるかもしれませんけども、ただ当然補助金ですので、申請から内諾い

ただくまで時間もかかるということもありますので、現在のところは、先ほど申し上げた

東地区のこども園化にあわせて、全体的な改修を考えておるところでございますので、よ

ろしくご理解のほどお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 東地区のこども園化を待っていたら、忠岡地区のほうをしてからみたいなことで、ちょ

っと教育委員会のほうはこれまで言ってこられましたので、いつ、その東忠岡幼稚園のあ

の場所にエアコンをつけていただけるんでしょうか、最短でそうなると。いつつけていた

だけますか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 今年度中に忠岡地区のこども園化が前に進んでいくかなというふうに考えておりますの

で、来年早々にその東地区の計画を立てていって、スムーズにできたとしても、まだこの

後二、三年は最低でも必要かなというふうには考えております。 

委員（是枝綾子議員） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 東地区のこども園化がされるということで、そこからの計画しても二、三年必要という

ことは、今、年少さんで入っている子どもが在園中には間に合わないということになると

いうことですね。だから、その待ってられないということで、早くつけてほしいという質

問なんですけれども、つける方法はないのかと。実態としてはよくわかっていらっしゃる

と思いますが、リズム室、あそこ以外にはちょっと設置できないんですね、広さ的な問題

として。だから、あそこを使わざるを得ないと、かわりのところがないと。で、そこは非

常に小さな３歳、４歳、５歳の子どもが夏の暑いときに、あそこで汗びっしょりになっ

て、よく熱中症で救急車で運ばれたという事件でニュースにならないなというようなこと

であります。 

 ちょっとことしの梅雨時のオープン幼稚園というのがあったそうなんですけれども、オ

ープン幼稚園に行かれましたですかね、教育委員会の方。オープン幼稚園に行かれた父兄

の方、まあ当然ちょっとおじいちゃん、おばあちゃんも一緒に来はります。その方がちょ

っと気分が悪くなって倒れられたということもあるぐらい、かなりやっぱり暑いところで

あると。で、冬場については非常に寒いところであるということなので、１年でも一日も

早くつけてほしいということでありますので、エアコンそのものは余ってるのがあるの

で、その変電設備の部分ということがネックになっているということなんですね。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 エアコン自体はございますが、それもいつまでも使えるものでもございませんので、で

きるだけ早急にするんであれば、対応しなければいけないというところでございます。

今、確かにリズム室において設置してるのは扇風機が４台のみということになっておりま

す。で、確かに夏休み期間中は幼稚園はお休みですので、一番暑い時期は使うことはない

んですけども、６月、７月においても暑い期間、また９月以降においても暑い期間という

のはございますので、そのあたりについて、できるだけさまざまな方法を検討してまいり

ますけども、例えばスポットクーラー的な部分を設置するなどして、少しでも園児、保護

者、先生等の負担にならないようには考えていきたいなというふうに考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今在園しているお子さんの間には、エアコンはなかなかつけることは難しいということ

であるという、そういう答弁ですね。スポットクーラーというても、その部分だけですか

らね。ということは、万一、ここでリズム室でリズムをやってて子どもが熱中症になった

ということで、死亡に至らなくても重篤化したということで障がいが残ったと。いろいろ

そういった、熱中症って大変怖いです。小さな子どもというのは、まだ体の器官が発達し

ていないので、そういったところの問題が起こった際に責任はどこにあるのかと。そのよ

うな暑い場所でやっていたけど、なったからその子の責任なのか、いや、そうではないと

思います。そしたら、そんな暑いところでやっていた園の責任かと、園長の責任かという

ことになりますが、そういった園長の責任といっても、園長はつけてくれと言うてるのに

なかなかつけられないということで、忠岡町がつけてないということになります。その際

に、どこの責任になるんでしょうかというところだけちょっと確認したいんですけども。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 設置者は忠岡町の教育委員会です。責任は当然私にあると思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね、はい。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 教育長さんに責任が問われてくるということですので、子どもの命や安全にかかわって

くる問題にもなってくるというのは指摘をしておかないと、いやいや、想定外でしたとい

うことにはならないと。やっぱりこれね、今まで起こってないからいいんですけど、起こ

った際は本当に大変なことになると。責任とかじゃなくて、その子どもがかわいそうやと

思います。親がかわいそうやと思います。やっぱりこれはついてない。公共施設でエアコ

ンがついてないのは、小学校もつきました、みんな。だから、ここだけやと思います。幼

稚園だけやと思います。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 もちろん園の運営の中で子どもさんが熱中症になるようなことになってもええと、我々

はそういうふうな姿勢でもちろん臨んでいるわけでもございませんし、また何かあれば、

園の中でクーラーがついている部屋がございますので、そちらのほうで暑い日はしのい

で、また、その後再開するとか、いろんな対応をしておりますので、またあわせて、先ほ

どから言ってるように、なかなか大規模なことについては今後のことがございますのでで

きませんけども、それとあわせて、先ほど課長が申したとおり、スポットクーラーですと

か、そういった必要な追加の処置については、事故の起こらないように検討してまいると

いうことでございますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 スポットクーラーはクーラーでして、エアコンやから、暖房についてはどう考えていら

っしゃるでしょうか。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 冬場につきましては、ストーブのほうを設置しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ストーブ、大変危ないですけれどもね。子どものところにストーブということで、１台

あるそうですけども、やっぱり子どもたちが安全なようにするには、ストーブじゃないほ

うがいいと思います。 

 一応そしたら、これ、ご父兄の方々らが、声を大にして署名運動とかも、そんなんもや

っていきたいということで言っておられます。私も言われるまで知らなかったんですが、

やっぱりこの問題というのは、みんな知ったら、つけてあげてよということになると思い
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ます。つけるななんて言う人はいてないと思います。お金がどんだけ必要か、まだ試算さ

れてないんですけども、やっぱり試算はちゃんとしていただいて、それについての財源に

ついてはどうするのかというところまで考えた上で、やっぱりそれは何億も要りますと、

１億、２億要りますというようなことであるんならまだしも、いや、まだわからないです

ね、幾らか。その試算はやっぱりしていただいて、どうなのかということで考えていただ

きたいと思います。 

 一日も早くつけていただかないと大変だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。では、よろしくお願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 その試算はしていただけますか。どのぐらい、その変電設備をつけなあかんということ

であれば。どのぐらい費用が。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 先ほど答弁させてもらったとおり、スポットクーラーを置くとか、あるいは試算も含め

て一度検討はさせていただくということでございますので、ご理解お願いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 含めてやから、その試算はしてくれはるんですね。 

教育部（柏原憲一部長） 

 もちろんそうですね。スポットクーラーのほうが足りなかったら、変電設備のほうがい

いかもわかりませんので。 

委員長（藤田 茂議員） 

 その辺でよろしいでしょう。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい、よろしくお願いします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 そしたら、次。ページ数を。 

委員（是枝綾子議員） 

 留守家庭児童学級の消耗品についてお聞きします。１２１ページの消耗品代１８万２，

６１９円ということで、これも留守家庭児童学級に行かれている親御さんからのお声なん

ですけれども、子どもが折り紙をしますね。留守家庭児童学級、夏休みとかいろいろね、
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放課後。折り紙が余り、１枚か２枚しかもらえないそうで、もっとたくさん折りたいとい

うのに、もうないということで、そういうことになっていると。折り紙ぐらいはやっぱ

り、四、五枚ぐらい折りたい子にはあげてもいいんと違うかということで、それが消耗品

とか、そういったのを節約をされているということであるんであればなんですけど、やっ

ぱり予算が少ないから、留守家庭児童学級、最近もう７０人とかかなり、１人１枚ずつふ

やしても７０枚は要るわけですから、ということでかなり子どもの数がふえているという

ことでありますから、まあそのぐらいと思っても、年間通したら大きなことになるという

ことで、そしたらこの消耗品代についてはもう少し組んで、子どもたちに必要な備品につ

いてはやっぱりそろえてあげるというふうに、ふやしていただくというお考えはございま

せんでしょうか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 ちょっと是枝委員、それも陳情で聞いた話ですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 聞いた話です。折り紙と具体的に私のほうで。 

委員長（藤田 茂議員） 

 そしたら、理事者側にお尋ねします。そういう苦情、陳情は聞いてますか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 消耗品につきましては、支援員のほうから要望がありまして購入しておりますので、折

り紙が少ないとか、そういうご意見は私のほうには聞いておりません。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい、そういう答えです。 

委員（是枝綾子議員） 

 聞いていないと言われますが、私は聞きましたので、何と言うんでしょうか、私は行政

じゃございません。住民の代表として住民の声を聞くと。で、住民が直接行政に言う場合

もあるけども、言わない分とか、指導員さんに言えない分とかあって、こちらに言うてく

る場合もあります。だから、やっぱり行政が聞いてないからと言うて、そういう声はない

ということではないと思います。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 
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教育部（柏原憲一部長） 

 非常に細かいご指摘でございますけども、現場の状況がどういうような形で、どういう

ような状況であって、１枚渡したか２枚渡したかというのもございますので、我々、１枚

ずつ渡さなあかんなんていう、そういう指導はしておりませんので、現場の、例えば渡し

て、失敗したからすぐ放って、何枚もくれとか、そういうような状況であったかもわかり

ませんので、そのあたりについては現場の指導員に状況を聞いて適切な対応をさせていた

だきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 消耗品代が予算が少なくて、そうして渡せないということであるのであれば、もう少し

予算をふやすべきでないかということで。２カ所ありますね。忠小と東小学校と。で、１

年間でこれだけということで、足らないということであれば増額もよろしくお願いいたし

ます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 そしたら、そういうことで、よく指導員さんの意見を聞いていただいて、増額というの

か、要望を満たしてください。そしたら、終わります。 

委員（是枝綾子議員） 

 聞いてくださいということで。 

委員長（藤田 茂議員） 

 それでよろしいでしょう。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 ニーズがありますので、いろんな形であれば、こちらのほうで予算なり要望したいと思

いますので。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい、了解しました。是枝委員、次、どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、そしたら町民運動場の管理についてです。１２３ページです。町民運動場

費の中のどの部分というか、施設管理委託というところになるのかと思いますが。あとも

うちょっとです。町民グラウンドですね。そこの町民グラウンドのソテツがかなり伸びて

いるということで、実は委託をして切ってもらっているのかと思ったら、職員の方が直接

切っておられるということで、いや、節約して努力いただいているということで、けがせ

んように気をつけていただきたいということで、努力いただいてるということで、その努
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力でもうちょっとだけお願いしたいんですが、府営住宅側との境界のところですね、ちょ

うど桜が植わっているんですけれども、きれいな桜です。その桜のところのソテツは切っ

てもらってないんです、ずっとね。そのままで。枯れてカーッとなっている分もあればと

いうことで、桜にのしかかっていて、桜がちょっと次は咲かないと思いますという状態に

なってるので、やっぱりそこも何とか刈ってほしいと。ということで、やっぱり葉っぱが

伸びて、切れて、落ちてということがあれば、またそれがいろんな問題になるかと思いま

すので、ちょっとそのソテツの剪定の管理についても、そちらのほうもぜひお願いしたい

ということ。これも直接要望を聞いておりますので、府営住宅側の方から。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 そのソテツは、安藤医院側ね、全部切ったらどうかと思うんやけど。 

委員（是枝綾子議員） 

 安藤医院側のことは言うてないです。府営住宅側のところが剪定がされてないので。 

町長（和田吉衛町長） 

ソテツの管理ができないということであれば、もう撤去するしかないですね。町が管理

ができない、手に負えないということであれば、それは別のものに植えかえるほうがいい

かと思います。なしということは、緑化せなあかんのに緑をゼロにしてしまってはいけな

いので。だから、管理ができるようなものに変えるということであれば、撤去して変えた

らいいと思います。やっぱり管理ができないものは置いとくべきでないと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 そのあたり、府営住宅側もちょっと考慮していただけますかということで。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 職員のほうで切っておりますので、また時期を見まして切るような形で進めてまいりた

いと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 まあまあ建設課とも相談してね。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、あと、もう最後になります。教育に関しての最後の分ですけど、図書館
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の改善について質問します。１２６ページの図書館費のところでなんですけれども、図書

購入費が財政健全化ということで以前よりもかなり減っているということでありますが、

私、ちょっと先日、忠岡町の図書館の運営について住民の声をどこでどう反映されている

んだろうかとお聞きしましたら、なかなかそういう場所がないと。アンケート、ご意見箱

があるというところとか、職員に直接言ってくださいという形でしかないということをお

聞きしまして、図書館協議会というのが忠岡町にはあるんですけれども、その図書館協議

会はもう２０年ぐらい、かなり開かれていらっしゃらないということです。 

 忠岡町の図書館についてのいろいろな意見をいただくんです。聞くんですけれども、や

はり借りたい本がないとか、いろいろあるんですけど、椅子がかたくて、ぼろぼろやか

ら、座ってて痛いから、新しい椅子に変えてほしいというお声も聞きますし、いろいろや

っぱりいっぱい個々に議会で細かいことを言わなくとも、住民自身が行政と一緒につくる

図書館ということであってほしいと思いますので、図書館協議会やったかな、すみませ

ん、図書館法による図書館協議会というものを忠岡町は開くおつもりはございませんでし

ょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 以前ですね、図書館協議会はございましたけども、委員の方々から、定例的な報告のみ

に終わるということで、今度ですね、大きなことを決めるときに再開してはどうかという

ことで、休止したということで聞いております。ニーズにつきましては、来年度、子ども

読書活動推進計画の策定を検討しておりまして、その中で委員会、またワーキングチーム

を設置しまして、毎年、計画の進捗状況を精査するなり考えておりますので、その中で図

書館の話も出てくると思いますので、その中で考えていけたらなと思っております。それ

で、図書館協議会のあり方につきましても考えてまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 図書館協議会には、図書館に関しての専門家、研究者とか専門家は入っていらっしゃい

ますでしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員の任命基準がございまして、学校教育また社会教育の関係者、また家庭教育の向上

に資する活動を行う者、また学識経験者とありますので、学識経験者の中に入っていると

思われます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 長い間、開いていらっしゃらないので、当時のメンバーの方でも、いらっしゃる方とい

らっしゃらない方といろいろいらっしゃるかと思います。で、大学の教授の方でなくても

いいんですけれども、図書館のこういった運営とか、そういったことを研究されている方

とかはたくさんいらっしゃると思うので、そういう方は忠岡町はどういった方が入ってい

るんでしょうか、協議会に。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 現在、任命しておりませんので、委員に入っておりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 子ども読書活動推進計画をつくるということでありますので、今度開くということであ

りますから、そういった全国的なさまざまな図書館のことをよくご存じの方とかもぜひ入

っていただいて、つくっていただきたいというふうに思います。 

 忠岡町の図書館についての役割というんですか、どういうものかという考えをちょっと

お聞きしたいんですけれども、図書館とはどういうものなのか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 図書館ですね、人それぞれの考え方があるんですけど、余暇を過ごすために読書した

り、また子どもたちであれば、資料を調べに行く場所とか、そういう形であると思ってお

ります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 忠岡町の図書館というのはそういったものだと思いますが、図書館法による定義とか、

そういったものに基づいて考えていらっしゃると思うんです、課長もね。その中で、やっ

ぱりその役割を発揮するには、図書館に専門職員を置かないといけないということになっ

てますけども、忠岡町は正職員ではなく非常勤の方でしかいらっしゃいません。非常勤の

方も頑張っていらっしゃるんですけれども、やっぱり図書館をどうしていこうかというふ

うなことを考えるには、職員の力がやっぱり大事かと思います。その職員について、正職

員化、正職員の配置というのは考えていらっしゃらないでしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 まあ、人事の絡みもございますけども、人事当局には要望してまいりたいと思ってござ

います。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 要望していただきたいというふうに思います。で、ちょっと忠岡町の図書館の位置づけ

というのが、急にお聞きしたので、なんですけれども、またちゃんとお聞きする場で聞き

たいと思いますが、熊取町に先日、私、視察に行ってまいりました。熊取町は、図書館と

いうのはね、ただ本を貸すだけとか、本を読む場とか、本に親しむとかいうことでなく、

やっぱりまちづくりの情報拠点というふうに基本方針として掲げられています。で、だか
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ら住民が知りたいということについてのことを、ちゃんと情報を提供すると。ネットや何

やらいろいろありますけども、やっぱりそういうことでなく、きちんと情報提供の場にす

ると。情報収集の場やと。 

もう１つは、住民との協働によるサービスを目指すということで、住民のいろんな図書

館の関係のサークルがたくさんあって、そこの方々といろんなところと協働でいろんな取

り組みをされているということであります。あともう１つは、住民の生活を応援すると。

レファレンスサービスを広く住民に周知しということで、必要な情報を迅速かつ的確に提

供するという、そういったことを基本方針にさまざまやっています。だから、図書館協議

会ということもきちんと開かれていて、そこで計画もつくられていて、忠岡町がつくろう

としている子ども読書推進計画もちゃんとそこでつくられているということであります。 

 なので、まず一遍に熊取町のような図書館にしようということではないし、場所も狭い

ですし、予算も限りがあるということなので、まずは図書館協議会をきちんと活動を進め

ていく中心に据えて、あと、そういった住民との協働という部分の一緒につくっていく、

住民と一緒に成長していく図書館というものにしていただきたいというふうに思いますの

で、そういったお考えというのを持っていただけますでしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 今後、調査研究してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 わかりました。 

委員（是枝綾子議員） 

 調査研究ということで、また一般質問でも詳しくさせていただきますので、こういった

図書館は単なる貸し本ではないということだけは、議員皆さんにもわかっていただきたい

と思います。住民の知る権利を保障するという、そういった場所であると。全然、地方自

治の議員の皆さんが調べに行こうと思っても、ちょっと読む本って少ないです。調べよう

と思っても、ほんとは議員が行って調べてもええような本も置いててくれてもいいんやけ

ど、地方自治に関してとか、まちづくりに関しての本も余りありません。女性に関しても

ちょっとしかないしなというので、だからほんとに調べたいなというものに関してのこと

に十分応えられているかなと思ったら、またあそこでは狭いから、もっとこういうふうに

しようというふうな、そういったこともまた考えていただければと思います。よろしくお

願いします。 

教育部（柏原憲一部長） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 今、課長が答弁したとおりでございます。また、我々ももちろん、議員が今質問された

ようなことについても、私らとしてはもちろんそうであるなというふうには思っておりま

すけども、ほんとに厳しい財政状況の中でございますので、その中で今、忠岡町の図書館

としてできる部分については取り組ませていただいているつもりでございますし、また、

図書館につきましては、堺から４市１町と言いますけども、その中の図書館が広く広域で

使えるようになっておりますので、本町の住民さんも多くが和泉市の府中のところに行っ

ていただいて、喜んでいだたいてるという実態もございますので。 

 また、本町としても、先ほど本町の財政状況の中でできる限りというように答弁させて

もらいましたけども、たまたま文化会館の中で複合であるということで、例えば今、あす

なろ未来塾に来ている子どもさんの多くは、勉強した後、あるいは勉強が始まる前に図書

館に行ったりとか、また、この間の土・日も、子ども作品展をやっておりますけども、あ

の中に見に来た多くの方が図書館にも行ってるというふうな本町の特性というのもござい

ますので、その中でできることを今やらせていただいているということで、ご理解のほど

よろしくお願いしたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 頑張っていただきたいということで、ちょっとお願いしたいんですが、ちょっと簡単な

ことなんですけれども、よく館長である課長も聞いていらっしゃるかと思いますけど、忠

岡町の本の貸し出しの１回にできる冊数が少ないというお声は聞いてるかと思います。こ

れ、前からなんですけど、２週間でしたかね、２週間で５冊、少ないということで、熊取

町は３週間で１０冊ということなんですね。読みたい人はね、やっぱりちょこちょこね、

週に２回休みの図書館ですやん。そんなんで自分の行けるときに行けない場合もあったり

するので、やはり５冊と言わず１０冊近くまで、必要な人は５冊で、別に要らない人は５

冊まででかめへんのやけど、もっと借りたいという意欲がある方には、やっぱり１０冊と

か８冊、そういう貸し出し冊数をふやすということぐらいは検討していただきたいと思い

ますけど、いかがでしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 はい。立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 現場の職員にも聞いたり、また、他市の状況も研究させていただきます。よろしくお願

いします。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 ちょっと教えていただきたいので。今、図書館費で質問されてますけども、利用者とい

うのは結構いらっしゃるんですか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 利用者につきましては、年々減っている状況でございまして、高齢者の方は横ばいなん

ですけども、若い方が減っているという状況でございます。年間利用者の人数、貸し出し

人数ですけども、平成２８年度で１万８，０９６人でございました。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 活字離れということもあるんでしょうけども、学校の中で朝、読書、１０分か１５分か

何か、まだずっとやってはるんですかね。以前やってるようなことも。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 
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教育部（土居正幸理事） 

 それぞれ小学校、中学校、朝の時間あります。毎日ではないですけども、取り組んだり

している時期もあります。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員（北村 孝議員） 

 引き続きよろしくお願いします。 

 それと、図書館費の報償費で、講演等謝礼、金額が決算されていますけども、これ、ど

ういう方を対象に講演されてる、どういう講演をされるのかな。本をもっと読めという話

なのかな。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 これは紙芝居の、５月に紙芝居をしておりますので、その方の謝礼です。 

委員（北村 孝議員） 

 ああ、そうですか。ありがとうございます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（北村 孝議員） 

 結構です。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 教育ではなく、公債費についてです。公債費の臨時財政対策債の割合についてお聞きし

ます。今、忠岡町のこの一般会計の資料でも、地方債の残高が８１億１，７２２万７，０

００円ですね、１，０００円単位なんで。そのうちの赤字地方債という、減税補塡債とか

臨時財政対策債等というのが３７億３，０２３万５，０００円なんです。１人当たりの忠

岡町の借金が４６万９，０００円ということになってて、府内の平均からしたら、府内は

２９万ですからね、かなり多いということでありますが、他市もこの臨時財政対策債とか

発行されているんですが、その割合が忠岡町は平均なのかどうかですね。というところ

で、多いのか少ないのか。半分とは言わないけど、借金の半分近くを占めてきております
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ので、本来は国が交付税としてくれなければいけないものだというふうに思いますので、

だから実際の本当の忠岡町の一般事業債は４３億８，６００万ということですので、ちょ

っとこのあたりも国に対しては非常に腹が立っていると私は思いますが、この臨時財政対

策債の割合ですね、忠岡町の。幾らぐらい、何割ぐらいでしょうかということで。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 まず、他市さんの状況、決算カードを比べてみたわけでもございませんので、ちょっと

他市に関してはわかりません。本町に関しましては、現状８１億のうちの３７億というと

ころでございますので、４５％というところでございます。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 この臨時財政対策債がほぼ、ほとんどということでよろしいですか。 

財政課（田中成和課長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 赤字補塡債の部分というのは、ほとんど臨時財政対策債というところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 この半分は、本来は忠岡町が発行しなくてもよかった分なんですね。そのあたりがちょ

っと、臨時財政対策債の発行の仕方がね。 

委員長（藤田 茂議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 おっしゃるとおりでございます。本来でしたら交付税というのが、きのうからの説明で

もございますが、額というのがございまして、それを満額いただけるのが筋でございます

が、国も赤字を抱えておる、その部分を地方公共団体と折半で埋めていくというところ

で、地方分がこの臨時財政対策債で借りて、財源とするというところでございます。本町
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に関しては発行可能額、満額発行している状況でございます。 

 以上でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、この公債費で、元金、利子と返済されている臨時財政対策債については、忠

岡町の持ち出しは一切ないということで、全額地方交付税で補塡されているということで

よろしいでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 そのとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 でも、それって理論上ということなんでしょうか。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 財政課長。 

財政課（田中成和課長） 

 理論上でございます。理論上のお話でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということなので、本当はそんなに入っていないかもしれないということで、やっぱり

国によって借金させられている部分があって、それも全部賄っていただいてるかどうかも

わからんけど、理論上入ってますということだということがわかりました。 

 で、やっぱり本来の地方交付税でやってくださいということで要望もぜひしていただき

たいと思います。こんな借金をさせられてね、忠岡町の借金、１人当たり４６万もあるん

やてというふうなことで、そう出ますよね、１人当たりの借金というふうな、忠岡の何か

広報で出たらね。それなら、そのうちの４５％は国がせなあかんのに、くれてない臨時財

政対策債なんですよということは、どこかでちょっと書いといてもらわないと、何か忠岡

町の借金が物すごい、忠岡は無駄なことをいっぱい何かしたんかみたいな感じに言われま

すので、そのあたりはやっぱり臨時財政対策債ということを例えば書いたとしても、何か
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よくわからないということで、本来これは地方交付税と同じなんですというふうに、どこ

かでちゃんと説明をしていただく機会も欲しいと思います。その点については、財政のほ

うから。 

財政課（田中成和課長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 田中課長。 

財政課（田中成和課長） 

 先生おっしゃるとおり、臨時というところでございます。これが恒久的なものになって

はならないというところで、３年に一度、法改正でまた延長しているという、国において

も財政事情上、仕方がないというような状況でございまして、引き続き要望はしてまいる

ところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（藤田 茂議員） 

 以上をもちまして、第１０款 教育費、及び第１１款 公債費、第１２款 予備費につ

いての質疑を終結いたします。 

 以上をもちまして、一般会計の決算の審査を終結いたします。 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 続きまして、特別会計決算の審査に入りますが、質問につきましては担当課より提出の

資料説明後にお受けいたします。 

 まず、１３３ページから１５４ページの国民健康保険事業勘定特別会計決算について、

担当課より提出資料の説明を求めます。 

時間によって、読み上げで終わる場合もありますので。 

 説明できますか。どうぞ。 

（担当課：説明） 
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委員長（藤田 茂議員） 

 説明は、以上のとおりでございます。 

 なお、昼食時間が参りましたので、質疑は午後１時よりお受けいたします。休憩いたし

ます。 

（「午前１１時５９分」休憩） 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

（「午後１時００分」再開） 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 資料のほうからお伺いいたします。１ページ目の、ことし累積赤字が１億１，９１３万

円から３，０７４万５，０００円減少し、８，８３８万５，０００円となりましたとある

んですが、２９年度におきまして、今、上半期が過ぎましたけど、今年度の見通しという

のをまずお願いできますでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 昨年度と比べまして、現在、現時点では医療費が少し多く請求が来ている状況でござい

ます。もちろんその分に対しましては、最終的に国や府のほうから調整が入ることにはな

るんですが、予算ベースで今見ていきますと、少し昨年よりかは支出のほうがふえるよう

な感じでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 
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 その医療費の伸びの、例えば具体的にはどういった医療の伸びなんですか。薬代とか、

例えばあんま代とか、ありますよね。どういった分野になっていますか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 細かい内容につきましてはちょっとわかりかねるんですが、すみません、一応直近で調

べたデータがあります。その中で高額な医療費がかかっている疾病をお持ちの方が約２６

人おられます。その中には、白血病の方であったり脳に関する疾患をお持ちの方が６人ほ

どおられたりという状況でございます。こういった方の治療費につきましては、かなり高

度な医療を必要としますので、こういった方が医療費の高くなっている原因になると分析

しております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃ、高度医療の伸びが若干影響しているということでよろしいですね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 年々医療は高度化しておりますので、十分それが影響しているものと認識しておりま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 来年度から大阪府に統合されるということなんです。国保が大阪府に一元化されるとい

うことなんですが、当面、その一元化されたときに対して、要は大阪府に統合される際

に、忠岡町として財政的にどのような対応を迫られる予定なんでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 現在、累積赤字が約８，８００万円ある状態でございます。この累積赤字をまず、市町

村の責任において、本町としましては平成３２年度までにまず解消しなければいけないと

いうことになっております。最終的には一般会計からの繰り入れ等をもって解消するとい

う予定で今進んでおります。平成３０年度以降の新たな赤字につきましては、原則発生は

しない仕組みが成り立つと思いますので、３０年度以降、本町として新たな赤字が発生す

る要因は今のところ余り考えることはできません。ただ、今後、都道府県に対しまして納

付金を定期的に納めていかなければいけませんので、その納付金を支払うためには適正な

保険料の賦課であったり適正な徴収といったものが不可欠になってきますので、こういっ

たことをちゃんとバランスよく保つことによって収支の均衡を図っていくことができるも

のと思います。それによって一般会計からの繰り入れにつきましては原則、法定で認めら

れたもの以外は解消できるものと見込んでおります。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今でしたら単年度限りで一般会計の繰入金で、ことしでしたら１億９，０００万円です

かね、発生しているんですけど、今後はその３０年度以降に関して、こういった繰入金と

いうのは発生していくものなんですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 一般会計からの繰入金につきましては、大きく分けて法定内のものと法定外の分とがご

ざいます。法定内の分につきましては今後も必要な、認められている部分になりますの

で、これは残っていくことになりますが、法定外の分につきましては、本来はこれは保険

料の中で賄わなければいけない部分を、賄わないかわりに一般会計のほうから繰り入れて

いるというふうな性質のものでございますので、これにつきましては解消しなければいけ

ない部分ということになっております。 

委員（三宅良矢議員） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 じゃ、ことしの１億９，０００万円からすれば、その法定外の金額というのは大体何ぼ

ぐらいになるんでしょう。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 平成２８年度決算ベースでよろしいでしょうか。 

委員（三宅良矢議員） 

 ２８年度決算でお願いします。 

保険課（大谷貴利課長） 

 法定内の繰り入れが１億７，７４２万９，８３３円です。法定外が１，３４６万１０４

円となっております。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ほかの質問で。あとお聞きしたいのが、今、財政的なところのほうをお聞きしましたけ

ど、事務的な部分ですね。今後移行された場合、忠岡町としての事務分掌として、今とど

のように変わっていくのか、お答えください。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 基本的に、事務的な分につきましては、今現状、日常窓口でやっていることが大きく変

わるということはないと思われます。ただ、今回の都道府県化によって一番大きく変わる

部分は、お金、要は各予算的な分のパイを大きくするというのが一番大きな改正の趣旨で

ございまして、今後はそういった部分が、市町村が心配をせずに、府の責任においてきち

んと資金を確保していただけるということになりますので、その部分の余力をもって、今
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後は被保険者の保険事業ですね。要するになるべく料金にかからないような、健康寿命を

長くしていくような、そういった方面に力を入れていくというふうなことが求められてお

ります。なので、引き続き市町村が事務的な負担が大きく変わるというものではございま

せん。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それと、今までやったら徴収から全て、そういう決算から全てやったのが、どちらかと

いうと住民の方の健康とかそういう、どちらかというと出ていく、住民のために足を伸ば

して、住民の方の健康に対して、今やったら例えば健康診断の受診率ですかね。そういっ

たのをアップに努めていくほうに、もっともっと力を入れていくということになるという

ことですかね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 そういうことでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その方向を目指して効果的な方法と、特にこれ、忠岡だけで何とかなる問題とは思って

ないので、できれば近隣市町村を含めていい方法とかを取り入れていただいて、また進め

ていただければと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

委員長（藤田 茂議員） 

 他に、ございませんか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 この２８年度は国保料の賦課限度額が引き上げられました。それについての影響額です

ね。加入者の限度額の方の影響額についてお教えいただきたいと。何世帯の方でどれだけ

というのが影響があったと。予算の段階では、で、実際はどうだったのかということです

ね。 

委員長（藤田 茂議員） 

 それは今要りますか。何か見ておったら、ちょっと今忘れているようで。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたらそれは後でも構いません。 

委員長（藤田 茂議員） 

 後でよろしいですか。そしたら後でまたそれ、お答え願いますか。 

 次に。 

委員（是枝綾子議員） 

 次の分ですけれども、今回国保の会計で、単年度については昨年度もこの２８年度も、

単年度収支は黒字ということになったという要因は、前期高齢者の交付金のことを挙げら

れていましたが、それが一番の要因ということでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 平成２８年度につきましては、前期高齢者交付金が２７年度に比べまして支給額は低く

なりました。しかし、共同事業に関する部分なんですが、こちらのほうが歳出と拠出とを

比較しまして約２，６００万円の黒字になったということと、あと赤字解消のために新た

に一般会計から２００万円を繰り入れていただいたということが、この辺が今回の黒字の

要因になったというふうに分析しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 前期高齢者の交付金が昨年度から５，３００万円減っても、単年度収支が３，０００万

円の黒字というところですので、これは前期高齢者の交付金と納付金との差だけを見れば

そうなのかもしれないんですが、そうなのかというところがちょっとありましたけれど

も、一応共同事業拠出金、レセプトが一元化されたのはこの年、されてますね。共同事業
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の拠出金と交付金との差というのが幾らあったんでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 約２，６００万円です。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２，６００万円ですね。２，６００万ということやから、この部分でのことが一番大き

かったんではないかと。去年と比べての話ではですね。プラス前期高齢者の交付金がこの

ところ５億前後ね、ずっと来ているということもあってということですよね。やっぱり前

期高齢者交付金に頼っているというふうな、そういった感じもありますか。この黒字にな

った要因というのは。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ２８年度で見ますとやはり共同事業の部分が非常に忠岡町にとっては有利に働いたとい

うふうに見ております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 大阪府下では共同事業の、レセプトが１円になって、ほとんどのところがここで拠出金

のほうが多くなっているところのほうが多いという中で、忠岡町がこれでまあ言うたら黒

字というか、この差し引きで黒字になったという要因はどういったところにあるんでしょ

うか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 総体的に見ましてやはり本町は所得層が低いというのが要因になります。これはやはり

所得が低いところに対しまして、単純に申し上げますと厚く入ってくるというふうな仕組

みになっておりますので、その点が要因だと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。忠岡町、所得が低いということで、国保料も所得割がかかっている人が大

変少ないと、他市に比べても少ないということで。あれをちょっと、大阪府のかな、何で

もランキングという、この資料の拠出がちょっとわかりませんけれども、大阪府内の２０

１６年度、この年度ですね。２８年度の大阪府内平均年収ランキングという、１人当たり

なのかですけども、忠岡町は４３市町村の中で３８位というふうに出ておりますので、忠

岡町、２８７万３，４１４円が平均年収だそうです。１位の箕面市は４１８万円というこ

とで、全然かなり違うというところで、やっぱり所得、低いほうから数えたほうが早いと

いう、ランクされているところということが、こういった共同事業の交付金というところ

でも、やっぱりその点では忠岡町は、よかったということはないですけども、黒字になっ

ている要因ということですね。わかりました。 

 あと、すみません。いいですかね。そしたら、まだ出ませんね。さっきのね。そしたら

ちょっと聞いて。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 忠岡町の国保料のどれだけ高いのかというところを、いつも決算ではね。決算で出ます

ので、決算でちょっと資料としていただきたいんですけれども。 

委員長（藤田 茂議員） 

 資料として用意していただいていますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 大阪府下で忠岡町の国保料はどのぐらいの位置にあるのかという、大阪社保協の方が出

しているモデル世帯という分の資料はあるんですけど、行政としてつくっていらっしゃ

る、持っている資料としてはどういった資料があるんでしょうか。忠岡町の国保料、どれ

だけ高い。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 とりあえず資料があるかないかから。 

保険課（大谷貴利課長） 

 毎年、国保連合会と大阪府のほうでそれをまとめた１冊の冊子が配布されてくるんです

けれども、今年度に関しましてはまだちょっとそれが手元に来ておりませんので、今、最

新の資料がない状態でございます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 資料が来たらいただきたいということでありますが、ないということですので、そのま

とめられたモデル世帯ですかね。一応、忠岡町は現役４０歳代夫婦と未成年の子ども２人

の４人世帯というのが大体モデル世帯で、２００万円と、３００万円が普通なのかな。ち

ょっと。（「２００万円です」の声あり）２００万円が普通ですか。所得２００万円とい

うところで見ると、忠岡町は１９位とありますけれども、ということですね。以前はかな

り、１位にここがなりましたので、忠岡町も努力されて、所得割とかを下げてということ

でやっていただいた結果だと思いますが、忠岡町の保険料率というのは賦課限度額を除き

まして、保険料の据え置きでずっと来ていると思うんですけれども、何年間据え置きとい

うことで来ていらっしゃいますでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ７年間でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 ７年間ですね。ということは、いつからですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 平成２２年です。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょうど新聞に出されたと、忠岡町が大阪府下で一番国保料が高いと。ちょうど町会議

員選挙の告示前か何かそのぐらいの新聞に載って、私もびっくりしたんで、記憶があるん
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ですね。平成２１年ということで。それからずっと据え置いている努力はされてきている

ということで、値下げをしたということではないですね。据え置いてきたということで、

よそが上がってきたからこの１９番目ぐらいまでの位置に、よそが上がったものやから１

９位になったということで私は見てるんですけれども、それでよろしいでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい、そうでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員）  

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、そんなに大きくは下がっていないということで、やっぱり高いのは高い

というふうに思いますが、滞納の世帯というのが、高いとやっぱり払いにくいということ

で、滞納世帯がふえているんではないかなというふうに、据え置きであってもですけど

も、その滞納世帯数の推移というのは前年度に比べて、回収したとか払ってもらったとか

いうのは別にして、滞納ということでカウントされた世帯というのは、割合はふえている

のか減っているのかということなんですが、去年と比べてこの年は滞納世帯はふえている

でしょうね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 減ってございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 減っている。ということで、大体何％の方が滞納で督促を出したりとかというふうに。

そうですね。１割の方が滞納というかね、とか２割の方が滞納しているとか。分納して納
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めているけれども、やっぱり滞納しているという、その辺の率が。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ２２％でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２２％の方が滞納、分納したり何とか、おくても払っていってるけど、２２％の世帯が

滞納してるということですね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 もちろんこの中には単純な納付を忘れていた方であったりとか、そういう方も含めての

割合でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 この２２％の滞納世帯という、払い忘れたのも含めてですけども、というのは府下の市

町村の中で多いんでしょうか少ないんでしょうか。どうでしょうね。滞納率というんです

かね。滞納率、額なのか世帯なのかというのがちょっと難しいところなんですけど。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 直接比較する材料は今ありませんが、相対的には低くなってきていることは事実でござ

います。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。大阪社会保障協議会、社保協の調査の資料、ちょっと私、手元にあるんで

すが、それを見ますと、この２８年度の分なのかちょっと、２０１７年６月時点の資料と
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いうことなので、１５．６％の滞納率と出てるんですけれども、まあ言ったら高いほうみ

たいですね。真ん中よりもね。そうですね。ということで、やっぱり高いのには違いはな

いということで、そういった滞納されている方のところに資格証明書や短期保険証を発行

している数というのは、忠岡町は多いほうか少ないほうかとお聞きしたいんですけれど

も、資料で見ますと短期保険証を発行しているのが５０％と書いてあるんですけど、資格

証明書は１０％ということであるんですけども。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 まず、短期証でございますが、忠岡町に関しましては約５０％の高率になっております

けれども、大阪府内平均が７２．１％、あと近隣が、泉大津が４１．５、岸和田が２５．

５、和泉市が４４．５、貝塚市が４１．２で、大阪府平均が７２．１％ということになっ

ておりますので、これを近隣に比べれば高いかと思いますが、全体から見ればそう高くは

ないというふうに見ております。 

 で、資格証明書のほうですが、忠岡町は大体１０．８％の数値なんですけども、泉大津

で０．５％、岸和田市で１．８％、和泉市で３．１％、貝塚市が２．５％、大阪府平均だ

と１７．７％という数字になっておりますので、これも短期者証と同様に、近隣では高い

かもしれませんが、府内全体で見ればそれほど高くはないのかなというふうに見ておりま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 まず、短期保険証の発行なんですけれども、滞納された世帯の半分に発行しているとい

うことですね。５０％ということは。で、忠岡町の短期保険証の発行する基準というんで

すかね、それぞれの市町村によって発行する基準というのが違うと思うんですけれども、

忠岡町はどういう基準で発行されて、近隣よりも高くなっているのかということをちょっ

とお聞きしたいんですが。高くなっているというより、どういう基準で短期保険証を発行

されていますか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 当該年度の１０月末現在で、前年度の滞納のある世帯ですね。ただし、年度内に滞納が

解消するというところは除いたところに対しまして短期証を交付するということになって

おります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということは１０月末という、保険証の切りかえのときからカウントしてどのぐらい、

まあ言うたら３カ月なり、それから半年とか、そういう期間というのはあるんですかね。

何カ月以上滞納したらでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 すみません、短期証の期間でしょうか。 

委員（是枝綾子議員） 

 発行する基準として、滞納を１カ月したからすぐということではないかと思いますけ

ど、どういう基準で発行されていますかと。期間ですね。滞納期間。 

保険課（大谷貴利課長） 

 先ほど説明しましたように前年度の保険料の滞納がある世帯ということになっておりま

す。ただし、年度内にその滞納分が解消できるところはそこから除くという基準で出して

おります。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 いや、前年度ですから、前年度は３月３１日までが前年度で、そこから１０月末までは

半年ありますので、半年間滞納があればということですかということで、説明ではそうい

うふうに聞こえるんですけど。 

健康福祉部（東 祥子部長） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 １０月の更新のときに前年度、前年の４月から３月末までの間に保険料の残がある方で

すね。まずその方が対象ということで挙がってくるんですけれども、その残っている金額

なり、相談に応じて、もうこの２９年度のうちに支払いが終わるであろうということであ

ればその方は対象とはならない。で、終わらない、かなり金額が残っているということに

なれば短期証の対象者ということになるという、そこで一つの判断基準がございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。まあ言うたら前年度やから、１０月で１回見るということでありますの

で、半年ということ、最大ということですね。やっぱりこの府下の平均の７２．１％とい

う分は、その資料をちょっと私、社保協の資料を見ているんですけど、よそのある市が１

８２．２％という何か変な数字を入れたりとか、１００％を超えているところとかがある

ので、そういうふうに高くなってきていると思うので、府下の平均というのがちょっとカ

ウントがおかしいところもあるので、近隣で見てみますと岸和田市が２５．５％というこ

とで、泉大津は４１．５％、和泉市が４４．５％ということで、それよりも高いというこ

とでありますので、所得層が低いと最初におっしゃられて、所得層が低いということで、

それで滞納者が多いと、国保料が１９番目に高いということで滞納者が多くなってきてい

ると。で、短期保険証もやっぱり発行している人が多いということなので、保険料は、シ

ングルマザーであっても全然、税は控除がありますので配慮されますが、国保は障がい者

であろうと高齢者であろうと、ひとり親であろうと、所得の種類によってということであ

りますので、年いって高齢者であっても、年金がなく給与収入であれば、当たり前の給与

所得に対してかかるということなので、非常に大変払いがたいということになっているの

で、やっぱりこの短期保険証という分についても本当によく精査をして、本当になかなか

払いにくい方について、来てもらうツールということでされていると思うんですけれど

も、やっぱり３カ月という分以外に１カ月の保険証を、短期保険証を発行されてません

か、忠岡町は。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ケースバイケースによってはあるかもしれませんが、原則３カ月という形で対応してお

ります。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３カ月、すぐ来ますので、なかなか現年度の保険料も払いながら滞納分も払うというの

は本当に所得の少ない方には大変しんどいので、やはりそこは考慮していただいて、保険

証はやっぱり短期ということでなく、普通に１年使えるものを発行していただきたいとい

うことはちょっと、状況を見てね、病気を抱えていらっしゃってどうしてもという方につ

いてとか、子どもさんがいてるところについてはちゃんと考慮していただきたいというこ

とをお願いしたいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしくお願いいたします。次に。 

委員（是枝綾子議員） 

 答弁はいただきたいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 答弁。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 子どもさんにつきましては短期証の対象にはしておりませんので。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 子どもは短期証でないけど、親は短期証でないですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 そうでございます。 
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委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 子どもと親と保険証が、１世帯にもかかわらず違う期間の保険証になっているというこ

となので、やはり子どもについてはもちろん配慮していただいているけれども、親につい

ても同じように、同じ期間の保険証にしてあげてほしいということは要望しておきます。 

委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 来年の４月から大阪府の保険、国保、統一化されるという問題について、それの影響に

ついてということでお聞きしたいと思います。これは高迫議員が９月議会でも質問もさせ

ていただきましたけれども、統一化されての問題というのは保険料が上がるということ

で、上がる理由は聞きますけれども、そしたら２回目の試算が出ましたけれども、他の都

道府県はもう３回目の試算が出ているのに、大阪府は試算を発表しないというのはなぜな

のかということを、ちょっと理由をお聞きしたいと思います。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 先日、大阪府の国民健康保険の主管課長会議というのがございました。私はそれに出席

いたしました。その席上、今の議員のと同じ質問が出てきまして、そこで大阪府のほうの

回答といたしましては、この試算をするに当たって国のシステムを使っていると。ところ

が、その国のシステムのほうが今不具合が出ていると。このシステムのまず不具合を解消

しない限りは数値が示せないということになっております。なので、今ちょっと国のほう

からそこのまだ回答が得られていないので公表することはできないと、そういう旨の説明

がございました。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 国のシステムの不具合であれば、他の都道府県も同じシステムを使っているわけですよ

ね。だけど、大阪府だけ出せないという説明にはならないですね。答えにはなっていない

ですね。じゃないでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 私が聞いてきたレベルではそういったレベルでの説明しかちょっとございませんでした

ので、それが大阪府だけの現象なのか、他の都道府県でも同じような現象があったかとい

うことにつきましては、申しわけございませんが、ちょっとわかりかねる次第でございま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 大阪府は何か９月中には出すという、８月末までに早く市町村、出しなさいとせかして

おいて、データ出しましたね、忠岡町も８月末に。出したけど、大阪府がそれがなかなか

出ないということについては、国のシステムの不具合ということで、それでいつごろ出る

んでしょうかということで。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 これに関しましても再度そういった質問が出ました。その辺は回答は、結果が出て公表

ができるような状況になりましたら、速やかに発表するというふうな、そういう回答でご

ざいました。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２回目の１，５００億のね、今後どういうふうに公費を入れるのかというところの分が



61 

 

入っていない粗い試算の分で、ほとんどの市町村が保険料が上がるということが出まし

た。で、忠岡町は５００円ぐらいですかね、数字が今ちょっと手元にないんですけれど

も、幾ら上がるというふうに出ていらっしゃったでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ２月の時点で公表されました非常に粗い試算の中で約６，５００円程度だったと。 

委員（是枝綾子議員） 

 ６，５００円。これは年間ですね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい、年間です。 

委員（是枝綾子議員） 

 １カ月５００円。 

保険課（大谷貴利課長） 

 １カ月あたり五百数十円程度です。 

委員（是枝綾子議員） 

 五百数十円。手元にちょっと資料ないですね。年間６，５００円上がるということです

ね。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、そしたらその６，５００円上がるということで、安くはならないという結

果が出ました。どことももっと上がっています。忠岡町はまだ上がり幅が少ないほうでし

たね。ということで、そしたら何％ですかね、６，５００円は。１０％でしたか。すみま

せん、私も探したんやけど、ないんですね、資料が。後でいいです。それも上がるという

ことで、そしたら今度、公費の負担の部分というのを入れるといっても、本来違うところ

に、保険料が下がるような要素のところに入れないというところがあるというふうに聞い

ておりますが、そこら辺は保険料、引き下がるということになるんでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 
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 新たに導入されます公費につきましては、約半分が保険者努力支援制度、残りの半分が

財政の安定化という部分に使えるというふうになっております。保険者の努力支援制度

は、今後市町村が国保の加入者のための健康増進ですね、そういった部分に活用していく

ように、そういった事業を拡充することによって得られるような部分でございます。もち

ろんそういった部分を活用して、最終的には保険料の算定をする上で、料率のほうに影響

が出てくるものにはなってきます。直接的にはそれが保険料を下げるという要因には結び

つかないのかもしれませんけれども、回り回って形を変えて、またそれが保険料の料率の

ほうにも影響を及ぼす部分になるというふうに認識しております。 

 あと半分の財政的な支援の部分につきましては、引き続き市町村ごとの、そういった財

政力の負担等を見据えた上で配慮されるべき部分でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 若干は下がるかもしれないけれども、忠岡町の国保の努力、健診率をアップするである

とか、収納率をあともう５％以上アップするとか、さまざまなハードルがいっぱいノルマ

が課せられて、そこをクリアしないともらえないというお金というふうな努力者支援制度

ですね。ということなので、かなり国保は大変になると思います。忠岡は今でも努力ね、

頑張って徴収率をアップするために短期保険証をいっぱい出したりとかいろいろしてるの

にということで。ですが、だからこれ以上の努力を求められてもしんどいところやと思い

ますけれども、そういったものやということで。それはやっぱり大阪府が決めるわけです

ね。まくばるわけですね。大阪府の権限ですね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 大阪府のほうが大阪府の国民健康保険運営方針というものを策定しまして、その中で今

後の都道府県化に向けて、大阪府としてこういったことを取り組んでいくというふうな、

そういう方針が決められます。今後はその方針に基づいて、市町村もそれに基づく各種事

業なり運用していくというふうな形になっていきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。そしたら。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 この制度は府に移管されていくと府が思うような形で統制されていくと、こういったこ

とで、こうしないとお金あげないよということになるので、今までと違うということが、

今は忠岡町の国保の大谷課長や東部長さんの努力とかいろいろね、住民の顔を見ながら、

やっぱりこういったことまではできないとかいろいろ判断したりというようなことででき

てたものが、できなくなってしまうということになっていくという問題があります。だか

ら、病気して寝た人の布団を引っぱがしてというふうなことも起こっていく可能性も出て

くるんではないかというふうな。 

 まだ忠岡町に国保は残ります。大阪府に都道府県化されても、忠岡町の国保会計はずっ

と残り続けます。賦課して徴収しないといけないということですが、そういったところで

忠岡町の思いとは違う方向で持っていかれてしまうということがありますので、保険料引

き下げのために入れるというふうなことを忠岡町は余りしてないので、赤字の解消だけは

しているけれども、ほかの市はたくさん保険料引き下げのために一般会計から繰り入れし

ているから安いのですけれども、忠岡町は余り入れてないというので高いと。その分が入

れられなくなるのも一緒のこういう大阪府下に統一されたら、それは保険料は上がります

わね。というところになるという問題がありますので、上がるということで、下がる要素

は余りないということで聞いておきます。 

 あともう１点、すみません。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 広域化のことについてなんですけれども、その際に資料として、ちょっと戻りますが、

資料ね、すみません、一般会計からの繰り入れをどのぐらい、法定外繰り入れを忠岡町が

しているかという資料を文書でいただいて、後日で結構です。大阪府下のが出せなければ

泉州一円の分でも構いませんので、忠岡町がどのぐらい入れて、よそはどのぐらい入れて

いる、そのことが比較できる表をね、決算委員会でその資料が出ますのでお願いしたいと

思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 お願いしておきますね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 
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 今、議員さんがおっしゃいましたその資料なんですけれども、それも先ほど言いました

平成２８年度の大阪府下のそういったまとめた府、国保連合会から出される冊子のほうに

まだ出ておりませんので、それが届き次第すぐわかりますので、それからでもよろしいで

しょうか。 

委員（是枝綾子議員） 

 １１月ぐらいですかね、それは。 

保険課（大谷貴利課長） 

 恐らくいろいろと今、保険料の算定のこととか、かなり事務が逼迫しているんだと思い

ます。かなり例年よりかはおくれ気味になっております。これも、ちょっとすみません、

いつごろになるかというのもまだ確認はできておりませんが、また確認しまして、資料が

出次第また提出させてもらいたいと思いますが。 

委員長（藤田 茂議員） 

 それなら是枝委員、次の。最後の質問を。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、すみません。そしたらちょっと、それも早く出していただきたいということは要

望しますが、忠岡町の法定外の繰り入れの金額ね、１人当たりですね、１人当たりの金額

というのは幾らでしょうか。それだけでもちょっと教えていただきたいと思います。それ

は去年と比べてどうなのかということ。１人当たりです。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 平成２８年度の数値なんですけれども、まず１人当たりの、もとになる被保険者数につ

きましては一応３月末の保険者数で割りました。３，２０９円でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３，２０９円。２７年度は。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ２７年度は２，４１２円です。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２，４１２円ということで。はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

この差は赤字解消の分がふえたという部分が大きいということですかね。 
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保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい、そうでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 赤字解消ということは、保険料を引き下げるということに直接結びついているというも

のではないというふうに私は受けとめるんですけども、そういうことですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 保険料とはまた別のものでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今度、すみません、そしたら広域化、来年、これからのといったらもう広域化されてい

るので、次の予算でといったら、もう広域化された分の予算ということになるんですけれ

ども、そしたらこの赤字解消分は解消しなさいと府から言われているので入れはると思う

んですけど、保険料引き下げのための、高い保険料にね、今度なりましたとなった際に、

やっぱりそんなんいかんからということで独自に入れるということは、ペナルティーなし

でですね、交付金の保険者や支援努力とも関係なしに入れてもいいよということになるも

のでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 



66 

 

保険課（大谷貴利課長） 

 この点につきましては国のほうも約３００億円、これは全国なんですけども、３００億

円の激変緩和分の公費を投入すると。プラス都道府県の調整基金を使って、なるべく保険

料が上がらないような方向には持っていくというふうにアナウンスされております。あ

と、市町村独自で行うそういった一般会計の法定外繰り入れに関しましても、やはり急に

なくしてしまうと保険料が高騰する大きな原因になりますので、これにつきましては解消

すべき繰り入れということになりまして、約６年間かけて解消していくようなスケジュー

ルで今組まれております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ６年かけては赤字の解消の話ですね。じゃなくて、激変緩和の６年たったら激変緩和が

なくなるということですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 あくまで法定外の一般会計の繰り入れというのが、今回の都道府県化に伴って真っ先に

解消していかなければいけない部分でありますので、これにつきましてはやはり、最初の

話であれば、本来であれば３０年度からこれはなくすというふうな方針だったんですけれ

ども、やはり影響が大きいということもありますので、６年間の激変緩和期間をもって

徐々に解消していくように方針が今出されております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。当初はそんなん認めないと言っていた国も、激変緩和をしなければいけな

いぐらい保険料が上がるということがわかってきたから、そういう３００億円かけて激変

緩和をしようとかいうふうな話が出て、３００億円まくばったら、さほどそんなに来るも

のではないし、６年かけて法定外繰り入れを認めるということで来ているけれども、繰り

入れる側の忠岡町が繰り入れようと思わなければ入れられないものなのか、義務的にこれ
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だけ入れなさいというふうに言われて入れてくるものなのか、どうなんでしょう。３００

億以外で独自にという意味で、独自に忠岡町は入れられるでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 忠岡町が決めることになっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃあ、これはもう、一般会計の繰り入れということは、町長のほうにちょっとお聞き

しますけれども、町長は激変緩和ということで町独自に保険料の引き下げのために入れる

というお考えは、今のところございますでしょうか。 

町長（和田吉衛町長） 

委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 私はご存じのように、１０年来、府内で一番最初に一元化をしてほしいと、こういうこ

とで今、今日、４月を待っているんですが、先ほど課長からも言うておりましたけど、今

まで一般会計から入れようと思ったら、怒られるでとか、もう銭の勘定ばっかりですわ。

だけど、課長にこの３年、４年か、これから保健事業の充実をしなさい。だから総務費と

保健事業のこれを充実せいと、これで足し算、引き算簡単だと、こういうことで本町の住

民の健康保持に頑張っていけると、こういうように思っています。 

 で、保険料が高いと、生活保護になる、そういうことについてはまた別途ね、福祉関係

ですので、私としても住民の面倒を見ていかないかんと、こういうふうに思っています。

大阪市と本町と相手になってけんかする気もありません。また、近隣の泉州地域の人たち

とけんかする気もありませんが、本町としては一元化に前へ進みたいと思いますので、議

員各位のご理解を求めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 質問した項目については答えていただいてないですけど、そのことについて再度質問し

てよろしいでしょうか。一般会計から繰り入れする気あるんですかというふうなことだけ
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を聞きたかったのに、自分が進めていってるんやとかいう話やったから。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 繰り入れを課せられたら考えていかないきません。赤字解消についても、これは本町と

しては課せられてきますので、これも考えていかないかんと思います。赤字については、

一元化されたら持っていってくれたらありがたいなと、こういうふうに思っていますけど

も、多分そんなことはないでしょう。だから、それはそこに結果が出てきたときに本町と

しては頑張って、会計を渡していかないかんと、こういうふうに思っている次第です。 

委員（是枝綾子議員） 

 入れてくれるんですかということについては、だから。 

委員長（藤田 茂議員） 

 今の答弁で僕は理解しましたけども。 

委員（是枝綾子議員） 

 入れてくれるわけですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 最終的には繰り入れざるを得んというような解釈で聞いていますけど。 

委員（是枝綾子議員） 

 繰り入れは国から言うてくる、入れなさいよと来る分もあるかと思います。だけど、じ

ゃなくて、町独自で保険料の引き下げのための法定外の、町独自の、町財源の分を考える

というお考えはありませんかと。余りにも高いということでね。 

町長（和田吉衛町長） 

 うちは、府内では保険料高いんでしょう。さっき１９番目か。そしたら２０番目ぐらい

に合わされると保険料、戻ってきますな。それは戻すかとか、そんな判断もやっぱり１つ

の府のほうの判断があってこそやっていける問題ですので、今のところ架空で、値下げや

値上げや、そんな話はちょっとできませんので、繰り入れ。 

委員（是枝綾子議員） 

 町長、もういいですけど。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員が町長を指名したんです。 

委員（是枝綾子議員） 

 繰り入れをするしないと、一言言うていただいたらいい話なんやけど、何かいっぱい言

っていただいてるけど。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 それは私、聞いた中では繰り入れという言葉は出てきましたので。 

委員（是枝綾子議員） 

 繰り入れはいろいろな、法定内、法定外、国から来るまで、保険料引き下げのための。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員、そこまでは言うてないから。 

委員（是枝綾子議員） 

 だから聞きたいわけ。赤字解消のための繰り入れ以外の、保険料引き下げのための繰り

入れをしますかということです。 

町長（和田吉衛町長） 

 是枝さん、繰り入れというような言葉も成立してくるんかな。この制度ができたら。そ

んなこともちょっとわかりにくいのでね。 

委員（是枝綾子議員） 

 もう端的にちょっと町長に。一般会計から保険料を、この４月からの保険料を引き下げ

るために町独自に、どこからもお金来ないけれども、町独自に入れるというお考えはござ

いますでしょうかと。ある、ないの話だけなんです。 

町長（和田吉衛町長） 

 そんな状態になったらね、共済掛金をしている人、健康保険を納めている人、こういっ

た人にも納得してもらわないけませんのでね。国民健康保険の人たちだけが、ああっとい

うわけにもいきませんので、そんな数字が出てきたときに判断をきちっとしていきたい

と。集まった金は返すとか、そういうことも今から言えませんので。 

委員長（藤田 茂議員） 

 そのぐらいで。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、私、大阪府が出さない理由というのはちょっと指摘申し上げたいと思い

ますが、かなり高くなるから、発表できないから出さないということがあるんではないか

と。他の都道府県は出してるんです、３回目を。まだ忠岡は２月に出したきりの、それな

んです。おかしいでしょう、大阪ね。ということで、だから出せないぐらい大阪府の、今

２回目の試算とか、今している試算は医療費の伸びを低く見ています。去年低かったので

低い、２％も伸びがなかった分で伸びを見ているけど、平年は３．何％上がっていってい

る。去年だけちょっと上がりが少ない。去年の上がりぐあいの分で計算をしてるから、１

年目は多分低く出ると思いますけど、２年目からはもうそんなんではやっていかれないと

いうことで高くなるというふうに見ております。 

 それで、もう終わりますけれども、それで国保の都道府県化がされるのは、都道府県に

そういう保険、何かそういう医療の計画をつくらせて、それでその計画どおりに進むよう
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に都道府県をそれぞれ競わせて、それよりも医療費がいっぱい伸びたら削るように計画を

見直して、計画の範囲に抑えるようにということをしやすいために都道府県化をするとい

うことはありますので、そういう都道府県化でありますので、保険料が安くなるからとい

うふうな、そんなものではないということは指摘はしておきます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 いいです。もう答弁はいいです。 

町長（和田吉衛町長） 

 ちょっと待って。保険料が高くなると。うちにとってはそんなことはないかもわからへ

ん。 

委員（是枝綾子議員） 

 いやいや、高くなるって出てますやん。 

町長（和田吉衛町長） 

 いや、それはわかりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 出てますよ。 

町長（和田吉衛町長） 

 大阪市とかね、市やそういうところは、どんどん出してるところは、補塡してきたとこ

ろは高くなるかもわかりませんけど、うちとしては皆さんにご辛抱してくれたわけですか

ら。で、大阪府は高くなったら松井一郎に言わなしゃあないわけで、維新は何をしてるん

かということで。これは皆さんとともに一緒に言うていきたいと思いますので。副委員長

さんも。 

委員（前田 弘議員） 

 是枝さん、もう。 

委員（是枝綾子議員） 

 私が長くしてるんではなくて、関係のないところでの答弁というものがいっぱいあると

いうことは、ちょっと委員長、わかっていただけますか。私は質問をするためのこの場な

のに、関係のないことで町長の意見をいっぱい言われてるということはちょっと、質問に

答えずにというふうな、それはちょっとね。 

委員長（藤田 茂議員） 

 それは町長さんなりに是枝委員の質問を聞いての答弁やと。 

委員（是枝綾子議員） 

 私は答弁要らないと言うてるのに。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 私は理解していますので、そこらの方向で今後進行していきたいと思います。 

委員（前田 弘議員） 

 是枝さん、ちょっと俺に質問させてよ。もうそれで終わってよ。 

委員（是枝綾子議員） 

 まだありますけど、どうぞ。 

委員長（藤田 茂議員） 

 もう一つだけやろ。 

委員（前田 弘議員） 

 ２つ言うたや。 

委員（是枝綾子議員） 

 今度の４月から国保が広域化されるのに、そんな態度でいいのかと議会に問われている

んです。これってもう、放送でもしておいていただきたいですね。この状態。住民が見た

らどう思いますか、これ。こんないいかげんなことで、高い保険料を一生懸命払わされて

いる住民にとって、真剣に議会が議論しているのか、そこが問われているんですよ。なの

に、「もうないか」「もう２つ言うたのに、２つ言うたやないか」、もうこれ以上質問さ

せないという、こういう１年間やっていた分をね。 

委員長（藤田 茂議員） 

 させないとは言ってませんよ。させないとは言ってない。 

委員（是枝綾子議員） 

 ほかの議員が言ってます。 

委員（前田 弘議員） 

 私が言いました。私はね、やはり町長が一定の答弁してるんですから、これ以上幾ら誰

が言うても、それ以上新しい問題は出てこないんですよね。町長の言ってることはもう最

終的な答弁やと、私はそう思っています。 

町長（和田吉衛町長） 

 いやいや、まだこれから出てきたことについては、議会に提案しますので、議会に提案

したときに、また真剣に。 

委員長（藤田 茂議員） 

 本来の決算審査特別委員会に戻します。是枝委員、もう１問ありましたか。 

委員（前田 弘議員） 

 なかったら私、ちょっとすみません。私も寄る年波によりまして、いろいろと病院も行

ってきました。今も行ってるんですが、先発の薬と後発の薬というのがありましてね。私

も今までそれを知らなんだんですけども、先発の薬というのは特許が入っているんで、か

なり高いということを聞いています。 

 また、４市の南部議長会で、福井県かどこかへ行ってきましたな、局長。そのときに後
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発の薬を、保険料がかなり高くなってくるんで、後発の薬品、ジェネリック、これを皆さ

んに使ってもらうようにちょっと指導しているというようなことを言っていました。それ

をすることによって随分国保のほうも解消してきたなというようなこともありました。そ

れで今後大阪府と、これから高齢化になってくるんで、かなり医者の薬代も要ってくると

思うんでね。８００万人の人がみんな病院に行くんですから、かなりの医療品も要ると思

います。 

 それで、大阪府は今後そういうことも考えて、やっぱり医療費も高くなってくるという

ようなことも考えて、これからジェネリックの薬を推奨しよう、指導しようという考えは

ないんですか。そんな話はないんですか。それはどうなんですか。いや、私、聞いてない

んでね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 既にもう取り組んでおります。 

委員（前田 弘議員） 

 そうですか。なるほど。私もそれは知らなかったもので、聞いてるんですけども。 

委員長（藤田 茂議員） 

 他に、ございませんか。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 国保の都道府県化に向けて、もう数カ月しかございません。どういうスケジュールでど

のようになっていくのかというところについてお聞きしたいと思います。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 一応、府の広域ワーキンググループのほうからスケジュールというのが出されておりま

して、本来であればもう既に２９年度、第３回目の試算が出ておる時期ではございます

が、まだこれが出ておりません。そうこうしている間に、今度平成３０年度の予算を組ま
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なければいけませんので、そのための仮の係数というものがもう近々、１０月の下旬から

１１月の頭ぐらいには出てくるものと思います。それで、我々はこの係数を用いまして平

成３０年度の予算の数字をつくっていくというふうな流れになっております。 

 あとは条例、法律改正のほうに関しましても、既に何点か算出例というのは出ておりま

すが、最終的に忠岡町の条例改正につきましては、３月の議会において条例を改正して、

最終的な体制を整えるというふうな流れになっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら議会で審議をするというのは、もう４月１日から始まる、条例の施行日はいつ

ですかね。４月１日からですか。それを３月議会で決めるということですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ４月１日です。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １カ月もないですね。４月１日からということやのに、３月の議会で１回で決めるとい

うことですね。それまでにその情報とかいうふうな、第３回目の試算というのがいつごろ

出るんでしょうか。仮の係数というのは仮の係数であって、保険料というのはそこで出る

んですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 １月にこちらも予算を完成させなきゃいけませんので、もちろん国のほうもそのスケジ

ュールにのっとって、間に合うような形で各種係数を出すというふうになっておりますの
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で、係数が出てきてすぐに、じゃ保険率がわかるのかどうかと言われると、その辺はまだ

見えていないんですけれども、少なくとももう３０年の１月の時点ではそれなりの金額は

出さなければいけないというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そこは仮の係数での保険料の試算という形が１月に出るということですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 仮の係数が１０月末に出た後、確定係数というものが１月中に出るということになって

おります。ただこれが１月に確定係数が出てしまうと、もう予算の編成には実際使えない

ようなスケジュールになってしまいますので、３０年度の予算を計算する上ではこの仮の

係数を使わざるを得ないのかなというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら当初予算を組むときに仮の係数でもう予算をしないといけないと。実際の確定

係数との差が大きければ補正予算を組まなければいけないとかいうふうなことが出てくる

というような、こんなぎりぎりでいいのかということですね。多分国保が一番困るだろう

と、都道府県じゃなくて市町村の国保が困ると思うんです。一番迷惑がかかるのは住民な

んですよね。やっぱり議会もどういうことになるんだというふうな議論をする間もなく、

仮の係数だと思っていたら、実際の係数はまた違った数字が、予算書とは違う数字で出て

きて、３月の議会はじゃあそれでどういう議論をしたらいいんだと。条例は先に変えない

といけないと。後ろが決まっているのに、条例がもし決まらなかったらスタートできない

ということになるわけで、本当にこんなタイトなスケジュールでいいのかということで、

やっぱりこれはちょっと延期してもらわんと困るというふうにね。議会の立場からしたら

こんなんで審議でけへんというふうに、大阪府下の議会が怒ってもええぐらいの話や。こ

んな失礼な話、ないですよね。議会にはちゃんと数字を示せないで、４月からはしますと
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いうふうなことで、本当にひどい話やなあと。国保の課長さんや部長さんじゃなくて、大

阪府に対してね、国や大阪府に対して言っているわけであります。そのことがありますの

で早く出すようにということで、これは強く求めていただきたいと思いますが、その点に

ついてはいかがでしようか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 やはりよその市町村でも早く、本来であれば仮係数ももう既に出ていて当然のスケジュ

ールになるんですけれども、まだまだおくれているということに対していらだちを持って

いるところが多く見受けられます。その点につきましては今後我々も、早く出せるものは

出してくれというふうに言っていきますので、よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃ、これでちょっと要望なんですけど、仮の係数が出た時点で早く計算をしていただ

いて、議会には早くお知らせをしていただくと。議会を待たずに「こういうことです」と

いうことや、１月に確定係数が出た時点でとかいうふうなことで、情報はきちんと適宜、

速やかに出していただくということはお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

委員（北村 孝委員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝委員） 

 先ほど是枝委員からの質問といいますか意見といいますか、そのときに係数が、来年４

月からやのに出ていないということで、２回もやってるのにということで、先ほどちょっ

とおっしゃってましたけど、よそで出ているのに忠岡で出てないのは、それは何かあるん

違うかなということの、他府県、ああそうですか。すみません、わかりました。いや、大

阪府で、よそが出てて、うちが出てないのかなと。わかりました。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 先ほど前田弘委員の質問であって、ジェネリックのことなんですけど、新しい国保、う

ちも届いたんですが、ほかの市町村やったらまだ「ジェネリックを希望します」というシ

ールみたいな券ですか、あれを張りつけてくださいみたいな、協力してくださいみたい

な、答えているところがまだ多少市町村によって残っていると思うんですけど、あれ、忠

岡で今回入ってなかったのは、ああいうことはどのような意図というか、その辺はどのよ

うになっていますか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 ７月に納付書を発送するときに入れております。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません。納付書を発送するときに、別個それは入っているということですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい、同じ封筒の中に。 

委員（三宅良矢議員） 

 そこに保険証は入ってないですね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 保険証は今回です。 

委員（三宅良矢議員） 

 保険証とジェネリックのあれは、また別々で送ってくるということなんですか。保険証

と、「ジェネリックを希望します」というシールは別々に送ってくるということなんです

か。 

保険課（大谷貴利課長） 

 今年度はそういうことになっております。 

委員（三宅良矢議員） 

 今年度は。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

来年度以降はまた同時ですか。 

保険課（大谷貴利課長） 



77 

 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 要は、なぜ別々に送るんかなというのがよくわからないんで、すみません。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 すみません。昨年度は希望カードなりシールなり、保険証と一緒に送らせていただいて

いたと思うんですけれど、今年度はたまたま７月の納付書のときにそのシールを先に送っ

てしまっているような状態になっていまして、ことしは保険証とセットではいってないと

いう形ですが、一応ご家庭にはお届けはさせていただいているということになっておりま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 来年度以降はちゃんとまた一緒にということですね。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。そのとおりです。 

委員（三宅良矢議員） 

わかりました。 

 すみません。あと予算書の１３９ページの見方なんですが、１款１項１目の１節、医療

給付費現年度分の、ちょっとこの辺の見方なんですけど、予算現額で３億９，１１８万

８，０００円で、収入済額が２億３，５６１万６，１１４円なんですけど、これの見方と

いうのは、１億５，５００万円は、その差額に関しては、例えば１００人が１００人とも

ちゃんと納めてくれてたら３億９，０００万で、要はそのうち何ぼかが納めてくれてへん

から２億３，５００万が収入済みという見方でよろしいですか。調定額、すみません、と

いう見方でよろしいですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 
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 はい、そういうことでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ということは、人数の未納のパーセンテージじゃなく、金額ベースでいうと３５％ぐら

いが要は納め切れてくれていないという考えでいいんですよね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 すみません、医療給付分の現年分の３億９，１１８万８，０００円というのはあくまで

調定でございまして、実際これに対しましてどれだけの保険料が入るかというのが決定さ

れるのが、そのすぐ横の２億５，４９６万８２５円となります。この金額に対してどれだ

けの収入が入ってきたかというのが収納率になりますので、すぐ横の２億３，５６１万

６，１１４円、この金額が実は入ってきた金額でございます。これに対して、調定額で割

り戻したものが実際の収納率になりますので。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。すみません、ちよっとそこでお聞きしたいのは、この１億４，０００万

ぐらいの差が生まれる理由って何ですか。要は予算額からこの調定額で、この金額が数千

万やったら、１，０００万、２，０００万やったらわかるんですけど、１億単位でできる

って結構な、この差って何が要因になるんでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 予算を組む時点では、いろいろ各種、保険料以外の部分とかも、いろんな補助金とかも

入ってきますので、まだその辺がちょっと読み切れてない部分等もございます。一応そう
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いった分につきましては、保険料という部分でちょっとカバーするような仕組みになって

おりますので、こういうような形になっております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その読めない部分に関して、かなり割高にして予算計上してしまうということでよろし

いですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長、それでいいですね。 

保険課（大谷貴利課長） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。以上です。 

委員（北村 孝委員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝委員） 

 すみません。先ほど広域化の、来年早々という話をされてますけど、私、ちょっと聞き

逃したんかも、これまでそういう話があったんかもわかりませんけども、保険料は広域の

ほうで決めちゃうと。それで、ほかの業務については今までどおりと変わらないというこ

とで、滞納がありますよね。これの扱いはどうなんですか。例えばことしから税務のほう

は大阪府に回収機構ですか、やって、かなり私も相談を何件か受けましたけど、もうこっ

ちの課長にお願いしても全く受け付けないという感じで、それはそれまでにいろいろな、

本人に通知もしているというんですけど、本人はそういうことで、長いこと置いて、最終

のどどの詰まりが来てやってはるから、その辺のことはかなりきつくやられているのはわ

かるんですけども、その辺の滞納の徴収というのは、それはこちらでやるのか、その辺も

まだ具体的には決まってないんですか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 徴収に関しては基本、今までどおりということになっています。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（北村 孝委員） 

 わかりました。 

委員長（藤田 茂議員） 

 以上で国民健康保険事業勘定特別会計決算について、質疑を終結いたします。 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 次に、１５５ページから１７７ページの介護保険特別会計決算につきまして、担当課よ

り提出資料の説明を求めます。 

（泉元いきがい支援課長：説明） 

委員長（藤田 茂議員） 

 説明は、以上のとおりでございます。 

 ご質疑をお受けいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 資料の１２ページからお伺いします。地域支援事業の件なんですけど、これは総給付費

の何％がこれに充てられるんでしたっけ。全体の。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 全体の３％になります。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 
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 ことしは、その３％分からすれば、３，７２０万３，０００円というのは何％に。どれ

ぐらいの消化というか消化率というか、当たりますか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 基本的にはその３％の枠でしております。ただ、包括が直営でしている分がありますの

で、包括の介護予防ケアマネジメント費については一般から繰り入れという形になってお

ります。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すると、あと、例えば任意事業の使えるお金、財源とかいうのはまだ余力ってあるもの

なんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 その辺がすごく、今、給付費から比べますと微妙なところで、３％を超えるとなると、

ちょっとその辺は人件費として補塡していかなければいけないという、変則的な形になっ

ています。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 先ほどちょっと、今、地域支援事業のことが出ましたので、それについての、地域支援
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事業の中での任意事業ということで、食の自立支援事業ということで、これが給食サービ

スのことになりますね。それが、決算額が多分これだけですかね。食の自立支援だけで５

５９万円ということですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そのほか、介護用品支給事業であるとか介護給付の適正化事業、それと介護相談員の派

遣であるとか、そういったものが含まれております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 任意事業で、忠岡町は国が示しているメニューの中で、食の自立支援事業と介護用品と

相談員派遣と、もう一つ、適正化何とかって言ってはりましたけど、４つやっているとい

うことですか。任意事業。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 介護給付の適正化。 

委員（是枝綾子議員） 

 適正化も入れて４つですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 あと、成年後見人の後見扶助というものも含まれております。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、食の自立支援の分についてちょっとお聞きします。この間、ここ数年です

ね、給食の内容が非常に悪いということで、ずうっとここ１０年ほど、私もこの間も試食

も、毎年試食させていただいているんですけれども、内容がよくなってきております。ア

ンケートも取り、町のほうも委託先のピープルハウス、光生会のほうに言って内容も改善

を求められてということで、改善されてきたというふうに思っております。それはよかっ

たと思います。 

 それで、もう一つちょっとお聞きしたいのは、栄養士が献立を考えていて、その献立も

一緒にいただいたんですけれども、その献立のカロリーとか糖質、脂質、たんぱく質とか

いろいろね。そういった栄養士はちゃんと計算していらっしゃるんですよね。それがつい

てないです。献立のおかずの種類だけ書いたものしか忠岡町には提出がないということな
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んですが、本来、１食ね。よくコンビニでも書いています。カロリー何ぼとか糖質、脂質

何ぼとか。弁当ごとに出るはずですね。それは出さなくてもいいんでしょうけども、やっ

ぱり必要なものではないでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そのカロリー計算表というのがあるかと思うんですけれども、私もその専門家ではあり

ませんので、どこまで栄養士さんが計算されているのかは、ちょっとわかりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 委託をしているのは介護保険課ですね。それをどういうふうに、栄養士さんに直接じゃ

ないですけれども、給食サービスを委託している委託先に、そういったところのメニュー

表、成分構成表を出してくださいねということは言わないんですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 食の自立支援事業の趣旨からしまして、配食のカロリーであるとか、特に糖尿病の方に

対しての対処もしていませんので、食の確保という意味でいいますと、ある程度のカロリ

ー数が保たれている、栄養素が含まれている食事を提供していただいて、安否を確認する

という意味も含めましての委託になっておりますので、そこまで細かく要求というんです

かね。たんぱく質が何ぼであるとか、そこまでは今のところは考えていないところです。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 いろいろとね、国保の課長さんもいらっしゃるし、やっぱりいろいろ皆さん高齢者ね、

病気には重い軽いはありますけど、やっぱり幾つか糖尿病対策もしていたりとか、カロリ
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ーとか高脂血症、いろいろ病気を持っていらっしゃる方、健康で何を食べてもいいという

人ばかりではないということだと思いますので、そこはやっぱりそのお弁当を食べて塩分

を取り過ぎてとか、例えばそういうふうなことにはならないとは思いますけれども、１食

ぐらいでは。でも、やっぱりそこはちゃんと丁寧にね、同じ、多分栄養士さんちゃんと計

算してはると思います。計算せずに適当にしてるんやったら、それはほんまの栄養士さん

かどうかちょっとわかりませんけど、きちんと計算、１食１食しはると思いますので、そ

れはやっぱり求めていいものではないかと思いますが、求められなければ出さないと思い

ますので、求めはったらいいんと違うんでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 食の自立支援事業は、弁当を通じてその方の安否確認なり、対面してその方の状況を確

認するための道具やと思っておりますので、配食の中身についてどうのこうのまでは、ち

ょっと我々はそこまで細かくは関知、関知と言ったらおかしいですね、そこまで要求する

ものではないと思っておりますので。ただ、中身について高齢者向けの食事を提供してく

ださい、また必要なカロリー数は確保してくださいというのが最低レベルかなと思ってお

ります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １食の配食につき８５０円も支払ってるんです。３００円が本人負担なので、介護保険

会計から５５０円、１食ですよ。１食５５０円も出してるんだから、そういった丁寧な

ね。多分その安否確認がどの程度きちっとされているのか、私はわかりません。忠岡町も

報告書を見るだけなので、わかりません。けど、やっぱりちゃんと提出してもらうべきも

のはしてもらっていいんじゃないかと。そういういろいろ気にしはる人は、民間のそうい

う、ちゃんとね、糖尿病食とかそういうのをしてくださいというんやったら、それはそれ

で、ほんまの貧困対策みたいな、そういう弁当なんだという扱いに、１食８５０円もかけ

ているということであれば、ちょっとその金額は見直さなければいけないんではないかと

いうふうにも思いますけれども。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 あくまでもやっぱり食の確保という意味と、安否確認という意味がございますので、そ

の辺につきましてはきちっと、配食につきましても資格を持った者が配食しておりますの

で、ただ単に弁当を宅配しているだけやという意味ではないということだけ認識していた

だきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら１食のお弁当の成分表、主要な栄養素とか塩分とか、そういったものの表記と

いうものは、そういう時代になってきていると思いますので、本人が自己管理ね、健康管

理を自分でしようと思っても、これはどんだけ入ってるんかわからんというものを提供さ

れても、じゃあ、糖質ちょっと制限しなさいと言われてる人が、１食当たりに糖質がそん

な３０グラムも入っている、炭水化物というか糖質が入っているものを食べていいのかと

いったら、そうではないと思います。大体、年とともに糖質は制限しましょうというふう

にお医者さんから、糖尿病とは言われなくても。糖尿病から腎臓に来て、透析ということ

で医療費が高騰しているというふうによく言われますけれども、だからやっぱりその辺

は、病気でなくてもやはり気をつけておくということが大事ではないかと。１週間のうち

５食配食されているので、やっぱりどういうものを提供しているのかというのを忠岡町が

きちんと把握しておくということは大事ではないかというふうに思います。 

３００円、本人から徴収して、５５０円足しているということなので、１食配食するの

に５５０円もね、１件５５０円もかけているというのは非常に「えっ、ちょっと」、それ

やったら資格を持ったほかの方が「私もやりたいわ」という人が出てくるかもしれませ

ん。だけど、ピープルハウス、光生会に委託しているんであれば、ちゃんと求めて出して

くださいというふうに、言わない。言いませんというふうに今言っているわけやから、言

うて出していただくだけでも。出せますよと言って、出せるものやったら出してもらった

らいいんじゃないでしょうか。どういうものを提供しているのかということが忠岡町は把

握できていますかと。どういうメニューだけでなくて、どういった食事の中身の、栄養素

の中身のものを把握していますかというふうにちょっとお聞きします。把握していますか

ということ。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 中身につきましてはメニューで確認しております。ただ、そのカロリー数であるとかは

現在のところ把握できておりませんので、どの分まで出せるのかどうか、計算できるのか

どうか、一応ちょっと確認させていただきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

ちゃんと出してくださいと言えば、管理栄養士さんは出せます。そのぐらい出せますの

で、出していただくように、ぜひよろしくお願いいたします。 

 続けて、よろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 続いて、どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 その配食サービスについて、この年度の件数というのは前年と比べて、ずっと例年同

じ、大体３０食ぐらいで３０人の方ですね、実質、の方で推移していらっしゃるんでしょ

うか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 平成２８年度登録者が３７名でございまして、前年度と比べてそれほど変わっておりま

せん。配食数につきましては全部で４，２４８食で、前年度と比べまして４．６％の増で

ございました。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 この３７名というのは、高齢者の率というんですかね、からして他市町村と比べて多い

のでしょうか、少ないのでしょうか、平均的なところなんでしようか。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 わかりますか、課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません、他市町の状況までちょっと把握しておりませんので、比較は難しいです。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これは要介護認定というんですかね、要支援でもいいですけど、が必要な事業でした

か、この受ける方は。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 要綱上は明確に要介護度を持ってなければならないということではないのですけれど

も、食が自分で確保できない方という形になっておりますので、基本的にはその要介護認

定を持っていらっしゃる方を前提として配食しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ケースバイケースだと思いますけれども、介護予防の段階の方とか、要支援まではなか

なかいかないけれども、介護予防も、ひょっとしたら介護になるんではないかという方に

ついては、そういった方も含めての事業ではあるわけですね。一応任意事業ですから。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 一応、介護認定で認定がなくても、こちらで調査いたしまして、認定の状態にあるなと

いうことであれば配食をさせていただいております。 

委員（是枝綾子議員） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 要支援なり要介護の認定を受けていなくても、介護保険制度上は、任意事業として給食

の配食はできるものなんですかと、お聞きします。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 国の実施要綱とかではそういったことまで規定しておりませんので、認定者とは限って

はないと考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと初期の認知症的なというんですかね、という方は、なかなか自分で要介護認定

とか、家族が勧めてもなかなか、「自分は違う、いい」ということでしないという場合が

あったりで、食事もきちんと取れにくくなってきてはるという方をたくさん見てきており

まして、やはりそういった方にいろいろかかわっていくというところでは、そういった配

食サービスという分については、非常に１つの大事なところで、そこからいろいろと介護

保険制度に結びつけていくような流れもつくれるんではないかということで、介護予防と

してその部分も含めて、今後ちょっとそれを、要介護認定が条件というふうな形で規定せ

ずに、必要な方については申請も受け付けて、実際に見て認めていただきたいと。法令上

は別に問題ないわけですよね。そういうふうにしていただくことは可能でしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 是枝議員がおっしゃられたように、介護予防をする上でやっぱりきちっと食事をすると

いうんですかね、カロリーを取ると言ったらいいんですかね、で、運動していただく。そ

れが介護予防につながることにもなります。町としては食の自立支援事業も実施しており
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ますが、社会福祉協議会のほうでもふれあい型給食サービスというのを実施しております

ので、そういったふれあい型を先に利用していただいて、地域との交流も含めながら、そ

ういった介護予防に、認知症の方でも地域で暮らしていけるような地域づくりといいます

かね、そういったものに結びつけていきたいなと思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 結局、すみません、ふれあい型のそれもあわせてしたらいいと思いますけれども、要介

護認定や要支援の認定というものを絶対条件とはしていないということで対応をしていく

というお答えをいただきたいと思いますが、どうでしょうかと。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 先ほどおっしゃられたように認知症の状態があらわれてきているようであれば、我々、

調査した時点で、その辺の認定は受けなくても、そういう状況が把握できれば、こちらと

しても配食としては提供していきたい。安否確認も含めてそういったことはしていきたい

と考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 どちらにも取れる答弁の仕方なので、何遍も聞くことになるんですが、認定できればと

いうことで、それは要介護、要支援の認定ができればというふうな認定ということなの

か、この人には要介護認定を受けていなくても、やっぱり配食は必要だと認定できるの

か、その認定の中身がどっちにも取れるんです。いいように取ろうと思ったら取れるんで

すけど。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 



90 

 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 認定を取ってなくても、認定をこちらで調査させていただいて、認定の状態であればと

いうことです。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 要介護認定が絶対条件ではないということで対応していただくということで、よろしく

お願いします。委員長、続けてよろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 続けて、どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら要介護認定について、２８年度、２９年度もそうなんですが、「だんだんと認

定が厳しくなってきた」というお声を聞きました。実際にそのことについて、要介護１だ

った方が要支援に、同じ状況なのに下げられてしまって、受けるサービスが全く半額以下

な。だから回数は減るし、施設型サービスが、施設型というか入所とかね、ショートじゃ

ないけど、そういったのとか、お泊まりとか、そういうのができなくなってしまったとい

うことで、困ったというお声を聞きました。 

担当課の方も、聞きますと「大阪府の指導が厳しくなりました」ということなんです。

要介護認定の調査に行ったときに、同じように答えていても、基準が変わったというんで

すね。調査の判定する部分のということで。それでかなりの方がなってるんじゃないか

と。私が聞いたのは１件だけなんですけれども、ここをちょっとこの２８年度、２９年度

はまだ途中ですので、２８年度、要介護から要支援に、軽くなったという場合もあるんで

しょうけれども、どのぐらいの方が移行されたのかということでお聞かせいただきたいん

ですけれども。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません、ちょっと今その資料がございませんが、一応、前回認定から更新されたと

きにどう変わったかという状況ですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 そちら側のね、介護保険課側の。変わったというのはわかります。見守りの部分が変わ
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ったというところはね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 全体として認定の状況が、更新の段階で介護から支援になったとか、そういった数値の

ことをおっしゃるのですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。更新のときに、更新で変わったと。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません、ちょっと今手持ちにないもので、申しわけないですけど。 

委員長（藤田 茂議員） 

 後から提出できますか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい、また後ほど。 

委員長（藤田 茂議員） 

 また後ほど。 

委員（是枝綾子議員） 

 それは課長、ご存じやと思います。要介護認定に行く調査員の研修というのが大阪府で

あったんですね。そこで、こういうふうに、「ここがこうですよ。忠岡町さん、ちゃんと

やってくださいね」と言われた部分が、見守りとか幾つかあったと思いますけど、見守り

というのはほんまに遠くから見ているというので、もう手を添えて、ずっとおらんとあか

んような見守りになったとか、いろいろそういう厳しくなったというところで、落とされ

たり変わったりとかいう部分が出てきているというふうに説明は聞いたわけなんです。そ

れっていうのは、総合事業に向けた動きではないかと。要支援の方は総合事業ですね。違

いましたか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そうです。 

委員（是枝綾子議員） 

そうですね。総合事業に移行していく。介護保険からだんだんサービスを減らしていく

という動きがあってそうなっているのか、大阪府がなぜそういうふうに指導を厳しくして

きたのかというのは、わかりますでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 その辺の中身につきましては、見守りなんかは調査員の感覚でいろいろあると思います
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ので、大阪府として統一的な見解を細かく示してきているということやと思います。です

ので、忠岡町も認識が甘かったのか、それとも厳しいところがあるのか、全国レベル並み

に統一していかないと認定自体の根本にかかわることですので、その辺につきましては総

合事業が始まったからとかいうものではなく、調査のほうは全国レベルで行っております

ので、統一的な見解を細かく示してきているのかなとは考えております。別に総合事業が

始まるからということではなく、認定の根本的なもので信頼性を高めるためのものやと思

っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今まで受けられたものが受けられなくなったというところでの、本人さんの、利用者の

やっぱり不安とか不便さというのが出てくるかと思います。そういったことについての対

応というのは、あとは受けられなくなった分はどこでフォローしていただいたらいいんだ

ろうということなんですけれども、そういったこと、要介護から要支援になって受けられ

なくなった分について、忠岡町で何かしていただけるということはないんでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 要介護状態から要支援になるということは、調査の段階で一定よくなった、なおかつ、

そういう状態になる方で認定しておりますので、そのサービスを受けられなくなった理

由、観点からじゃなく、元気になったんだと認識していただいて、生活ですね、地域とと

もに暮らしていっていただければと思っております。特にそれを補塡するようなサービス

というのは本町ではありませんので、介護保険制度で利用していただくという形になりま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 よくなって、骨折したりとかしていて、それで動けるようになって軽くなったわという

ことで認定が軽くなったというんであれば、動けるからいいんですけれども、認定の仕方
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が、判定の仕方が変わったということで、状況は全く変わっていない方が、登ったはしご

を外されるというようなことをされたら困るということで、そういった方についての苦情

の受け付けや相談は受けてくれるでしょうけれども、判定が覆るということはないかと思

います。ないんです。だから本当にそういった、それで地域で頑張って生活してください

となると、もう、まあ言うたらボランティアとかシルバー人材センターとかにお願いして

やってもらうしかないということなんですね。町の今、課長さんが言ったのはということ

なんですね。 

そしたら、わかりましたということで、大変、保険料だけは年金から天引きされて、使

えないと、だんだん使えなくなってきているということで、非常に不満がだんだんと高齢

者の中でうっせきしてきておりますということなので、介護保険料は下げていただきたい

んですけれども、今現在で忠岡町は大阪府下でも介護保険料は、基準額はどのぐらいの位

置にあるかって聞いたら１６番目ということです。１６か１７でしたかね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません、今資料を持ってないんですが、下から数えたほうが早かったと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 それはちょっと、表をお出しいただくことはできますかね。大阪府下の介護保険、高い

ものからの順番ですね、をちょっといただきたいんですけど、後日で結構ですので。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 あと、総合事業については２８年度までは実施していなかったんですけれども、２９年

度から実施ということでありますが、決算上は今度はどんなふうに、どこの予算でどうい

うふうにそれがなるのかということをちょっとお教えいただきたいんですけれども、この

決算上どのように、歳出のところでのあらわれ方ですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 介護予防の総合事業給付費という項目があったと思う、すみません、ちょっと今手元に

持ってないもので、そこに全体的に出てくる形になっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 介護予防、歳出。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 今の決算と今年度予算で大分項目が変わっておりますので、ちょっとまた、後ほど。 

委員長（藤田 茂議員） 

 後ほどお教え願えますか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。そしたら財源というのはどこから回ってきて、そこに回されるという形に

なるんでしょうか。どこの、財源ですね、財源。例えばまあ言うたら地域支援事業の中か

らとか、例えばね、じゃなくて介護予防事業費のここからこっちに回りますという、そう

いう、一言で言うとどうなるわけですか、お金の流れが。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 介護給付費の介護予防の中のですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 介護給付費の介護予防。要支援の方に給付されていた予算が出るときは、どんなところ

で出るんでしょうかということで。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 歳出の１７０ページの、項でいいますと介護予防サービス等諸費の中の第１目の介護予

防サービス給付費になります。この中に、介護予防、訪問介護であるとか、介護予防、通

所介護費が含まれておりますので、この中の一部が総合事業に移って、地域支援事業の介

護予防給付費として支払うという形になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 地域支援事業のほうに回るんですね。地域支援事業費のほうに回るということですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 決算ではまだ、２８年度ですのでその項目はありませんけれども、２９年度予算では項

目をつくっております。 

委員長（藤田 茂議員） 

 ということで、よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい、わかりました。そしたら忠岡町は今現在、２９年度の総合事業に移行された方は

１名だけというふうにお聞きしてるんですけど、今現在は何名ぐらいいらっしゃるんでし

ょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 事業対象者と認定したのは３名。そのうち緩和型サービスを利用されている方が１名い

らっしゃいます。その事業対象者１名というのは、その緩和型サービス利用者の１名とい

う形です。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 緩和型サービスということを受けてくれる事業所というのが、このあたりにあるんでし

ょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 町内の数カ所と、町外でも利用。 

委員（是枝綾子議員） 

 もうやっているところが。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。今現在使っている方は、町外の事業所でサービスを使っている方になります。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 町内で緩和型サービスをやっているところというのは何カ所ありますかね。何カ所ある

うちの何カ所がという。わからなければ。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 すみません、ちょっと今資料を持ちあわせておりません。申しわけありません。 

委員（是枝綾子議員） 

 後でも構いませんけれども。後でいただきたいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 また、地域支援事業の任意事業のところに戻るんですけど、介護用品支給等支援事業と

食の自立支援委託料ですね。１７５と６なんですけど、これの実績、もしよかったら、今

報告すると時間がかかるんで、口頭では要らないんですけど、できたら今後か、できたら

プラスアルファでこのその他予算の執行実績ですよね。こんなんに掲載していただけない
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ですかね。こういうのって、例えば市町村独自で取り組んでいるやつですよね。バリエー

ションがあるやつやから、それこそこういったのに載っけて報告すべきことやと思うんで

すけど、いかがでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 主要な施策の成果につきましては一般会計の分で今のところ考えているところがござい

ますので、特別会計については数字的な報告といいましょうか、そういう趣旨のものであ

るかなと思っているんですけれども、ちょっとその辺は私どもは判断しかねますので。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 公共下水道のところは載っているので、この主要な施策の成果にこういった形で。載っ

けたらあかんというルールがなければ、できたらこういったので報告いただけたほうがわ

かりよいし、早いし。そんなん今からこれ説明ゼロからしたら時間がかかるわけでしょ

う。僕もそこまでは求めないので、できたらこういうので、簡素簡潔に速やかにしていた

だけるようにしてお願いしたいなということがまず１点なんですけれども、部長、お願い

できないでしょうか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅議員、検討していただくということでよろしいですか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。検討させていただきます。 

委員（三宅良矢議員） 

 お願いします。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 来年度、載せれるかどうかは明言はできませんが、ちょっと検討はさせていただきま

す。 
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委員（三宅良矢議員） 

 検討をお願いします。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 もう１点、その地域支援事業なんですけど、先ほど総給付費の３％とおっしゃったと思

います。ことしが１４億２，２７３万３，０００円の３％というと、総予算ですれば４，

２６８万円がマックスだと思うんです、計算上。ことし３，７２０万使われたということ

なんで、あと５４０万余力があるというふうにまず見たらよろしいですか。予算上の余力

が５４０万、地域支援事業にあるというふうに見越してよろしいでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 総給付費の。 

委員（三宅良矢議員） 

 ３％ですよね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 新規になりますので。 

委員（三宅良矢議員） 

 それが、先ほどのページで言うと１４億２，２７３万３，０００円、資料５ページの歳

出決算額の平成２８年度決算（Ａ）の小計のほうからは計算していただいたんですけど。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 給付費になりますので、１３億８，５５２万。 

委員（三宅良矢議員） 

 こっちのほうが基準ですか。それの３％ですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ４，１５０万程度ですかね。 

委員（三宅良矢議員） 

 あと残り、じゃあ四百数十万円程度、余力があるということになるんですね。 

委員長（藤田 茂議員） 

 これも後にしますか。まだ時間がかかりそうですね。 

 そしたら後でまたお示しください。三宅議員、それでよろしいですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 後に回していただいても結構です。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そしたら後で。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 聞いている趣旨はわかっていただいていますね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。 

委員長（藤田 茂議員） 

それでは、後でまたその数字を示してください。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長、すみません。後というのはこれを閉めた後というわけじゃなく、この中でです

ね。 

委員（藤田 茂議員） 

 総括のときでも。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 特別養護老人ホームというんでしょうか、介護老人福祉施設の入所者についてなんです

けれども、待機者数というのがなかなか今把握しにくい状況になってきていると思いま

す。ですけど、ピープルハウスであるとか、この近隣の待機者というのは、忠岡町の待機

者というんですかね、がどのぐらいいらっしゃるのかということは、忠岡町のほうで把握

されているでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 忠岡町内にある特別養護老人ホームだけが把握できる状態で、他市の特養の待機者とい

うのは、名寄せというんですかね。そういう作業はしておりませんので、できてないんで

す。ですので、忠岡町にある施設でどのぐらい待機者がいてるかという形になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 その人数を把握されていらっしゃって、そのうち忠岡町の方がどのぐらい待機されてい

るかというのはわかりますでしょうか。 
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いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 一応、忠岡町内だけの形になるんですけれども、忠岡町内で８人ほど待機者がございま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 町内では８人ですけれども、全体では何人いらっしゃるかというのはちょっとわからな

いですかね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ７人です。 

委員（是枝綾子議員） 

 ７人。ピープルハウス全体の待機者数というのは把握できていらっしゃいませんか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ちょっと全体の分はわからない状況です。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 聞いたら教えてくれはるわけですね。秘密にするような人数ではないですね。「忠岡町

の泉元です」と言ったら教えてくれはるわけですね。 



101 

 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。 

委員（是枝綾子議員） 

やっぱり把握はしておいていただきたいと思います。 

 というのは、忠岡町の介護保険料を決める際の、この第６期の計画では４９人の方が、

忠岡町の方は介護老人福祉施設に４９名入っているということになって計算されていらっ

しゃって、それで２９年度は５０人、だんだんふえていくんですね。５０人入るというこ

とで。実際には、ピープルハウスに限定しないですけれども、忠岡町の介護保険に入って

いる方で、在住の方で、そういう介護老人福祉施設に入っている方は４９名いらっしゃる

でしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ２９年の２月の給付実績を見ますと、ピープルハウス忠岡で２８名、ピープルハウス和

泉で２名、ビオラ和泉で３名、泉大津のオズで３名、ローズガーデン条南苑で３名という

のが、主な状況です。 

委員（是枝綾子議員） 

 何人になるでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ３９人です。 

委員（是枝綾子議員） 

 ３９人ですか。すみません。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい、どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 老人福祉施設だけをちょっとお聞きしましたけど、３つのそういう施設サービスの入所

者に対して全部聞きたいですけど、すぐ出ればいいですけども、この特養の部分だけ見て

も４９人入所すると、入っていると、給付するという計画で、３９という状況であれば、

取り過ぎてませんかということになりますね、やっぱり。それだけ入るからようけ要りま

すよという計算をされているわけですから、入れますよということで、まあ言うたら計画

して用意はしてくれてはるわけですから、待機者が７名いたらこの方は入れても４９人に

ならないわけですね。だから、やっぱりそれだけ入れる、確保するということも含めて、

基準額何ぼしたかね、基準額が年間６万３，３９０円ですね。５，０００円を超えていま
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すよね。そういった金額をかけているわけですから、やっぱりそこは入所希望者が入れる

ようにするという努力をするというのが町の役目ではないでしょうか。その点については

いかがお考えでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 特養の入所の状況につきましては、要介護３以上というふうな形で国のほうが定めてお

ります。その他、認知症で要介護２の方も、特例というんですかね。認められる状況で、

今のところ特養につきましてはそういう施設運営をされております。入所者が少ないから

といって保険料がどうのこうというわけじゃなく、総給付費を見てどうなのかという形に

なりますので、この第６期計画の第１年目の２７年度につきましては、計画に対する給付

割合は９９．４％でございました。で、２８年度の実績では事業計画に対する給付割合が

１０３．８％と、１００％を超えている状況になりますので、１００％を超えているとい

うことは保険料が足らないという形になりますので、追加していただくような形も考えな

いといけないかもわからないので、その辺は３年間トータルでどうだったかというのが介

護保険制度でございますので、ある年度で施設入所者が少ないからといって保険料がどう

のこうのという算定にはならないということでご理解いただきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 入所している人が少ないのに、給付費がオーバーするというのはどういうことでしょう

か、そしたら。すみません。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 居宅サービスを利用されているのか、はたまたグループホームに入居されているのかと

いう形になるかと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 居宅サービスでカバーせざるを得ないわけですね、待機されている方は、ということに

なりますね。やっぱり安心して介護を受けたいと、地域で暮らしたいという方は居宅を選

択したらいいと思うんですけれども、やっぱり入所せざるを得ない方というのは、病院に

も入院したりとかいろんなところでつないでいらっしゃるかと思いますが、本来、本人が

やっぱり過ごしたいと、生活したいところで生活できるということをしていくのが行政の

務めではないかなというふうに思いますので、一応入所の数的には、ごめんなさい、さっ

きのサービスの給付費というのは全体の給付費ですね。全体の、居宅も含めて施設サービ

スのその部分だけでなくね。人数がね、４９名入所するという計算やのに、３９人しか入

ってへんのに、その特養の予算、給付費がオーバーするということはないと思いますの

で、そういうことで、居宅も含めてということで１０３％ということですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい、そうです。 

委員（是枝綾子議員） 

 だから、やっぱり標榜している以上は入れてあげないといけないという責任が発生する

かと思います、計画なので。確保しますということですよね。人数を挙げているわけです

から。確保しないといけない責任が出てくるのではないでしょうかね。その点、いかがで

しょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 忠岡町としましては、ピープルハウス忠岡で１００床ございますので、待機者がいてる

状況ではございますが、忠岡町としては、施設整備というのはピープルさんで足りている

と感じておりますので、速やかに、特養の待機者の方につきましては入居できるように、

またそういう実際に対象者の方も在宅でいてはるのか、その辺はどういうサービスを使っ

てはるのか、ちょっと把握までしておりませんけれども、実際に家庭でご苦労されている

のはわかっておりますので、速やかに入所できるような形では考えていきたいと思います

が、何せ待機の状態ですので、その辺は、入居できる順番につきましても施設さんとして

は順位をつけておりますので、適切に入居の状況を把握していきたいなと思っておりま

す。 

委員（是枝綾子議員） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 介護保険サービスが始まる前は、そういった待機者ですね、そういった方の入所をさせ

ていくという責任を忠岡町も負っていたわけですけど、介護保険サービスができてからは

サービスの提供は民間ということになってきたので、民間にお願いするしかないというこ

とで、だんだん入所を希望する方についての努力というのが、忠岡町からだんだん少なく

なってきているというふうに感じております。でも、やっぱりそれだけ必要だということ

で、必要量を見て、そして保険料も課しているし待機者もいるということであれば、忠岡

町自身もやはり努力もしていただきたいということで、一日も早くこういった待機者が入

れるようにということで交渉も頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 もう１点ですね。すみません、全体的な。この年度ですね、一応会計全体の、国・府・

町で、６５歳以上の１号被保険者、そして４０歳以上の方の割合というんですね。割合と

いうのは、何％、何％という割合が毎年変わるんですよね。１号被保険者の割合がだんだ

んふえていくという、毎年じゃない、期ごとに。もうそれは終わったんですか。その割合

をちょっと教えていただきたいんですけど。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 国・府、あと１号と２号の負担割合ですけれども、介護保険の３年は同じですので。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。今、この今期ですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 今はですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 公費が２分の１ですね。公費の２分の１の部分はいいですので、今。被保険者の負担割

合は。 
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いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 第１号被保険者が２２％になります。 

委員（是枝綾子議員） 

 １号が２２％。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。第２号が２８％です。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２８％。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 それで５０ですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ５０ですね。公費のほうは国が２分の１ということで、５０％ですね、公費の部分の。

だから全体の２５％ですね。その２５％、国は公費をちゃんと出してくれているでしょう

かといつもお聞きしているんですけれども、この年度、決算上、国は２５％はちゃんと出

していただいてるでしょうか。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 ２８年度の調整交付金の交付割合が６．７３％でしたので、数字上見れば２６．７３と

いうことなので、２５％以上という形になっております。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員、よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２５％以上ではあるけれども、これで十分賄えていけてるという状態であるのかという

ところですね。この今期でね、第６期。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長。 
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いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 今期は給付費のほうが大分伸びている状況でございますので、保険料のことしは計画の

時期になってるんですけれども、これからどんどんますます高齢者がふえる状況でござい

ますので、国や府の負担割合につきましては割合をふやしていただけるように要望してい

きたいなと思っております。でないと、どんどん上がる一方になりますので、その辺は強

く要望していきたいと思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ぜひ国にね、せめて３０％は出してくださいということで要望していただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 以上で介護保険特別会計。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 委員長、すみません、三宅議員からの地域支援事業についてのご質問の件であります

が。 

委員長（藤田 茂議員） 

 泉元課長、どうぞ。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 はい。地域支援事業の費用負担は、事業計画の給付費に対する３％枠というのがござい

ます。それで、任意事業と包括的支援事業がその給付費の２％枠という形になります。

で、全体で３％枠というのがありますので、その辺でちょっと計算していかないとなって

くるんで、それで見ますと、多分その包括的支援事業と任意事業でほぼ２％程度使ってい

る形になっております。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員、よろしいですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 金額で言うと。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 具体的に言いますと、２８年度の事業計画の給付費が１３億、これ計画中になっている

んですけれども、１３億５，３８０万ぐらいございますので、それの２％が包括的支援事

業と任意事業の総トータルという形になります。で、今ですと。 

委員（三宅良矢議員） 
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 およそでいいです。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 今、今年度の包括的支援事業が、支出済額が２，８５５万円ほどございます。それでオ

ーバーしてるんですけれども、任意事業で５５８万９，０００円です。何でオーバーする

かといいますと、包括的支援事業の臨時職員分であるとかそういった分はケアマネジメン

ト費で賄えますので、それは別途職員の給与費として繰り入れしていますので、ほぼ包括

的支援事業と任意事業の２％枠というのは、枠ほぼいっぱい使っている状況でございま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 今でいくとそれが約２，７７０万ぐらいということですね。 

いきがい支援課（泉元喜則課長） 

 そうなりますかね。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。もう結構です。 

委員長（藤田 茂議員） 

 では、介護保険特別会計決算を終結いたします。 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 続きまして、次に１７９ページから１８６ページの後期高齢者医療特別会計決算につき

まして、担当課より提出資料の説明を求めます。 

（大谷保険課長・説明） 

委員長（藤田 茂議員） 

 説明は、以上のとおりでございます。 

 ご質疑をお受けいたします。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 この２８年度は２年に１回の保険料の見直しの年になっていたでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 見直しの件になっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 平均何％の値上げでしたでしょうか。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 料率ですけども、均等割が５万１，６４９円でございます。所得割が１０．４１％。２

６、２７年度と比較いたしまして均等割で９５８円下がりました。所得割の率は１０．４

１％、そのまま変わりございません。賦課限度額につきましても５７万円、これも変わり

ございません。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２７年度と２８年度と比べましたら、均等割が下がって、所得割が上がった、いや、下

がった、変わっていない。 

保険課（大谷貴利課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 大谷課長。 

保険課（大谷貴利課長） 

 均等割が下がりました。所得割は下がっておりません。全体では下がったということに

なります。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員）  

 はい。 

委員長（藤田 茂議員） 

質疑がないようでございますので、後期高齢者医療特別会計決算につきましての質疑を

終結いたします。 

 

委員長（藤田 茂議員） 
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 議事の都合によりまして、今から１０分休憩いたしまして、３５分から再開いたしま

す。 

（「午後３時２３分」休憩） 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 ただいまより会議を再開いたします。 

（「午後３時３５分」再開） 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 次に、１８７ページから１９９ページの下水道事業特別会計決算につきまして、担当課

より資料提出のありました説明を求めます。 

（担当課：説明） 

委員長（藤田 茂議員） 

 それでは、ご質疑をお受けいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、表の見方がいまいちよくわからないので、それも踏まえて教えていただけ

れば思うんですが、１９１ページの負担金なんですが、調定額は９９４万１，６５０円

の、収入済みが７０万円で、未収が９２４万で、下を見れば滞納繰越とあるんですが、滞

納繰越の収入済みがゼロということは、この滞納繰越に対して督促をかけてないというこ

となんでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 こちらのほう、受益者負担金の滞納繰越という形で滞納繰越が上がっておるんですけれ

ども、こちらのほう、実質上の債権取り立て期間ということが５年と聞いておるんですけ

れども、５年を経過している債権がかなり多々ございまして、本来的には整理してまいり

たいんですけども、ちょっと現状として整理し切れていないという状況で、ゼロという数

字が上がっておるということでございます。 

委員（三宅良矢議員） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すると、もうほぼほぼこの９２０万円に関しては、不納欠損になっていく可能性が高い

ということで認識はよろしいでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 おっしゃるとおりでございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今後については、こういったことは起こらないようにできそうでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 順次整理してまいりたいと考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 でなく、これから始まる現年度分に関しては、そのようなことがないということで認識

してもよろしいでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 
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下水道課（村田健次課長） 

 当然、滞納にならないよう努力してまいります。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その下の下水道占用料の部分なんですけど、この使用料というのは基本的に窓口払い、

その占用している各家庭やと思うんですけど、企業か家庭か、それが窓口に来てお金を払

って使用料を払うという制度なんですか、引き落としなんですかね、まず。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 数が少ないもので、現状としては納付書を発行させていただいて、窓口で払っていただ

くという形の形態をとっております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 窓口払いということですね。わかりました。これは何件ぐらいなんでしょうか、大体。

件数だけ言うと。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 すみません、正確な数字は持ってないんですけれども、５件から１０件ぐらいだったと

記憶しておるんですが。 

委員長（藤田 茂議員） 

 幅が大きいですね。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 これって、あれですね、家の前に例えば水路があって、そこにふたをボーンと、鉄板と

か置いたりしてる、そういう感じですよね、そういった方たちが中心ですよね。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 おっしゃるとおりです。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 新規のこういった把握というのは、定期的にされてるんでしょうか。そういう鉄板と

か、まあまあよく、これはグレーなとこやと思うんですけど、家の前に車の乗り上げるや

つあるじゃないですか、こんな小さいやつ。あんなんもある程度大きさが出てきたら、基

本的には厳密にクロかシロかで判断したら、そこの道路使用占用を払うというようなこと

になるんですけど、そんなん言うてたら切りないという部分もあると思うんです、現場と

して。ただ、そういう５人から１０件ぐらいの数かもしれないですけど、やはり５人から

１０人に払っていただているということは、今、要はもしかしたら、やってて払ってない

方がいるかもしれない。ということは、公平性の観点から言うと、これってちょっと問題

かなと僕自身は個人的には思うんです。その部分に関して、定期的な把握というものは努

めてされているのかということでお願いしたいです。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 すみません、あくまでも下水道ですので、下水道が管轄している水路ということでござ

いまして、数的にはさほどございませんので、先生おっしゃっていただくような不法占有

というのは基本的にはないのかなというふうには考えております。 

委員（三宅良矢議員） 
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 わかりました。結構です。以上です。 

委員長（藤田 茂議員） 

 他にございませんか。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 すみません、今、三宅委員の質問ですけども、この受益者負担というのは、私ちょっと

認識が間違ってるのかわかれへんけど、いわゆる水洗にするためのますを引いて、平米、

その土地の上下、値段のところのその負担ですよね。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 おっしゃるとおりです。 

委員（北村 孝議員） 

 この受益者負担というのは、その言うてる、一元的にますを引いてる人は受益者負担は

当然払うていかなあかんのやけども、それの滞納ってあるわけ。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 土地に対する下水道が完備されたことによる受益者負担という形ですので、土地の持ち

主さんがもともと忠岡におったのが、どこか行ってしまわれたとか、逆にその持ち主さん

が変わられたとか、もともとの掛けたときの持ち主さんで当然我々受益者負担金をいただ

いてるんで、その人の経済状況が悪くなって、それを売り払われて出ていかれたとか、そ

ういった土地のところがこの受益者負担金で滞納になってると。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 
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 当然、それを後、購入された方もおられますわな。そこには求められて行かないの。年

数があるわけやな。 

下水道課（村田健次課長） 

 おっしゃるとおりでございます。 

委員（北村 孝議員） 

 わかりました。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 それでいくと、すみません、下水道の使用料の滞納分についてなんですけど、この２，

２２５万円分に関しては、時効とか、そういうのにかからないというふうに解してよろし

いでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 そちらの分についてはかからないという認識をいたしております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 不納欠損に陥る見込みはないということでいいですね。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 年数がたってきますと当然落ちるんですけれども、現状の使用料の分でございますの

で、そちらはないというふうに。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。ありがとうございます。 
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委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 まず、いつも下水道は水洗化率のことが一番注目されるところですけれども、普及率が

下水道課資料によりますと、水洗化率が８７．５％、２８年度ということで出ておりま

す。で、どのような内容かというところをちょっと詳しくお聞きしたいんですけれども、

水洗に工事をして接続された世帯数というのが何世帯あってということと、あと、接続さ

れてない世帯がどのぐらいあって、くみ取りと浄化槽とか、そういった世帯の数もあわせ

てお聞きしたいんですけれども。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 水洗可能件数につきましては、７，３７１世帯になります。先生おっしゃっていただい

ている水洗可能区域について、まだ未水洗化というところなんですけれども、そちら、く

み取りで４７７世帯がまだ、浄化槽で４５８世帯がまだ、で、合計９３５世帯がまだ水洗

化されていないというふうになっております。 

委員（是枝綾子議員）  

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 水洗に接続しているのは７，３７１世帯ですけれども、この２８年度ね、昨年の８６．

８％から８７．５％に、新築のお家とかを除いて、くみ取りなり浄化槽から水洗に接続を

変えたという世帯数は何世帯でしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 くみ取りからの改造で６件、浄化槽からの改造で１５件になります。 

委員（是枝綾子議員） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２１件が接続されたということで、そしたらそれが大体補助金ですね、忠岡町は２万円

の補助金を出しておられるので、ちょっと数字はいいけど、水洗便所改造助成金というの

は皆さんここに、２１件の方は皆さん申請されて受けていらっしゃるということですね。

でも、ちょっと金額合わへんけど。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 おっしゃるとおり、２２万円の補助金を出させていただいております。１４件でござい

ます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 接続されても申請されない方もいらっしゃるということですね。１５件か。というの

は、すみません、ここの１９５ページの水洗便所改造助成金を２で割ったら、ちょっと合

わないので。２９万円やから。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 １４件で２９万円になってると思うんですけども、１件３万円の助成をさせていただい

てるところがございまして、こちらのほう、浄化槽の槽の大きさがちょっと大きかったと

いうことで、１万円プラスさせていただいております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 補助金は２万円が上限と思ってたんですけれども、３万円という場合もあるわけです

か。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 おっしゃるとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 どういったものか、また後日お聞きしたいと思いますが、わかりました。 

 そしたら、委員長、次よろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今後、どのように水洗化を進めていくのかということで、接続できるのに接続されてい

ないところについて、以前、もうかなり前にシルバー人材センターの方に委託をされて、

調査に入られたことがあるかと思うんですけれども、かなり前ですけど、それで今後、ど

のようにそういったところに接続をお願いしていくのかという計画というんでしょうか、

方法というんでしょうか、はお持ちでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 水洗化につきましては、広報やホームページ、そういった啓発活動に加え、やはり戸別

訪問させていただいて、水洗化のお願いという形で順次させていただきたいというふうに

考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 直接その世帯のほうに出向いていってお話しするということですね。わかりました。は

い。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 水洗化の普及率というんですかね、水洗化率の計画というのは、忠岡町は持っていらっ

しゃるんでしょうか。何年度にはどのようにという。もしあれば今年度は、この２８年度

は何％という目標を持っていらっしゃったんでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 一応例年並みで、大体０．７％から１％ぐらいの間で順次水洗化率を上げていきたいと

いうふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 一応、計画はお持ちであるということですね。そのとおりに０．７％アップしてるとい

うことで、一応計画どおりには水洗化が進んでいるというふうなことでよろしいですか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 おっしゃるとおりです。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。引き続き、せっかく大きなお金かけて工事をしているので、接続してい

ただけるように進めていただきたいと思います。 

 委員長、続いていいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、ページ数で言うと１９４ページのところなんですけれども、下水道の法改正

で企業会計化されていくということの分で、法適用化移行事務委託料が出ておるんですけ

れども、前年度に加えて、また今年度もということですけれども、これは平成３２年から

企業会計化というのは法律で決まっているわけで、忠岡町もそこに乗っかっていくんです

ね。一応、どういう中身の事業委託、移行業務委託をされているのかという中身ですね。

この中身をちょっと教えていただきたいんですけど、委託業務の中身。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 公会計化ということで、水道さんのやってるような会計に移行するというふうな計画に

なっております。で、２８年度、２９年度も引き続き下水道資産の調査、整理業務という

ことで、まず資産調査をさせていただきます。それで、そちらのほうで資産調査がほぼほ

ぼめどがたちましたら、３０年度につきましては、そういったシステムの構築作業に入っ

てまいります。その資産を入れていき、そういった会計が適用できるようなシステムを構

築させていただきます。そして、３１年度になりますと、法的に向けた条例改正等々の準

備作業をさせていただき、３月末をもちまして打ち切り決算を行い、３２年４月から公会

計化を開始させていただくという予定でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 年度ごとの流れはわかりましたが、この２８年度中の移行業務委託は、下水道資産調査

の委託ですか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 おっしゃるとおり、２８年度につきましては資産調査を行いましたということでござい

ます。資産の調査、整理でございます。 
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委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、それの結果はもう出ているわけですか。あと、続けて、２９年度も引き続き

何か業務委託をされているかと思いますけれども、２９年度、今は何をされているんでし

ょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。  

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 下水道の資産といいますと、下水道管、延々と長い雨水管、汚水管、それとあとポンプ

場という施設がございますけれども、そういった資産整理、大体２８年度で約２０％ぐら

い調査が終了したというような形になっております。で、２９年度、今作業を進めておる

ところでございますけれども、約８０％ぐらいの進捗状況が終了時点では見込めるのかな

というふうに見込んでおります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、２９年度、今年度でもまだ調査が８割ということですので、３０年度もまだ

調査があって、システムの作業も入ってくるということでありますね。そしたら、すみま

せん、多分去年から調査というんですか、委託業務というんですか、業務委託が調査のた

めのされてると思うんですが、総額で調査の委託というんですかね、だけで総額どのぐら

いかかるんでしょうか。すぐ出なければ後でもいいですけど。 

委員長（藤田 茂議員） 

 すぐ出ますか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 
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 委託の中身といたしましては、３，８００万ぐらいの総トータルになるのかなと。シス

テムに関しては、また別途という形での見積もりという形で考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。企業会計化は別に忠岡町がしたいわけでなく、国がやれということで言

うてきたわけで、３，８００万円、調査、システム作業もまた結構ね。結構システムって

高いので、それもしたらかなりの額で、後で結構ですので、それに対しての国費、国は幾

らか出してくれないと困ると思うんですけど、出していただいてるんでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 そちらのほうなんですけれども、全額起債対象になります。で、起債の償還、元金及び

利子につきましては、２分の１交付税対象になるということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 元利償還の２分の１ということなので、半分しか出してくれないということなので、ほ

んまに、こんなん要らんというふうに思いますね。日常業務に加えてそういった作業をし

ないといけないということで、職員も大変やと思いますし、お金は半分しか出さないとい

うことでありますので、もう少し国も見て、企業会計化って言っても、そんなん忠岡町の

必要性というのは余りね。調査の資料を得られるという部分ではいいことかもしれないで

すけれども、やっぱり国ももう少しお金を出してほしいということで、要望もしていただ

きたいと思いますが、その点については要望とかしていただけますでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 そういった形での要望は、また検討してまいりたいと考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 あとそしたら、ぜひ要望していただきたいと思います。忠岡町財政ね、そんなゆとりが

あるわけではないので、お願いいたします。 

 で、その企業会計化についてなんですけれども、住民や忠岡町への影響というものはど

のように考えていらっしゃいますでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

委員（是枝綾子議員） 

 どこが変わるかというところを言っていただいたら、大体見えてくると思います。 

下水道課（村田健次課長） 

 企業会計化ということで、我々としましては、そういった民間と同じような会計をとる

ということで、わかりやすい、目に見える、見てわかりやすいものになるんだというふう

な認識をいたしております。そして、我々としては、資産を確実に減価償却していきます

ので、今後どのような維持費がかかってくるのかというような経理情報が明確になってく

るんだなというふうには考えております。 

また、消費税ということで申告納税させていただいておるんですけども、そちらのほう

につきましては、減価償却費という控除が対象になりますので、プラスアルファでの節税

効果が見込めるんではないかなというふうに現状考えております。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 今は減価償却をしてないので、その分の消費税という部分についてですけど、そういっ

た部分があるという、町にとってのメリットはそうだということでありますが、下水道料

金が上がったりとか、いろいろそういった不安というのはないだろうかというところが、

私たち議会としてはあるんですけれども、雨水に関してはお金を取るところないので、そ

こは除いて、今やっぱり下水道というのは、下水道料金だけでは賄っていけない、とても

やないけど、そういった状況であるかと思いますが、企業会計になったからといって一般

会計からの繰り入れができないということではないわけですよね。その下水道の部分、汚

水に関して。雨水やなくて汚水に関してどうなんでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 繰り入れにつきましては、当然基準内繰り入れにつきましては、今までどおり財政当局

と折衝いたしまして、同じような形で繰り入れていただくよう交渉してまいりたいという

ふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 下水道料金で賄えるものではないというのは、誰が考えてもわかるわけで、そういった

ところでの下水道料金の値上がりに、こういった企業会計化に伴ってされていく可能性が

あるんじゃないかと心配はするところなんですが、その辺はどうお考えでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 我々としては、公会計化することにより住民負担を求めていくというような考え方はし

ておりません。あくまでも歳入と歳出のバランス、あくまでも歳出が余りにも大きくなっ

て、我々の本来すべきことをした上で、最終、住民負担を求めなければいけない状態であ

れば、当然そういった形のお願いはしてまいらなければいけない時期があるのかなという

ふうな認識はいたしております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 赤字、黒字というか、はっきりしてくるわけでね、企業会計化したら。赤字が出た際に

忠岡町がちゃんとその分は補塡をするということができるんでしょうかということで、そ

このところですね。赤字がやっぱりいっぱい膨らんでいくと、料金値上げというふうなこ

とでつながっていくという心配があるので、やはり下水道料金の値上げにならないように

という、その辺の心配からちょっとお聞きしてるわけですが、その辺は大丈夫でしょう

か。 

下水道課（村田健次課長） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 公会計化したから即赤字になるというふうな認識はございません。あくまでも汚水処理

費に係る分を受益者負担の観点から住民さんのほうにご負担いただくという形になります

んで、会計制度が変わったから、これで住民さんの負担が大きくなるというふうな認識

は、ちょっと現状としてはいたしておりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 これからどのようになっていくかというのも、私たちも議会も研究、いろいろしていか

ないといけないということで、今すぐの問題ではないけど、やっぱりそれに向かっていっ

ているということで、汚水処理費について使用量料金で賄っていくという発想というか考

え方であるなら、どういうふうに汚水処理費がかかるのだろうか、幾ら今かかっているん

だろうかということも、やっぱり改めて考えて、これがどういうものなのかというのもち

ょっと研究、勉強していかないといけないなというふうに思っております。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 そういう中身だということがわかりました。 

 あと、雨水ポンプ場のことについてです。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 忠岡町の雨水ポンプ場というのは、常に長寿命化計画で、もう何回目かの長寿命化計画

に今入っているかと思いますけれども、だから、いつも常にずっとあるので、一体どこま

でかかるんやろということで、いや、いつまでも動いている間はずうっと常にどこかやっ

ていないといけないということになっていくのかなというところで、ことし、この２８年

度の雨水ポンプ場の長寿命化工事という分については、今現在の何年か計画、３年ぐらい

の計画でしょうか、その中の今この辺まで来てますということとか、そのあたりのストッ

クマネジメント計画、違うな、何かそういう計画があって、その中のこれですという、こ

の２８年のこの部分ですというのをちょっと教えていただきたいです。 
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下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 先ほどのお話ですけども、２８年度で長寿命化計画というものが一たん忠岡町の場合、

終了するということで、この場合、２８年度でそちらの長寿命化計画を延伸をさせていた

だいております。その中で、２８年度につきましては、長寿命化工事ということで、ポン

プ場のポンプ、ナンバー５のポンプを長寿命化工事をさせていただいております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。２８年度は５号機の長寿命化工事をして、それはもう延命できたという

ことで、その下のところに、１９６ページのところの、また長寿命化計画策定業務という

のが出てるんです。また次なる長寿命化計画というのがあるんだと思います。これ３２年

度までの計画やから、４年間ですか、いや、何年間の計画かちょっと教えていただきたい

というのと、どの辺をするのかというところをちょっと教えていただきたいんですが。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 先ほどの長寿命化計画ですけれども、３２年度で一たん切れますということで、２８年

度でその切れた計画のままではいけませんので、３２年度まで延伸をさせていただきまし

た。この作業が２８年度で行っておりますということでございます。その３２年度から

は、またそれにかわるということで、先生おっしゃっていただいたストックマネジメント

計画というものがございますので、そちらのほうにできるような作業を現在進めておると

いう状況でございます。 

 で、ポンプ場につきましては、いろいろな機械がございまして、かなり機械の年数も老

朽化しておる状況でございます。一応我々の長寿命化の考え方としては、３０年度につき

ましては細目の除塵機をやる予定にしております。それが３０年度やらせていただいて、

その後、電気設備をさせていただきたいなというふうには考えております。 

委員（是枝綾子議員） 
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 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ２８年度の計画の業務の委託料なので、もう物はでき上がっているということで、今お

っしゃっていただいたと思います。その次の３２年までの長寿命化計画の総事業費という

のはもう出ているわけですか。大体どのぐらいの概算で。総事業費ですね。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 総事業費、概算なんですけれども、１年で約５，０００万程度を予定して、３０、３

１、３２であれば、３年で１億５，０００万という形で、概算でございますけれども、考

えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。これから５，０００万円ずつぐらいの計画で進めていくということで、

でも、それで終わらずに、またその次はストックマネジメント計画に基づいて整備をして

いくということになっていくということですね。流れはわかりました。はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 雨水ということなので、本当にこれは、今ゲリラ豪雨ということで急に雨が降って増水

して冠水するということがないように、住民の財産を守るため、安全を守るためというこ

とで必要なことだと思いますので、進めていただきたいということで。 

 そのことで、雨水の管渠布設工事についてちょっとお聞きしたいと思います。１９７ペ

ージのところでなんですけれども、これ深田線のところやけど、これの工事はこの２８年

度では完了しない工事とお聞きしておりまして、今後ちょっとこのあたりの冠水が、低く

なってますんでね、ちょうどね。そこはどういう計画で、いつ終わるんでしょうかという

ことで。 

下水道課（村田健次課長） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 ２８年度で、東２丁目のところに雨水２号幹線という大きな幹線に接続口がございまし

て、そちらのほうからの取りつけ管というのを２８年度工事で実施しております。それに

引き続き、２９年度でそちら横断管、ちょうど酒井美化の横のところに水路があろうかと

思うんですけれども、そちらのほうの水路の分を取っていって上げるような横断管を現在

布設しております。そのことによって、そちらのほうの上流地域の水はけが少しでも早く

なるということを期待して、工事を施工させていだたいております。それと同時に、２９

年度で大体ｉコーポレーションあたりまで管が延びてくるというような形で、工事を発

注、現在しております。 

 ３０年度からの話では、あと一、二年でちょうど鉄塔敷のところまで管を延ばしてまい

りたいというふうに考えております。そちらのほうの分が延びていくと、かなりの分が目

に見えた形で引いてくれるのかなということでは考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということは、２８、２９、３０の３カ年でここの工事を完了していくということの計

画であるということですね。これで冠水も防げるんではないかというふうに見ていらっし

ゃるということで。わかりました。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、すみません。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員、どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと財政的なことをお聞きしたいと思います。歳入のところですけれども、１９３

ページですね、資本費平準化債を借りかえられて、財政効果はどのぐらいあるでしょうか

ね。これを借りかえて。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 資本費平準化債につきましては、全額が効果額だというふうに考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 平準化債の金利の部分が非常に高いものを借りかえているのかなというふうなことをち

ょっと思ったんですが、想像したんですけれども、そういうものでもないわけですか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 すみません、説明がちょっと足りなくて申しわけございません。資本費平準化債でござ

いますけれども、本来、下水道管につきましては、償却が大体５０年になっております。

で、それに布設をするときに借りた起債というのが３０年償還になっております。この

間、２０年のほうが償還が済んでいるのに、その分があるということで、その間を埋める

ための認められた起債という形になります。先生おっしゃっていだたいた借りかえ債のよ

うに、利率が安いものに借りかえたという形ではないのかなというふうに考えておりま

す。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 詳しくまたお聞きしたいと思います。今はこれでちょっと、そういうものではないとい

うことがわかりました。 

 あと、もう１点。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 歳入のところで、１９２ページの流域下水道の事業の市町村負担金返還金等という

「等」がついておりますけれども、５９９万５，０００円返ってきてるんですけれども、

これはどうして返ってきたのかということを、ちょっと中身を教えてください。 
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下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 流域建設負担金なんですけれども、平成２７年度で国庫補助が流域分が半分以下にカッ

トされました。その関係で、事業費がガクンと落とさざるを得なくなったという状況が生

じました。当然事業費が半分以下に落ちておりますので、そういった本来すべき事業が実

施できてないということで、こちらのほう、流域のほうから返ってきております。そし

て、その「等」ということでございますけれども、この「等」、ほぼほぼ流域の返還金で

ございますけれども、公務災害の保険の戻りが１，０００円ほどございましたんで、そち

らを入れさせていただいてますので、「等」という言葉をつけさせていただいておりま

す。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 流域下水道の工事がされなかった分、負担金も返ってきたということなんですけれど

も、どういった工事をしようとしていらっしゃって、できなかった分というのはどこなん

でしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 すみません、２７年度の事業でございますので、申しわけございません。資料を持って

きておりませんで、申しわけございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、また後で結構ですので。そしたら国が、国費が半分以下ということは非常に

気になるというか、何で国、例えば事業費の２分の１を国が見ていたのが４分の１になっ

てしまったということなのか、なぜそういうふうになったんでしょうか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 ４分の１というより、補助率の２分の１というのは変わってないんですけれども、事業

費に認められる国費の事業費が少なくなったという形でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員、よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 補助率が変わったのでなく、事業認定の採択される分が半分に減ったということです

ね。わかりました。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 すみません、先ほどの是枝委員の質問とちょっと関連するんですけども、主要な施策の

成果の説明の中の５８ページですけど、忠岡の５６号線、忠岡中３丁目の雨水整備とか

で、雨水の排水能力が向上して、浸水の防除などもできたということですけども、以前と

いうか昔というか、土嚢をたくさん積んではるところがありましたけど、今、余りそう見

かけることも、中にはところどころでやってはるんですけども、それはやっぱりその雨水

整備ができてないからなのか、例えば土嚢を必要とされるところは、例えば敷地内でいび

つというか、地形的に水はけが悪いようになっているのか、まだ町内でそういう雨水管の

整備ができてないために、浸水されてるような地域ってありますか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 先生おっしゃっていただいたように、私が入庁した当時はもっと土嚢を持っていってい

たのかなというふうな認識はございます。で、雨水ポンプ場及びその雨水幹線が延伸され
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たことにより、かなり水はけはよくなっているものというふうな認識はございます。た

だ、１００％その浸水対象地域がないのかなということであれば、やはりどうしても海側

になりますんで、地形の低いところ、そういった水はけのどうしてもたまってしまうとこ

ろは、現状我々のほうとしても認識はいたしております。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 例えば、雨水管の整備ができてないために、そういうことが起こっているということで

はないの。どういうこと。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 実質、我々といたしましては全ての地域に全て雨水管を整備できたら一番うれしいとい

うのが実情でございますけれども、現状まだ雨水管が行ってないという地域も、先生おっ

しゃっていただいてるとおり、ございます。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 先ほどずっと３０年まで、今このずっと計画を言うてはったのは、忠岡５６号線かな、

さっき言うてはったのは。２８、２９、３０年と続いている計画を言うてはったけど、実

態としてまだできてないところの計画というのは一応立てられてますの。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 計画自体は作成しております。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 まあ、要は財源がというところか、それか、地形的に雨水管を引くのは、いろんな技術

がありますから、当然どないでもできるというところですけども、やっぱり財源が一番か

なめになるということですか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 おっしゃっていただいてるとおり、どうしても財源というものは大きなウエートを占め

るのかなというふうに認識いたしております。 

委員（北村 孝議員） 

 ありがとうございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 １９１ページの、ちょっとまた滞納繰越分のほうと絡んでくるんですけど、２款１項１

目２節の滞納繰越分２，７００万のところを、ちょっと気になったところがありまして、

下の督促手数料及び延滞金を見たら全部ゼロで、昨年とおととしも確認したら全部ゼロな

んです。それで、忠岡町としては、その滞納に関しては督促料や延滞金をゼロで、取って

いないということで認識してよろしいんですか、発生した場合。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 こちら、下水道使用料につきましては、水道使用料と一緒に徴収をしていただいてると

いう状況でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すると水道、上のほうの請求のときに、その督促手数料や滞納手数料も上乗せして請求

しているということなんですかね。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 忠岡町では、督促手数料や延滞手数料というのは取っておりません。 

委員（三宅良矢議員） 

 取ってないんですね。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 それは、まず下のほうで取ってないと。すみません、話しして。それは何か規則等でち

ゃんと明文化されているものなのか、昔からの慣例として現場判断でやってはるのか、ど

ちらなんですか。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 現場判断です。まずはとりあえずは、本税というか、本体を入れてもらうのを優先する

ということで、取っておりません。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長、すみません。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その規則等の部分があるじゃないですか。それは取らないといけないことになってるん

ですか。それとも、なくてもいいということになってるんですかね。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 「取ることができる」と。 

委員（三宅良矢議員） 
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 それは現場判断で、できなくていいという形になってるんですね。それは現場判断で。

それはどの条文かというのは、今は多分わかれへんと思うので、後でまたその文例を示し

てください。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 今できるようになってる、できるということに。 

委員（三宅良矢議員） 

 それが説明できる文章の部分、規則なり何なりを持ってきていただいて、説明いただけ

たら。もう別にこれが終わってからでもいいので、お願いできますか。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 はい。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長、すみません、最後に。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今後なんですけど、ただ、ほかの税金の支払い等ありますよね。公平性の観点からいえ

ば、要は介護保険でもそうですし、国保でもそうですし、ほかでも基本、延滞金も取って

いまして、督促も取ってるじゃないですか。ただ、水というのは命にかかわるので、なか

なか僕も行政におったものなので、最後の最後まで相当悪質でない限りはとめないわけじ

ゃないですか。それを見越しても、最終的には払えるという可能性があり、差し押さえら

れるという可能性があるんやったら、督促や滞納を上乗せしてやるべきやと思うんです

が、今後に関してはどのようにお考えですか。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 今、この場で即答はできないんですけれども、さっきおっしゃったように、税との絡み

とか、ほかの国保とかの絡みもありますので、公平性というのを加味しますと、うちだけ

がしていかないというのが不利な状況になるのであれば、今後考えさせていただきます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（三宅良矢議員） 

 では、そのほうでまたご回答を改めて聞くときもあると思うので、よろしくお願いしま

す。 
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 委員長、あともう１点、すみません、２年ほど前に、よくその辺で水道管が破裂して、

国が水道管の点検を義務づけされたと思うんです、水道管の老朽化に関して。それは、忠

岡ではこの資産調査に当たるという認識でよろしいんですかね。古い下水管に関してはど

うなんですか。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 下水道管の分のというのは、あくまでここで言うところの、法的化の部分で下水道管の

資産調査を行っているということで。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ということは、国が老朽化の点検義務づけということを前に多分通達か何かで出てきて

いると思うんです。それはされてない。それは、要は資産調査をすることによって、必然

的に変えることをやっているのか、そもそも国はそういう、新聞記事でしか僕は見てない

のでわからないですけど、そもそも国はそんなことを、プレス発表はしたけど、実質的に

は通達とかやってきてないということでいいですかね。 

下水道課（村田健次課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。村田課長。 

下水道課（村田健次課長） 

 すみません、先ほどの中で長寿命化計画の次にストックマネジメント計画という話が出

てきたと思うんですけれども、そちらのストックマネジメント計画の中で下水道管の維持

補修というものが国費対象になってきますので、そういった老朽管に対して国費をうまく

使えるような形で、今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 
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 そのストックマネジメント計画の中に入っているということでよろしいんですね。そう

いった国の義務づけに関してはということで。改めてでもいいですよ、別に。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 今、三宅委員おっしゃっております国からの義務づけという通達というのは、特に水

道、下水に関しましても、ちょっとまだ届いてない状況でございます。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 維持修繕基準をつくることにしたということを書いているので、記事においては、国

は。それにのっとって、要は道路の古い下水管の点検義務づけを行うと。それって、どう

いった形で。それはないんですか。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 今のところ、その国からの通達というのが届いてないんで、ちょっとまた一度調べては

みます。 

委員（三宅良矢議員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

委員（北村 孝議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 北村委員。 

委員（北村 孝議員） 

 先ほどの三宅委員の質問の中で、督促料について言われてましたが、督促手数料。こ

れ、延滞はわかるけど、督促手数料というのは、納期に納められた８０円か何かのそれが

そうなんですかね。 

水道課（橋本珍彦課長） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 そうでございます。 

委員（北村 孝議員） 

 そうやな。さっき言うてはったけど、公平性で、例えば国保とかあんなところは、納期

におくれたら８０円ついてきますわ。手数料やなという感じで受けてるんやけど、それや

ったら公平性があるので、考えていきますわみたいな最後言うてはったけど、ええふうに

考えてもろうて、町長、全部それを各部課でもなくすとか、下水道だけ今取ってはれへん

のですね。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 水道と下水がセットですので。 

委員（北村 孝議員） 

 そうかそうか、わかりました。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

 下水道事業特別会計決算について、質疑を終結いたします。 

 以上で、各特別会計の決算の審査を終結いたします。 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 次に、企業会計決算に移ります。 

 水道事業会計決算について、担当課より提出資料の説明を求めます。 

（担当課：説明） 

委員長（藤田 茂議員） 

 説明は、以上でございます。 

 ご質疑をお受けする前に、議事の都合によりまして、本日、時間延長することをお諮り

いたします。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長（藤田 茂議員） 

 そしたら、時間延長いたしまして、会議を進めます。 
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 質疑をお受けいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 先ほどの下水のときと同じ質問に当たるんですけど、上水道におきまして延滞金と督促

手数料について取り扱いって、上も同じような扱いなんでしょうか。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 はい、同じです。先ほどの答弁にありましたように、改めて資料をお出ししていますの

で、よろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 今後、上水道広域化ということになっていくと思うんですけど、ただ、それに際した場

合、今のこのやり方というのを続けていくということに関しては、何ら支障がないことな

んでしょうか。それとも、やっぱりある程度その基準というのを設けた枠組みで、ちゃん

とその基準にのっとったやり方をしないと、都合が悪いというか、そういったことに関し

て、統合するに関して、やはりしていかないといけないというふうに判断したほうがよろ

しいでしょうか。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 原則的に督促手数料、延滞金は取るべきやと思いますので、先ほどのように、ほかの税

との関係もありますので、それが可能であれば、今後考えていきたいと思っております。 

委員（三宅良矢議員） 

 はい。委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ですので、統合するときに、今の要は取らないという、もし仮にですよ、取らないとい

うやり方を続けていくとすれば、それは統合するときに対しての支障というのはないもの

なんですか。それか、立場としては、ルールにのっとったやり方で変えてもらわないと困

るという考えでよろしいんでしょうか。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 すみません、手元に督促関係の資料がございませんので、正確なことはお伝えできませ

んけども、今年度から千早、四條畷、そして太子町の３団体の水道事業の広域化が始まっ

ておりまして、それにあわせて督促関係の企業団の統一したルールというのがございま

す。それにつきましては、今手元に資料がないので正確なことをお伝えできませんので、

また後ほどその資料とともにご説明に伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 結構です。 

委員長（藤田 茂議員） 

 他にございませんか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 水道料金に関してお聞きをいたします。忠岡町の水道課の決算の資料の８ページのとこ

ろで、阪南各市町一般家庭用の水道料金の比較表ということで、忠岡町はこの堺市から岬

町までの中で、１０立米で３番目に高い、２０立米では６番目に高い、３０立米使うとこ

ろというのは、ちょっと大家族のところなので、比較としては２０立米のところが平均的

なところではないかと。６番目に高いということでありまして、府下でどのぐらいかと事

前にお聞きしたら、１２番目に高いということなんです。４３あるうちで１２番目やか

ら、やっぱり高いですね。高いということなので、で、１０立米というたら、単身者とか

少人数の方なんかは、やっぱり３番目に高いのが、府下では７番目に高いということなの
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で、やはり料金の引き下げを求める声というのは、岸和田市と比べると大変高いというふ

うなことで、和泉市と比べると高いとかいうお声も聞くので、引き下げをやっぱりしてい

ただきたいということは、住民の声としてはあります。 

 で、その財源については、府営水のときに、その府営水の値段が下がったり、企業団に

移行した際も下がりました。しかし、その分が還元はされて、一部されていますけれど

も、多くがされていないということです。財源については、やはりこの損益計算書という

か、営業収益から営業利益を引いたら２，２８５万３，０００円というものが出ておりま

す。この間、ずっとそういう形で出ているのは、府営水、企業団水が１立米当たりかなり

下がったという部分が、そのまま大体のこの利益で出ているというふうに思うわけであり

ますから、その部分の一部でもいいので、住民に水道料金の引き下げということで還元を

していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 水道料金につきましては、平成２５年１０月１日より、基本料金を９００円から８２０

円へ８０円引き下げを実施いたしました。さらなる料金の引き下げにつきましては、人口

減少や節水機器の普及によって水需要は減ってきており、料金収入が将来にわたり減少し

ていくことは十分想定されております。あわせまして、今後増大していく老朽管の更新で

あるとか、施設や設備の修繕、また、耐震化などにかなりの費用を要することが十分見込

まれております。これがまた今後３０年以内に発生すると予想される南海トラフ大地震な

どの災害に備えるためにも、施設の更新や耐震化など今以上に強化していくことが必要と

考えておりますので、これらの状況により、いずれどこかのタイミングで値上げすること

については避けられない状況が発生すると考えております。 

 このような状況の中で、今すぐ値下げを実施すると、これからの事業の進捗がおくれる

ことにもなり、また、料金値上げの時期も早まることが予想されますので、料金につきま

しては現状を維持していくことが望ましいものだと考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 １年間だけの純利益というものを見ますと、その２，０００万円ということですけれど

も、これがずっと続いてきまして、当年度未処分利益剰余金というのが３億５４９万３，
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０００円というものがあります。全部取り崩して安くせえということを言っているわけで

はなく、今後の老朽管のかけかえですとか、いろいろさまざまなことがあるということ

も、それはわかりますので、せめてその一部分でもいいから使って、せめて近隣市並み

の、和泉市よりも安くしていただきたいなとか、そういった、そういうよそ並みにはやっ

ぱり、何でも高い忠岡町と。サービスは全然おくれている忠岡町というようなことで、せ

めて全ての住民に一番行き渡るのは水道なんですね。水道を接続してないお家というのは

ちょっとよくわかりませんけども、とめてはるところもありますけども、やっぱりみんな

に公平に行き渡るという点では、少しでも明るい希望ですね。水道料金、あっ、ちょっと

下がったわと思うような、そういうやっぱり明るい状況も、忠岡に住んでてよかったなと

思えるような状況をつくっていただきたいなと。住民サービスの向上、安定供給というの

が一番住民サービスですけれども、料金についてもやはり下げてもらったということで喜

んでもらえるような、そういった状況もつくっていただきたい。大変なのは忠岡町だけで

はありません。住民の暮らしも、年金も下げられ、給料もそんなに上がれへんし、仕事も

あれへんしということで、そういった方々も今多い中で、やはりそういった貧困対策とい

うことで、ぜひやっていただきたい。貧困対策にもなりますし、水道料金の引き下げとい

うのは。やっていただきたいと思いますが、当年度未処分利益剰余金というのが３億５４

９万３，０００円あるというのは間違いないですね。剰余金は一体幾らありますかという

ふうにお聞きしたほうがいいですかね。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 ３億２，２２６万１，７１３円。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。他の会計の方とか一般会計のほうは、いいなあというふうに今聞いては

るような感じですけど、やっぱりそれだけ、ない中でも多少ともあるということなので、

ぜひその中でも一部でも取り崩して、大阪府下で７番目や１２番目に高いというのではな

く、もう少し安くしていただきたいということで、努力はしていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 すみません、先ほど課長のほうからも答弁させていただきましたように、今すぐに値下

げを行いますと、値上げの時期が前倒しになりまして、上げ幅も上がり、将来の世代にし

わ寄せが来ることになると考えております。そのような状況ですので、将来の住民負担を

軽減するためにも、今現在は値下げのほうは考えておりません。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 なかなか使用水量が減ってきているということもありますが、ぜひしていただきたいと

いうことはご要望申し上げます。 

 次、行っていいでしょうか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 新しく住宅がいっぱい忠岡町に建ってきていて、この２８年度だけでも、きのうの数字

がちょっと今手元にないですが、新しく新設されたりとかしています。新設の分担金とか

手数料とかいうことで、その分担金って結構大きいですね、収入源としては。新設分担

金、これ何世帯というんですか、何軒分でしょうか。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 ２８年度の新設が６３軒ありまして、それで変更というのが２２軒ありまして、その総

トータルが１，３６０万円になっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 １，３６０万円というこの分担金という分については、収入の中では非常に大事な財源

になってるんじゃないでしょうか。その点はどうなんでしょう。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 橋本課長。 

水道課（橋本珍彦課長） 

 おっしゃるとおり、大きな収入になっております。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね、はい。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということで、住宅がふえて、そこに接続していただいて使ってもらえるということ

で、プラスの要素になってくる部分ですね、家が新しくできると、水道にとっては。ほか

のサービスについてはいろいろせなあかんということが出てくるんですけど、そういった

部分で分担金の部分もやはり大事な財源なので、せっかく引っ越してきた方に、高いなあ

と思ってもらわないように、水道料金もぜひ引き下げていただきたいということで、全て

はそこにつながっていくということになりますが、軒数はわかりました。委員長、続けて

よろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ、是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、ちょっと住民向けにこういった、その経営が統合されたらということで、議

会でも高迫議員が質問されてるんですけれども、水道料金の見通しがこうなっていきます

というのを広報に出されていて、で、見てもわかれへんということで、やっぱり説明会を

してほしい、するべきではないかということなんですけれども、その点についてはいかが

お考えでしょうか。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 住民の方がわかりにくいというご指摘なんですが、説明会のほうは、一応時期的には１

月下旬から２月中旬までの間では開催はさせていただきたいとは考えております。 
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委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 どのような規模で、どのような回数でとお考えでしょうか。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 藤田部長。 

産業まちづくり部（藤田 裕部長） 

 どのような形で行うかは今後検討してまいりたいと。今ちょっとここでお返事のほう

は、回答のほうはできませんけども、今後また検討していきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 議員もそんなに詳しく住民に説明できるほどよくわかっていないということもありま

す。で、一応その値上げの幅とか時期がおくれるだけで、やっぱり上がっていくというこ

との説明なんですが、そのメリットというのは、ただ、一応見たら、１回目の値上げの時

期が９年延期になって、あとずうっと同じ幅で、９年間だけ値上げが抑えられるというこ

とで、値上げ幅については若干、少しということ、だから１４億円に相当するということ

ですが、これは、すみません、６５年までの間やから、何十年間ですか、４０年間の間で

１４億ということですね。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 検討期間につきましては、平成２７年度から平成６６年度までの４０年間で検討してお

ります。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ４０年間の間で１４億というたら、１年にしたらそんなに大きくないなあというふうな

印象がやっぱりあるんです。で、この広報ですね、８月の広報を見ながらですけれども、

単独経営でいくと、６０年度なんて、平成が６０年度まであるのかわかりませんけど、

４，７６１円になるのが４，０４８円ということで、７１３円安いと、１カ月ですね。と

いうことで、１カ月、まあまあその３６年度の１回目の値上げは４０２円の差が出てくる

ということで、その月に４００円とか５００円、まあまあ７００円、安くなるんじゃなく

て、上がり幅がということなんで、今より安くなるんやったら、それはいいなあと思わは

る方も、メリットは大きいんですけど、そのメリットがちょっと見えにくいということで

はあります。なので、ちょっとわかりにくいということですが、これって、このシミュレ

ーションをつくっていただいたということで、大体この形になって、上げ幅というんです

か、上げるときというのは、こんなときに上がるというのは、どのように決めはったんで

しょう、上がる時期ですね。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 以前の会派説明の中で、その辺のシミュレーションの詳しい内容については説明させて

いただいたと思うんですけども、一応ですね、忠岡町には今現在、まだ老朽化していて更

新できてない資産が約９億円相当残っておりまして、あと来年度以降、平成６６年度まで

の間に、老朽化予備軍というふうな形で呼んでるんですけども、今後時間がたてば、当然

今まだ老朽化してなくても、だんだんそれが老朽化していって更新していかなければいけ

ない資産がだんだん蓄積されていきます。それがおよそ大体２８億円です。合わせます

と、４０年間で約３７億円、更新しなければいけない資産があるということで、それを更

新基準年数といいまして、法定耐用年数ではなくて、延命化を考慮した更新基準時期でも

って更新すると仮定した場合でシミュレーションしましたら、先ほど議員さんがおっしゃ

られました平成３６年度単独経営の場合で最初の値上げの時期が到来するというシミュレ

ーションの結果が出ました。 

 一方、統合する場合につきまして、施設の最適配置を行いまして、例えばこれも以前に

説明済みやと思うんですけども、泉州５団体で集中管理設備、これは泉南市のほうで一元

化しまして、今それぞれの団体が持っている集中管理設備を統廃合しまして、それの更新

費用であるとか、あと忠岡では運転管理委託を外注で一応やってるんですけども、それを

泉南市に統廃合する、一元化して運転することによって、その委託費も軽減できて、それ
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で更新事業費だけでなくて、運転管理委託費など、あと、そのほかの施設の最適配置で動

力費の削減などもしまして、年間のランニングコストを３，０００万ぐらい削減すると。

で、その更新事業費と維持管理費、それとあと交付金ですね。統合してから１０年間、交

付金をいただけますので、それが大体２億１，３００万円ですかね。その辺をもちまし

て、合わせて１４億４，０００万ほどの経済的なメリットが生まれると。それによって、

毎年毎年の将来負担額が軽減されるということで、費用が軽減されて、その結果、住民が

４０年間で支払う水道料金ですね、これを住民負担というふうに呼んでるんですけども、

その軽減額、その負担額の差が、単独と統合との差が１４億円ほど発生するというような

メリットが出るということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 一年一年積み上げていくというよりも、全体で４０年間でこれだけの負担の割合という

ことで、それで単年度に割って出してきたという感じのちょっとご説明やったと思うんで

す。毎年毎年の分を一年一年積み上げて計算していったというものではない感じなんです

が、全体の１４億に相当する部分を割ってというふうに何かおっしゃっておられたので。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 水道事業は当然公営企業なので、企業会計のやり方に基づいて、毎年損益計算などをや

りまして、その毎年毎年の計算に基づいて、そのシミュレーションが行われているという

ことでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら、その１回目の値上げが、統合した際に平成４５年に１回目の値上げがあると

いうところで、これが幾らというのがちょっとわかりにくいですけど、立米当たり１６０

円というのが１７５円ぐらいになるんかな。というその上げるタイミングというのは、企

業会計ですので、繰り入れもないし、赤字がいっぱい出てくると。留保財源のことをここ
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は何と言ったかな、未処分利益みたいな、そういったものも減ってくるしということで、

上げるタイミングはどのようにして判断して、平成４５年で上げるというふうに見たんで

しょうか。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 今回のシミュレーションの条件なんですけども、それは統合素案の本編のほうにも載っ

てあるんですけども、どういう形で値上げのタイミングを見計らって、そのシミュレーシ

ョンの中で値上げしていくかというところについては、今回のシミュレーションでは損益

計算で赤字になる年度、もしくは資金残高ですね、それがショートする。そのタイミング

でもって値上げをしていくという考えの中で、このシミュレーションでは値上げのタイミ

ングを決めております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 損益計算書、資金残高というところで、赤字というか、赤字でお金ももうなくなってく

るという、そんなところで平成４５年度にそのぐらい上げるという判断をしたということ

でありますので、実際にどうというのは、ちょっとやってみないとわからないというとこ

ろはあるかと思いますが、そういう試算をされているということはわかりました。 

 で、何と言うんでしょうか、一応その水道料金の値上げをこれだけしないとやっぱりや

っていけないんだろうかというところで、統合してもそんなに上がりませんよというふう

な感じにちょっと見えないですけれども、もう少し値上げの幅を縮小するということはで

きないんでしょうか、これね。やっぱりどっちも上がっていくんですよ。ということなの

で。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 値上げの幅をできるだけ縮小ということなんですけども、今回のシミュレーションは、

あくまでも先ほど言いましたように、更新基準年数でどれだけの資産が何年度に老朽化し
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てというのを整理した上で、それらを全て各年度ごとに更新していくという、その前提の

中でシミュレーションした結果が、先ほど言いましたように、階段状に値上がりしていく

というような結果が出ているということでございます。それはあくまでもアセットマネジ

メント、今回やっているのはあくまでもマクロマネジメントというところで概略的にやっ

ている部分がございまして、実際にはミクロマネジメントと言いまして、短期的なところ

でそれぞれの固有の資産をそれぞれ調査しまして、更新基準年数は当然そのような係数が

ありまして、法定耐用年数にそれを掛けて、その年数ということで出しているんですけど

も、実際のところはそれらの資産の現状の状況を見まして、実際に更新基準年数に達して

いてもまだ使えそうなやつについては、その更新する時期を運用上は延長させますし、逆

に、早くもうすぐにでも更新しないといけないというような診断結果が出たり、逆に前倒

ししたりしていくというようなやり方、そういうのをミクロマネジメントと言うんですけ

ども、そういうやり方をしながら実際運用していくということでございまして、この前お

示ししたシミュレーションと全く同じような形で要は運用されていくというわけではなく

て、もうちょっと掘り下げた形で詳細な部分を検討しながら、要所要所で進めていくとい

うような流れでやっていくつもりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員、このぐらいで水道企業団関係はちょっととめていただいて。 

委員（是枝綾子議員） 

 そのマクロマネジメントで１点だけちょっと聞かせていただいていいですかね。 

委員長（藤田 茂議員） 

 そうですか。それならそれで最後で。 

委員（是枝綾子議員） 

 一応このシミュレーションの中では、老朽管の耐用年数が来たものをどのぐらい、大体

全部変えていくということで入れ込んでいるのか、それとも、そこまでするとすごいから

半分に抑えているとか、ちょっとその辺をどの程度、耐用年数が来たものを全部変えるの

か、それとも何割かに抑えるか、そのあたりはどういう試算でしょうか。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 先ほど是枝委員がおっしゃいました前者のほうでございます。 

委員（是枝綾子議員） 



149 

 

 前者って、どっちやった。自分で言うたこともちょっと覚えてないので。 

水道課（杉山智思参事） 

 マックスでやるということでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。最大ということで見ているので、このぐらいの値上げ幅になるけれど

も、工事の量をもう少し精査していって、もうちょっともつというふうなことであって、

もう少しもたせようということになれば、この上げ幅が縮小されたり、後ろに行ったりと

いうことは可能であるというふうに。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 その調査した結果がそういうことになれば、今回お示ししたシミュレーションどおりに

はならないということです。やっぱりこの結果が前後したりとか、値上げ幅が小さくなっ

たりとか、逆に大きくなったりすることもあるんでしょうけども、そういう形になるかと

思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません、逆に大きくと言われると、ええっとなってしまうんですが、じゃあ、これ

以上の負担ということですね、企業団が、ちょっと言うたら、万博するからこんな水道管

をこっちまで引くんやと、いっぱい大きな事業を例えばするとなって、その分が負担金と

して忠岡町にどっと来るとか、今後、今想定されている以上に負担金というものとか、水

道料金の値上げというようなものはないかどうか、そのあたりはちょっと確認したいと思

うんですけれども。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 多分万博のために企業団が施設を拡張したりということはまずないんですけども、当然

企業団も莫大な資産を抱えておりまして、大半やっぱり老朽化したりとかしてきてます。
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で、そういったやつを、今現在、マスタープランというその計画の中で、２５年計画なん

ですけども、それで今現在、更新したりとかいうのをやっております。当然、今の時点で

更新された資産はしばらくずっと使えていくんですけども、またマスタープランの期間が

過ぎた後に、また新たに更新するような資産がどんどんふえていきますので、そういうよ

うな老朽化施設の更新というのは未来永劫続いていくということもあって、あと、それと

ほかの団体さんもそうなんですけども、料金収入ですね、それはやっぱり企業団も同じよ

うに、人口の減少に伴って料金収入も落ちていっておりますので、将来的に見れば、老朽

化して更新しなければいけない施設というのをたくさん抱えている中で、料金収入が減っ

てきますので、やっぱり企業団でありましても、いずれやっぱり料金を改定して値上げを

していかないといけない時期というのは到来するというふうには思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長、すみません。万博のことを例え話でちょっと言ったということで、言わせてい

ただいて。 

委員長（藤田 茂議員） 

 もうぼちぼちこの件は終結していただいて。 

委員（是枝綾子議員） 

 では、このことで。ちょっと例え話で万博という言葉を出してしまったんですけれど

も、大きな大規模な事業をしなければ、更新しないといけないという分が来た際に、もち

ろん経営統合してなければ、水道料金という形でそれはやっぱり企業団水の値上げとか、

さまざまそういったことでかかってくるであろうけども、統合しているということで、そ

この分担金、負担金というのがかかるということはあるんでしょうか。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 以前にも説明しましたように、企業団と統合する際の４２市町村の共通の条件というの

がありまして、その中で会計については、府域一水道になるまでの間は、それぞれ会計を

独立して運営されていくということで、企業団の用水供給事業の会計で要した費用とかが

ほかの統合された水道事業のその会計に負担金を求めるというものはございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 ないということですね。 

水道課（杉山智思参事） 

 ただですね、今現在、忠岡水道事業会計と忠岡町の一般会計の共通経費というのがある

と思うんですけども、それについては、水道事業会計が便益を受ける程度に応じて、その
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一般会計に負担金を毎年支払っていると思うんですけども、それと同じような仕組みで、

企業団と統合されれば、その企業団の本部の共通経費、例えば議会関連経費とかシステム

の維持管理費とかありますよね。その辺の共通経費の一部を、統合後の忠岡町水道事業会

計が同じように便益を受けるという形になるかと思いますので、アロケーションして、そ

の辺の共通経費の一部を負担していただかないといけないというものはあります。ただ、

それをざっと試算しましたら、大体年間６０万程度かなというぐらいです、今のところ

は。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。 

委員長（藤田 茂議員） 

 以上で、水道事業会計の審査を終結いたします。 

 これをもちまして各決算の審査が全て終了いたしました。 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 次に、総括質疑に入ります。 

 総括質疑につきましては、これまでの審議と重複を避けていただき、大局的な観点から

の質疑をお願いしたいと思います。 

 質問される方は、挙手をお願いいたします。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 杉山参事、先ほど水道会計のところで言おうとした件なんですけどね、四條畷のほうか

ら議長が来て、うちの議長といろいろ話したと思うんですけども、あれについて、企業団

に入って統合するというようなところの３３人の議員を入れると。ところが、３０人にま

た減らしてくるというようなことで、これがネックになってもめたことがあると思うんで

す。今、それでもめてると思うんです、それで。その後どんなような進展があったのか

ね、その辺のところで私、聞かせてもらいたいなと思ったんですけども、今の是枝さんの

いろんな質問についても、余り進展してないなというように思ってるんですけども、その

辺どうなんですかね。 
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水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 企業団議会の議員定数の問題につきましては、現在の状況をご報告させていただきます

と、ことしの６月に、先ほどおっしゃいましたように、その構成団体全ての議会からのご

意見を聴取しまして、企業団議会において協議を行ったんですけども、意見の一致には至

りませんでした。そのため、この問題につきましては継続して議論されることになりまし

て、直近の予定では、今月の２０日に行われる企業団の首長会議というのがありまして、

その中で議員定数について再度議論することになっております。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 私もね、町長の言われんとする広域にするほうが今後はいいかなと。人口減少してきて

もね、同じようにやっぱり配水管で水を通していかないかんということになってくると、

１人当たりの負担もかなり多くなってくるであろうと私も思ってます。ただ、岬町とか田

尻町、泉南、阪南というような平面統合であればメリットがあると思うんですけどね、忠

岡だけがぽつんと１つ統合するというのは、何かメリットがないようにどうしても思うん

ですけどね、その辺についてどうですかね。 

水道課（杉山智思参事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 杉山参事。 

水道課（杉山智思参事） 

 隣接市が統合に参加していなくても、今回のその検討で大きなメリットを生み出すこと

は一応確認はできております。それは以前の会派説明の中でも詳しく説明させていただい

たと思うんですけども、その施設を最適配置することによって、さっきも同じような説明

をしたんですけども、要は泉南市に集中管理設備を統廃合するじゃないですか。それによ

って維持管理費が年間３，０００万ほど低減されたりとか、それは動力費の低減額も含ま

れるんですけども。あと、施設を統廃合するということで、本来忠岡単独で更新しなけれ

ばいけない集中管理設備も、泉南市のほうに統廃合することによって、その更新費用も浮

いてくると。あと、そういったような施設の最適配置に伴う事業費に対して、国からの交
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付金も、統合後１０年間ぐらいは一応交付金の手当てがあるということで、そのような経

済的なメリット、４０年間で約１４億円ぐらいに相当するんですけれども、その効果で単

独経営を続けるよりも財務状況が改善されて、統合すれば１４億ほどの住民負担の軽減が

得られると。その辺が一番の大きなメリットであると。 

 あと、定量的なメリットはそこなんですけども、あと、また企業団と統合すれば、企業

団は職員数が４５０名ぐらいいてるんですけども、そのうちの８割ぐらいが技術屋さんな

んですよ。設備屋さんであったりとか土木屋さんであったりとか。設備屋さんでも電気、

機械とかと分かれるんですけども。あと、水質屋さんもいてますね。今の忠岡って、職員

数が、正職員が大体４人ぐらいしかいてなくて、そのうちの土木技術職員って１名で、あ

と残りは事務屋さんなんですよ。 

 やっぱりこれから南海トラフ地震とかの災害が起こったときに、それをどうやって対応

していくかというところを考えますと、やはり少数部隊、しかも技術屋さんが１人しかい

ないという状況の中では、なかなかそういうような大きな災害が起こったときに、単独で

はやっていけないというような事実はあると思います。そこは、やっぱり企業団と統合す

れば、その企業団の組織力でもって、そのような災害が起こっても、単独で経営する場合

よりもかなりメリットが出てくるのではないのかと。要は、住民さんに安心して暮らして

いってもらえるような形をつくっていけるんじゃないのかなというふうには思っておりま

す。 

 それとまた、企業団と統合すれば、それ以外にも営業業務であるとか、その辺について

も、やっぱり泉州５団体、今回統合に参加するということなので、例えば窓口業務とかを

みんな一斉に一括して外部委託するとか、そういうようなことをやりますと、今まで幾ら

かかかっていたその辺の窓口業務のコストとかが、スケールメリットが働いて低減されて

いくとか、あと、そういったような業務の改善的な部分、組織の改善的な部分で、今この

シミュレーションにはまだ載せてないですけども、そういった部分のメリットがまた発揮

されて、シミュレーションでは統合しても４５年度に値上げするような形になっておりま

すけども、そういうような営業部分のメリットも含めまして、実際運用していけばもう少

し値上げ時期もさらに延期ができたりとか、値上げ幅も縮小していけるんじゃないのかな

というふうには考えております。 

 以上でございます。 

委員（前田 弘議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 前田委員。 

委員（前田 弘議員） 

 私とこも、これ統合の方法でね、町長も話をしてきたと思うんです。首長の中でね。私
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も、それは広域にやるべきところは広域にせなあかんと。水道もそう、消防もそう、焼却

炉もそうというような広域でやることによって、かなりの歳出削減になると思うんです。

だから、水道のほうも、やはりその統合するところの議員さんを入れてもらわないと、住

民の意見がわからないでしょうと、こういうことなんです。ここはそのようなことをです

ね、うちの議長もその中に参入していくと思うんですけども、私、議長に言ってるんです

けども、それは統合するところのやっぱり町の議員は絶対出ていかなあかんと。そうでな

いと住民のことはわからない。統合してないのに、ほかの議員を入れても意味ないと言っ

てるんです。今後、会議をするんであれば、そのようなところを重点的に突っ込んでもら

いたいなというように思ってます。その辺のところをよろしくお願いしたい。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 言わんとしていることは、意味はわかりますが、今まで議員定数を決めたりするのに

ね、私もかかわってきたんです。いろいろ意見を出して。町村の代表の立場もあるときも

あるんですが、うちは１万８，０００で、統合して１８万ですね。その１８万の団体と他

市の５０万や３０万のそういった団体とどういうように渡り合っていくかということで、

３０を出したり、３３か出したり、いろいろと決めてきているんですけど、まあ今までの

経過を、府の議長会の会長もされてるわけですが、私もしっかりしてたと思ってるんやけ

ど、議員の皆さんも住民の意見を聞いてきてると思いますが、私も議員の皆さん方の意見

も聞き、自分なりにまとめてね、未来を考えていくと、これに突入せえと。 

これ、時々考えるんやけど、企業団会計に行ってね、議会の代表と首長の代表と違った

ら、どないなってくるんかなと思いつつ、小さな１万７，５００の町ですから、任せとい

てもらえたらありがたいと思いますが、今おっしゃっているような気持ちがはやるんであ

ればね、今度の首長会議で、うちのというんかな、この前、議長さんと何の相談もなしに

議長さんのペーパーを見たんですけど、前田議員の気持ちを酌まないかんのかなあと思っ

ているんです。迷いつつ、２０日の会議に出ていこうかなと。議員の皆様の前で、あんた

の意見要らんわというわけにもいきませんから、一考していきたいと、こういうように思

ってます。 

委員（前田 弘議員） 

 ひとつよろしくお願いしときます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 他の委員さんで。 

委員（三宅良矢議員） 
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委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ６点ありますので、順次させていただきます。 

 １点目です。議長に対して、議会改革について、すみません。議長が今回のこの初めの

冒頭のときに、議会費のときかな、一定の個人としてのご回答もいただきました。僕とし

ては、議会改革、まず何をすべきかというのが、まず議論をするべきやと思ってます。そ

の議論した内容をしっかりと住民にお伝えすること、これが何よりも議会改革の第一歩や

と思っております。来週、議会だよりの会派代表者会議の参集もございます。そういった

ことを念頭に議論すること、しっかりとそれを周知すること、これを念頭に議会だよりの

発行、及び今後の議会改革に努めていっていただけないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

議長（和田善臣議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 議長。 

議長（和田善臣議員） 

 今回、一応今月の２５日に代表者会議を開催することに決まりました。で、一応主な案

件は、議会だよりの発行ですね、それについての編集委員か、あるいは準備委員会か、そ

ういうようなものを早急に立ち上げらなあかんというのが主なあれなんですが、その場で

今、三宅議員が言われたように、他に議会改革のことでこうしてほしいという希望がある

んであれば、そのときにまた出していただきたいと、このように考えています。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いいたします。 

 すみません、２点目です。ふるさと納税について、２点目、質問させていただきます。

ふるさと納税なんですが、できれば寄附された後の結果ですね、こういったことに活用さ

れました。ほかの市町村でしたら、例えば小学校の校舎のこの遊具に使いましたとか、出

しているところもあります。そういった形で、そういった何に使いましたかと。確かにふ

るさと納税のお金に関しては、一般財源にまじってしまったりしてちゃんぽんかも、言い

方は悪いですけど、そういうことになってしまうかもしれないですけど、理屈上。ただ、
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そういった形でちゃんと外部のご厚志いただいた、寄附していただいた方に対して、しっ

かりと感謝の意と、わかりやすいような形で、僕らも伝えやすいような形でできるような

明確化していくべきやと思うんですけど、まずいかがでしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 きのう、午前中にもご説明させていただきましたけれども、他市におかれては、充当項

目の公表をされているところがあります。本町におきましても、寄附された方に寄附して

よかったと思われるように、充当の項目を今後公表していきたいというように考えてま

す。２８年度中の寄附につきましては、今のところ全額基金に積み立てているというとこ

ろでございますので、この２９年度に各事業に充当していくことになろうかと思いますの

で、その時点で公表してまいりたいというように考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いいたします。そのふるさと納税についての追加なんですが、要望という

形なんですが、今回、僕、議会の職で奨学金の委員にもなってます。河野議員と一緒にさ

せていただいてるんですが、きょうの午前中の教育のときにもありましたけど、できたら

そういう奨学金、３，０００強のお金があります。そういったのも、しっかりと未来につ

なぐという意味では活用していきたいなということで、前に河野さんともちょっと話し合

ったこともありました。できれば、そのふるさと納税の目的に、例えば教育という部分を

加えていただいて、例えば高校に上がるときに、先ほど北村さんからもアドバイスいただ

いたんですけど、例えば服とか、行った高校から直接請求いただいて、それを支払うな

ど、ちょっと工夫の余地っていろいろあるとは思うんですけど、そういった形での給付型

の奨学金等の検討をいただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。すみません、そ

ういった形で制度自体の修正をしていきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 
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 本町、今のところ忠岡寄附金については、住民の福祉、それと公共施設の整備、その他

施策全般という形の３つになっております。新たな目的の設定というのは、現在のとこ

ろ、今おっしゃられたようなところは施策全般という中で対応することができるかなとは

思いますけれども、ただ、寄附者の方が選択するということができないということでござ

います。 

 で、今後当然、寄附がなければどうしようもないんですが、寄附を当然増額していきた

いと思っておりますんで、その時点で本町の政策として、具体的に項目に挙げるというこ

とも今後検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。また、これも同じく訴えかけさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 あと、返礼品に関してなんですけど、できれば役所からお礼状と納付の金額を書いたや

つを送ってると思うんですけど、そこに例えば就労支援作業所ですよね、ピープルさんと

かああいったところでポストカード等ですね、ようなところでつくったり、ポストカード

とかそんなんも一緒に同封していただいて、ちょっとながらの気配りとか、忠岡ながらち

ょっとした心尽くしがあるんやなというようなＰＲに結びつけていただきたいんですけ

ど、そういうような施策の推進って可能でしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 現行では、寄附いただいたときに、その寄附の証明書を送付する際に、封筒にお礼状の

ほうを同封させていただいております。今後、寄附いただく方には、その寄附していただ

いた翌年度の適当な時期に、改めて案内状というものを送付したいなというように考えて

おります。その中で、どの程度費用がかけられるのかというところも考慮しなければなり

ませんけれども、そういったことも、今おっしゃられたこともご提案いただいたというこ

とで、今後検討してまいりたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いいたします。 

 次に、３番目の質問に移ります。人材確保についてです。特に今、保育、介護の分野に

ついて人材がいないと。サービスが幾らあって、忠岡であれば面積は満たしてるけど、人

基準は満たしていないと。これは忠岡だけじゃなく全国的に今問題になってることやと思

ってます。ただ、今後、じゃあ明るい見通しがあるのかというと、全国的にやっぱり人の

奪い合いというような状況が、現実問題続いています。そういったことを見越して、施策

として、忠岡だけでは厳しいかもしれませんけど、広域な部分でもあると思うんですが、

この保育及び介護の人材確保について今どのようにお考えかと、将来的にはどのように取

り組んでいくべきか、現場としてどのようなお考えがあるか、お聞かせください。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 保育士の確保につきましては、引き続き厳しい状況であることには変わりございませ

ん。次年度、正職で１名保育士、また看護師で１名採用という予定をしております。しか

しながら、非正規の占める割合が多いということで、非正規に頼ってる部分が非常に多い

という状況は変わっておりません。引き続き、今年度、非正規につきましては処遇の改善

ということで、賃金単価の引き上げ等々を行ったところでございます。引き続き近隣の状

況を見ながら、そういった処遇の改善、またその処遇という分につきましては、単に賃金

だけではなくて、働きやすい環境も含めて改善する中において、できるだけ確保したい。

また、今現在働いている方についても、離職の防止につなげてまいりたいというように考

えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、介護の分野についてはどのように。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 
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健康福祉部（東 祥子部長） 

 介護の人材確保につきましても、直接本町がということではございませんが、国のほう

から一応、高齢者がふえ続ける中で、いろんな施策が出されております。今現在では、介

護職員の処遇改善、あと潜在的介護人材の呼び戻しということで、一たん仕事を離れた介

護人材の再就職の準備金の貸付制度ですとか、あとまた新規参入の促進ということで、学

生さんに対して、介護福祉士を目指す学生への奨学金制度をつくる、あるいは中高年齢者

の元気な方ですね、ボランティアを行う中高年齢者の入門的研修、職場体験の実施、それ

と離職防止、定着促進、生産性向上ということで、介護ロボット、ＩＣＴの活用推進、職

場定着支援助成金、介護施設等における職員のための保育施設の設置、運営支援というよ

うなことが、国のほうから取り組みのほうが示されております。 

 それで、本町として何ができるかということにはなってくるんですけれども、この中で

緩和型、総合事業のほうが始まっておりまして、緩和型の部分につきまして、ヘルパー研

修ですね。緩和型サービス提供のためのヘルパー研修を市町村で行う。それを５市１町で

広域やっておりますので、その５市１町の中で資格を共有して行っていく等、国の方策に

応じて行うこと。そして、その５市１町で行っていっていること等を推進していくという

とこら辺で、人材の確保に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 ありがとうございます。５市１町で総合事業の資格の共有ということだったんですけ

ど、できたらそういうことからまた一歩踏み込んで、介護福祉士等ですよね、やっぱり人

材を育てるという意味では、５市１町で検討課題を持って広域の部分で進んでいっていた

だきたいと思うんですが、いかがですか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 そちらのほうも検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、あと役所の職員に関してなんですけど、今現在、役所の職員でも正職にな

ってくると、なかなかいい人材が集まらないというような自治体も徐々に出てきていると

思います。忠岡においては、忠岡なりの魅力を感じて入庁していただいている方があると

は思うんですが、今後ますます人材の奪い合いというものが活性化してくると思います。

そういったことに関して、例えば忠岡町においてもインターン制度ですよね。早期に若い

人材をしっかりと育てていく環境を、そういった学生さんとかを活用してつくっていくな

どしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 今のところ、職員の募集をしても、幸いにも応募に、職種によりますけれども、かなり

の数が来ております。今後、どんどんと若い世代が少なくなってくるということで、それ

の対応なんですけれども、できることでしたら、そういった形で研修に来ていただいて、

その後、実績を積んで採用するとか、そういったご提案いただいたことにも考えていきた

いと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いいたします。 

 すみません、次、４点目です。昨日もあったんですけど、南海電鉄との協定ということ

からちょっとお願いします。皆さん、僕の一般質問でも言うたんですけど、平成４１年に

なにわ筋線、新大阪から関空に直通で伸びる線ができるということで、南海本線が活用さ

れることがかなりの可能性として高いということで、ただ、忠岡の住民の立場からすれ

ば、例えばそれがつながったからというて、例えば踏切、今、７時～８時で大体二十六、

七分閉まってます。例えば、それがインバウンドを取り込むため等の理由で、例えば増

便、電車がされたとしたら、この２６分がふえることはあっても減ることはないと思って

ます。これが３０分、４０分になれば、昔、和泉府中の踏切のところで踏切を渡ってる最

中に死亡事故なんて、何年かに一遍あったことは多分ご存じの方はまだ多いと思います

が、そういうのも他山の石の話ではないと思ってます。 
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 ですので、そういった形で今後、南海電鉄との話し合いという場は、この協定プラスほ

かでいろいろ持たれると思うんです。そういった形において、要は南海電鉄の会社の利

益、都心部の活性化、それはわかります。ただ、住民のサービス、誰のために私たちは訴

えているのかというところを念頭に、できれば住民の生活の利便性や今の状況を犠牲にす

る可能性があるという認識のもと、話をやっていただきたいんですが、いかがでしょう

か。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 南海電鉄との協議、昨日説明させていただきましたけども、これは南海電鉄が所有して

いる土地の賃貸借の協議、その賃貸料金を安くしてほしいとか、そういったたぐいになり

ますので、遮断機のおりる時間帯が長くなるとか、そういうジャンルのものではないとい

うふうに考えております。 

 その遮断機のおりる時間が長くなりますと、先生おっしゃられるように利便性も悪くな

りますし、また、交通渋滞も発生するということで、それはそれで別の機会に要望等して

まいりたいというように考えております。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 その別の機会というのは、定期的に話し合う機会というのはあるんでしょうか。 

建設課（谷野栄二課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 谷野課長。 

建設課（谷野栄二課長） 

 定期的に話す機会はございませんけども、我々、大阪府に対する要望であったりとか、

また、各政党からの要望等もございますので、そういう交通問題につきましても、そうい

う機会を利用しまして要望していきたいというふうに思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いいたします。それで住民の命が１人でも失われたとか、そういうことに

なってしまっては本末転倒やと思ってますので、何とぞその辺の話だけは、南海電鉄のほ

うと、あと大阪府ですね。私たちも議員ですんで、府議会、国会議員通じて、そういった

要望は実際させていただきます。この前も南議連で国土交通省のほうに直接言わせていた

だきました。そういうこともあるんですねと気づいていただきました。まず気づいていた

だくのが一番やと思ってましたんで、まずはこれからまたこういった形で理事の方たちと

共有させていただいて、また、伝えていくべきは、僕らもそういった形で伝えさせていた

だこうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。 

 では、すみません、委員長、次よろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。 

委員（三宅良矢議員） 

５番目なんですが、歳入の取り扱いについてなんです。先ほどもちょっと下水道のとき

もあったんですけど、使用料の件で、例えば延滞料とかその辺が窓口判断とか現場判断で

ゼロになってるというようなこともありました。例えば僕もどのようにお金をいただいて

るのか知らないです。ただ、例えば道路占有料とか葬祭関係のお金とか、あと町営住宅の

お金ですよね。それが全部、要は収入未済ですよね、それがゼロ、ゼロがやっぱり多かっ

たんです。実際ちゃんとこれ、支払いが皆さん滞ることなくできてるという前提でゼロっ

て書かれてると思うんですけど、今、ご存じやと思うんですけど、泉南市のほうがそのお

金のやりとりにおきまして、９月の議会で維新系の議員がそれをやり玉に挙げて、ちょっ

とニュースにもなったんですが、それはまた後日、特に公室長を中心にちょっと勉強して

いただきたいと思うんですが、忠岡町においてそのような同様な取り扱い、要はこの人や

から減免してた。現場判断でお金が、要は事務の取り扱いが、次々課長がかわって、ちょ

っと面倒やから、手間かかるから、なしにしてたとか、そういうような要は突っ込まれた

ら困るような事例、状況ということに関しては、ないと明言していただいてよろしいでし

ょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 今おっしゃられたように、私も先般、新聞を見ておりますけれども、本町におきまして

は全くないというように考えております。この機会でございますので、いろんな減免
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等々、制度があろうかと思いますので、いま一度ちょっと確認をしていくということでい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。三宅委員。 

委員（三宅良矢議員） 

 すみません、よろしくお願いいたします。 

 最後です。選挙についてちょっと関連してお聞きします。今、高校でよく主権者教育と

いうのがされているのは、多分教育委員会の方は特にご存じやと思うんです。自治体によ

っては、その選挙の事務の方を、高校生、大学生から結構募集したりとかしてやってもら

うというところも多い、出てきてると聞きます。で、確かに選挙の投票率、年々下がって

ます。今回の衆議院選挙でも５０％を切る可能性だって、なきにしもあらずと。国を選ぶ

選挙やのに２人に１人も行かないという事態というのはゆゆしきことやなと僕は思ってお

ります。誰もが思ってることやと思うんですが。 

 ただ、その中で、若い人が、主権者教育を受けた高校生の投票率は、まだ比較的年齢層

に比べて高いと聞きます。例えば、こういう機会で選挙事務をやって、選挙というものを

身近に感じてもらうことで、その子たちが少なからずもこれから将来にわたっての投票

者、有権者、もしかしたら立候補者になっていくかもしれないんですけど、そういった長

い目で見て、この選挙に関して啓発の一環ということも含めまして、今後、今週末はさす

がに絶対無理でしょうけど、次の選挙ぐらいから忠岡としてはそのようなことを考えてい

ただけないでしょうかということです。いかがでしょう。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 おっしゃられるように、他市におかれては、いろんな取り組みをされているところがご

ざいます。本町におきましては、職員のＯＢであったり、あるいはアルバイトを採用した

りということでこれまでしているんですけれども、今おっしゃられた分については、大阪

府のほうからもできればそういった形をとっていただきたいというようなものも来ており

ます。そういうようなことから、今後、大学生あるいは高校生というようなあたりを採用

できればいいかなと思いますので、そのあたりは検討してまいりたいと思います。 

委員（三宅良矢議員） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 はい。委員長。 

委員（三宅良矢議員） 

 よろしくお願いいたします。 

 以上で、僕の総括質疑を終了させていただきます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員に続きまして、他の委員さん方で、ございますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長、１０点ですね。はい、あります。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 まずちょっと一番最初に、９月の一般質問でも行いました本町の小・中学校の不登校の

子どもの問題について、忠岡町の考え方とかは一般質問でお聞きしておりますけれども、

一般質問の時間が短いものですから、十分できなかったということで、ちょっと続きをし

たいと思います。 

 短く手短に言いますと、本町の不登校の児童・生徒数は、小・中学校を合わせても１

９．７でしたか、ちょっと今手元にないですけど、１９人を超えてると。大阪府の平均が

１４．何人ということで、全国平均は１３ぐらいということなんで、かなり突出して多い

ということであります。なので、十分な対策をとらなければいけない。とれてないから高

い。どちらか、そういった見方はなかなか単純にはできませんけれども、１つ言えること

は、そういった不登校の子どもたちに対してのアプローチという分が足らないという部分

もありますが、目に見える形としては適応指導教室というものが非常に少ないというか、

ないですね。ないに等しい状態であると。配置もことしから削られてしまったと。２８年

度はありましたけれども、配置されてた先生が大部分そこにということでしたけど、今回

は、今年度は、２９年度はもういてないということで、先生が交代でしてるから、本当に

十分ではないということは、先生方が一番感じていらっしゃることだと思います。 

 その中で、小学校の子どもにはもう全くないわけですね。中学校の中にあるので。で、

やはり小学校の子ども、小学校の段階から不登校であったら、中学校に行っても引き続き

そうなる可能性というのはやっぱり多いわけなんです。実際にそういったお子さんもいら

っしゃるので。で、やっぱり小学校に対してどうするのかということで、中学校の外に置

かなければ小学校の子どもにも対応できないということでありますので、適応指導教室

を、人の配置もありますけれども、施設としてもどこか学校の外に置かなければいけない

と思います。 

 で、私が勝手に言うてるとか、ないやないかということでなく、実際にお声は聞いてい
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るわけなんです。それで質問させていただいてると。想像とかね、法律がこうやからとい

うことで言うてるわけじゃありません。ということで、その方の思いをちょっといただい

たので、少しだけ短い文章なので、ちょっと読み上げさせていただきます。 

 「こんにちは、忠岡在住の主婦です。私には中学生の子どもがいます。けがや病気など

が重なり、小学校のころから不登校気味でした。担任の先生にいろいろな対応をしていた

だきたい、行きづらいながらも、少しずつ行くに楽しみを探しながら、何とか卒業しまし

た。中学生になり普通に通えることもありましたが、それも後で随分と無理をさせていた

ことに気づきました。今も行けたり行けなかったりを繰り返しています。それで、忠岡町

に不登校の子どもの支援はないかと相談したところ、中学校内に適応教室があるけれど

も、今はほとんど活用していないとのことです。中学校では、保健室登校や個々への対応

を一生懸命探してくれていますが、いろいろ個人差はあると思いますが、不登校の子ども

は本当に学校を怖いと感じています。そんな子どもが学校の外で、そういう子どもたちと

心を穏やかに過ごせる空間があれば、どんなに救われるでしょうか。学校に行きたくない

ではなく、行こうとするが行けないのです。行けない、しんどいときに無理する必要はな

いと思いますが、家でゆっくりと過ごすうちに元気になり、登校となったときに、いきな

り学校へのハードルが高いと思います。学校か家かの選択だけになると、家を選ぶと思い

ます。多数いる不登校の子ども一人一人に目を向けて、町は何ができるかもう一度考えて

いただき、学校外の適応教室の設置を深く願うばかりです。家にいるだけでは何も進みま

せん」というお手紙もちょっといただいたんですけれども、よくこのご家庭や子どもさん

を知っておりますので、ちょっとすみません。 

 お母さん、ここまで来るまでに、来るというかね、こういったお手紙を書いたりとか、

人に話すことになるまでに何年もかかったんです。だから、しんどいときにすぐ相談とい

うか、人にいろいろ相談というのが、やっぱりそこまでお母さん、精神的にちょっとまい

るわけなんです。子どもがある日突然、普通に学校に行くというのが当たり前やのに、そ

うでないというところで、最初はどのお母さんも、無理に行きなさいということで言うわ

けなんですが、やっぱりそれが子どもにとって負担になっていたというところは、どの不

登校のお母さんもそういう経験をされて、ここまで人に話せるまでには、やっぱりかなり

の年数がお母さん自身も要るということであります。 

 ですから、そういったお母さんの相談体制については、忠岡町ね、スクールソーシャル

ワーカーも配置もふやしてやっていますということなので、それはありがたいことなんで

すけれども、やはり適応指導教室というものが学校の外にないと。学校に行くと、中に入

るということが、どれほど子どもにとって大変なことかということなんです。やっぱり忠

岡町に住んでいるがために、泉大津の市民であれば、泉大津の適応指導教室なり、教育セ

ンターの中にあるところに行ったりとか、すごく見に行ってね、やっぱり泉大津に住んで

いる子どもはええなと思ったんです。忠岡に住んでいる子どもはかわいそうと思いまし
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た。市レベルではやっぱりちゃんと教育センターというものを持っていて、適応指導教室

とか、そういったものも学校外にも置いたりとかできている。広い面積で１カ所とかにな

ると、なかなか通いづらいところもありますけど、やっぱりそういう差が物すごくあり過

ぎる。同じ、税金の税率は一緒やと思います。市民税も町民税も一緒やと思います。なの

に、払っているのに、学校も義務教育です。で、行ってる。でも、たまたま忠岡町、お金

がないということで、そういったことができないということで、子どもが非常につらい思

いをしている、そのご家庭に。 

ということはわかっていただきたいということで、単に不登校の子どもたち、平均１

９．何人という固まりではなく、一人一人の子どもということでぜひ見ていただいて、学

校の外に設置をしていただきたいということで、それはやはり教育行政の責任で整備すべ

き問題だというふうに思いますので、学校の外に、お金があろうがなかろうがやっぱり設

置をしていくという必要性については、もちろん認めていただいてると思いますけれど

も、それについての財源の確保とか、いろいろそういったこともあるけれども、じゃあも

っといろいろとする方法があるではないかということで、私はちょっとね、忠岡地区の認

定こども園については、内容とかいろいろそういった点でも民営化ということで、反対の

態度はとらせていただきましたけれども、やはり忠岡幼稚園があくというところを、やっ

ぱりそこを活用していくと。教育の施設、子どもたちのための施設ということで、そこに

教育センターを置いていくということが必要になってくるのではないかと。 

 やっぱり不登校がこれだけ多い、学力も低いという、十分なそういうことができないと

いうのであれば、教育に重点を置いていくというのであれば、そういう不登校の問題を放

置しないで、そういった子どもたちが受けられるように、そういう整備をしていくことも

必要ではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。 

教育部（土居正幸理事） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 土居理事。 

教育部（土居正幸理事） 

 まず、９月議会でもいろいろと委員のほうからご指摘いただいたいわゆる不登校の部分

ですね。この部分については、確かに例えば泉大津市が持っている場所で、忠岡町にない

部分はございますが、まず学校教育課として３つのそれぞれの学校、ほんとに先生方中心

にやっていただいてます。２学期に入って、そして今、９月、１０月ですけども、本町の

教育委員会としましても、気になる子ども、それぞれピックアップしてます。その中で、

どうですかというのを確認して、学校の担任の先生、一人一人本当に家庭訪問に行ってい

ただいたり、また連絡をとっていただいたりしている状況でございます。ただ、すぐには

答えが出てないというのが、その辺の部分はこちらも理解しております。 
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 それについて、学校さんも一生懸命やっているということを含めてご理解いただきたい

ということと、あといわゆる学校の外にそういうような場所を何とかというご意見ですけ

ども、この部分については今後さまざまなところと話をしながら進めていきたいと思いま

す。今はっきりとはお答えできませんが、まず１つ学校さんとしてやってることは、本当

に担任が中心に、確かに府の配置が今年度ないですが、その部分も含めてやっていただい

てますし、小学校も、中学校にはあって小学校にはないという部分もありますが、小学校

の担任の先生も非常に頑張っていただいてます。その辺、連携をとりながら今後もしっか

り一人一人の子どもたちが元気に過ごせるようにというのは考えておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 いや、学校の先生、頑張ってないということは全然言うてないです。頑張って努力して

いただいてるというのはわかるんですが、どうしても努力してもできない部分というの

は、適応指導教室が学校の外にないと。中学校の外にない、小学校にはないということ

は、どう努力しても物質的な物理的な問題ということで、ここをどうするのかということ

がやっぱり求められている、忠岡町には。ということで、一応聞いたことありませんけ

ど、必要性についてはやはりお感じになっていただいてると思いますが、その必要性につ

いてと、あと、今後そういった計画をしていかないと、いつまでたっても設置できません

ので、そういった計画についても検討していくということについてはどうなのか。そのこ

とについて、ちょっと教育長さんにお聞きしたいと思います。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 議員お示しの不登校のお子さんをお持ちの親御さんの気持ち、私も子を持つ親として察

して余りある。ほんとにつらい思いを日々されてるというのは、十分現場におるときから

わかってるつもりです。学校外の施設なら何とか登校できるというお子さんも存在するの

も、これも事実ではないかなと思っております。ただ、いかんせん今おっしゃってる適応

指導教室という部分になりますと、場の確保、そして人の確保、マンパワーとそれから物

理的な場の確保というのが大きな課題、条件として出てまいります。で、議員お示しの部

分も深めながら、私としてもそういう施設がいずれ忠岡町にできればいいなという思いは
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持っております。その部分に関しては、当然言うだけでなく財政的な裏づけも必要でしょ

うし、そういうことも考えながら研究、検討してまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 研究して考えていただけるということですので、これはもう放っといても勝手にできる

ものではないというのははっきりしていますね。なので、ぜひそういった計画を持ってい

ただくと。どうすれば実現するのかという、そういう検討していただくということでお願

いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 それで、よろしいですか。 

教育長（富本正昭教育長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 教育長。 

教育長（富本正昭教育長） 

 何遍も繰り返しますが、課題としては十分認識しておりますので、これでご理解いただ

きたいなと。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 課題としては認識していただいてるということで、ぜひ計画段階に入っていただきます

ように要望いたします。 

 あと、すみません、委員長、次よろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

２つ目は入札制度の改善についてです。これもずっと議会というか、予算、決算でもず

っと申し上げていますが、忠岡町の入札の結果というのが、ちょっとやっぱり高値で落札

されているということで、堺以南のところでは最低制限価格の事前公表をしていないのは
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本町だけであるということで、他市は最低制限価格の事前公表をしているので、そういっ

た値段で落札されるということでありますが、忠岡は２割ぐらい、２０％ぐらい高い値段

で工事などが落札されているということです。 

 忠岡町、財政が大変じゃないんだったら、こんなこと言いません。ですが、財政が大変

だと言って、今言ったように、お金もないしということで、適応指導教室もなかなかつく

れないし、人も配置できないと言っておきながら、何億という工事を９９．５％の落札率

でして、もしこれが最低制限価格で事前公表でされていたら、まあ何千万という単位で非

常に差があるなというところがあると。財政的な問題で困っている忠岡町が、なぜそうい

ったことがね、事前公表がされないのかということで、それは入札制度はやはりちゃんと

事前公表してということでないのが普通ですけれども、やはり公平性を保つということ

で、特定のところばかりに落札してるという状況を改善するためにと最初は言ってました

けれども、もう財政のことを考えると、そんなことを言っていていい段階ですかと。いろ

んなことができません、できませんと。この決算委員会でもできませんと、要望してもで

きません、お金ないということで全部断っているのに、何でそんな工事の請負業者にだけ

は高い値段の工事をやってあげなあかんのやということをはっきりと申し上げたいと思い

ます。 

 これは町長にお聞きするしかないと思います。担当課はいろいろと苦慮していらっしゃ

るけれども、やっぱり町長自身が入札制度の改善をする気がさらさらないというのは、そ

ういった企業からの圧力があったりとか、あと、そういった企業との癒着があるのではな

いかと疑われて仕方ないという段階に来ているんじゃないかと私は思います。ですから、

この不公正だなと言われて、ずっと来てて、それでも町長は入札制度は事前公表はしませ

んと言い続けると。そして、もうおしまいには、特定の企業しか忠岡町には残っておりま

せんという状態になりました。今さら事前公表しても、もうそんな企業、忠岡町に残って

ないということになりましたけれども、事前公表についてやはり、こういう結果を招いて

しまった。忠岡町の指名業者が減ってきています、町内のね。そういったことをつくって

きたのは、やっぱり特定の一定のところの一人勝ち、二人勝ち、三人勝ちというところを

つくってきた町長の責任があるのではないかというふうに思います。こういう財政も大変

なのに、財政をもったいなくしてきたというふうなこともあります。 

 いっぱい問題点や、こうなった責任はやっぱり町長にあると思いますが、今の段階でも

遅くはないと思います。入札制度の改善ということで、最低制限価格の事前公表を町長は

するお考えはないのか。ないのであれば、住民が納得する理由を説明してください。説明

責任がありますということで、よろしくお願いいたします。 

町長（和田吉衛町長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 する気はありません。住民が納得してもらえていると、こういうように思っておりま

す。私どもに不正や、あるいはごまかしや、うそをついてやっているんであれば、私はも

う警察が入ってきてると、こういうように思っていますので、私どもはしっかりと自分ら

の仕事を進めていかないかんと、こういうように思っております。高値ということで、２

割高いと、そういうような言い方をしておりますので、しっかりと私たちは設計金額を見

積もって、しっかりと勉強して、不正のない、そういったような内部調査の充実はこれか

らも怠ることのないようにしてほしいと思います。 

 なお、話の中に出てくる、あっちとこっちと、こっちとあっちとひっつけたような流れ

の話は、できるだけやめていただきたいと、こういうように思っております。景気、不景

気の問題もあって、業者が少なくなってきてるというようなところから、辞退をしている

業者もあろうかと思いますし、町内企業の育成という観点を外していくとか、そういった

ような思想を持つ、こういったような議論がこれから出てくるだろうと思いますが、私と

しては職員も私も不正がないと、こういうように思っている次第でございますので、根本

的なことについての議論はしたいと思いますが、今やっている制度は何も間違った制度で

はないと思っています。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 間違った制度ではないです。入札制度ですから。ちゃんと設計金額を持って、予定価格

を町長が決めて、そして最低制限価格が必要なものは決めてということで入札を、忠岡町

は指名競争入札ですので、指名業者を指名委員会で指名して入札をするという普通の手続

を踏んでおります。これは間違いではないです。 

しかし、結果として、やっぱりそれはおかしいやないかという結果が、最近はさほどそ

ういったおかしいというふうなことが、たまにありますけれども、ホームページで入札結

果が公表されるようになりましたので、やっぱり変やなということが皆さんの周りに、住

民や全国によくわかっていただけるような状態になりましたけれども、やっぱりそれは聞

きますと、時々やっぱりおかしいやないかという問い合わせはあるというふうに担当課も

言っていらっしゃいました。ですね。そういう答弁が去年の決算委員会とかでもありまし

た。 

 ですが、それで言うだけで、やっぱり改善されないんです。町長が最低制限価格を事前

公表しないのであれば、予定価格を引き下げるしかないというふうに思いますけれども、
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予定価格というのは忠岡町長しか知らないということらしいですので、町長がそこで決め

ればいいんですけど、設計金額は公表されませんので、予定価格しか私たちはわかりませ

ん。予定価格をどうするかというのは町長の胸一つだそうです。だから、町長、そこで忠

岡町の財政のことを考えるんであれば、予定価格を忠岡町長はよく考えて設定をすればい

いということだと思います。その予定価格が、何か知らんけど、ぎりぎりいっぱいで、な

ぜそんなに落札業者がわかるんだろうかというような結果がないようにしていただきたい

というふうに思いますが、そういう入札結果になるように、町長、頑張っていただきたい

と思います。努力していただきたいと思います。忠岡町の財政は大変です。予定価格を町

長しか決められないわけですから、町長、そこをよく考えて予定価格を決めてください。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 財政とのかかわりを話されてますけど、もう金がなかったら設計いたしませんので。ま

た、この案件については、一応の設計を立てて、そして応札をしていってもらうと、こう

いう形で予定価格もつくって、応札をしてもらっております。そんなようなことで、何で

私に近づくのか、ちょっと神さんに聞いてみてもらいたいなと思います。全然改める気は

ありません。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 予定価格を町長しか知らない、町長が決める。ほかの職員は誰一人知らないということ

に忠岡町はなっているはずなんです。その予定価格が漏れているのではないかというとこ

ろもあって、それで、だから事前公表を一遍してくださいということで言ったわけですか

ら、予定価格が漏れないように、そして予定価格を町長の胸一つで決められるということ

ですので、そこも財政状況も考えた上で予定価格も考えていただくということもやってい

ただきたいということで、その点について予定価格の決め方として町長の考えをお願いい

たします。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。 
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町長（和田吉衛町長） 

 何と言うたらええのかな、不正のないように設計金額をつくる。 

委員（是枝綾子議員） 

 予定価格のことを聞いてるんです。 

町長（和田吉衛町長） 

 不正のないように予定価格を決める。不正のないように業者を決めていく。不正のない

ように仕事をしていく。そういったことでしか言いようがないんで、私が今やっているの

は悪いことばっかりやっているのかと言いたいんですよ。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ちょっと私の質問の趣旨がわかっていないということなのか、あえてそのような答弁を

されているのか、どちらかやと思います。町長のみしか知り得ない予定価格が、何か知っ

ているかのような業者がいて、そして落札をしているということで、そもそもそこが発端

やったんですけれども、その予定価格は、そしたらすみません、町長以外の職員は予定価

格を知っているんでしょうかということで。そこから、町長、そこがわかっていらっしゃ

らないので、ちょっと確認いたします。町長以外に。 

町長（和田吉衛町長） 

 確認してくださいよ。知ってる職員がおったら聞いてみてくださいよ。 

委員（是枝綾子議員） 

 制度として本町は、大きな市やったらまた別なんですけど。 

町長（和田吉衛町長） 

 町長以外に知っている人がおったら、聞いてみてください。 

委員（是枝綾子議員） 

 いらっしゃるんでしょうかということで、まずそこを整理しないと、町長の答弁が終わ

りませんよ。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 おりません。 

委員（是枝綾子議員） 
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 ということでね、このように簡潔に答えていただいたら進むんですけれども。 

町長（和田吉衛町長） 

 皆に聞いてもらわない、全員に。１人に聞いたってあかん。 

委員（是枝綾子議員） 

 予定価格は設計金額を、設計金額は担当課が知ってますね、積算したものなので。それ

を見て、町長が予定価格を決めるということですので、町長、それは誰にも言ってはいけ

ないわけなんです。封筒の中に入れて、絶対に開封しないと。で、入札のところに、その

封をしたまま持っていくということなので、それを誰も見ることができない、基本ね、な

んです。だから誰も知らない。町長のみぞ知ると。で、町長か幾らの予定価格にするかは

町長が決めるという、権限は町長にあるわけなんです。そうですよね、制度として。 

町長（和田吉衛町長） 

 それが漏れてるんでしょう。 

委員（是枝綾子議員） 

 その予定価格を。 

町長（和田吉衛町長） 

 それが漏れてるんでしょう。 

委員（是枝綾子議員） 

 いや、漏れてるにしか見えないような落札結果だから。 

町長（和田吉衛町長） 

 漏れてもないのを、うそをついて漏れてるように言うたらいけませんや。 

委員（是枝綾子議員） 

 町長にちょっと答弁やめていただくように言うてもらえますか。 

 予定価格を決められる権限は誰にあるんですかということを、じゃあちょっと確認、制

度として。公室長さんにお願いいたします。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 町長もおっしゃっているとおり、町長でございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 
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 ということで、こういう基本的なことを踏まえた上で答弁をしていただかないと、もう

全然ぐちゃぐちゃな答弁になっていくということで、私は、だから町長が予定価格を決め

られる。ほかは誰も知り得ないということは信用してます。だから、信用してるんです。

信用した上で町長に言ってるわけです。だから、町長は予定価格をちゃんと見きわめて、

忠岡町の財政はもう潤沢にあるというような、そういった予定価格にはしないように配慮

をしてやっていただきたいという、大分譲歩して言うてるんですよ、これ。最低制限価格

を事前公表せえという質問なんですけれども、町長はしないということやから、じゃあ、

そしたら予定価格を考え直してくださいということで、検討しますなり、よく財政状況も

考えて考えますということで言うていただいたら話が終わるんですけど、なかなか終わら

ないんですよ。私の責任じゃないんですよ。答弁の仕方がおかしいので、もう一度、再度

質問いたしたいと思います。 

 町長、予定価格というものについては、よくその辺のことも考えて、鑑みて決めていた

だくという努力はしていただきたいと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 質問がぐちゃぐちゃやからね、答弁はまたそれをつくろうていくような形になって。 

委員長（藤田 茂議員） 

 ちょっとここで暫時休憩します。３０分から再開いたします。 

（「午後６時２２分」休憩） 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 定刻前ですが、皆さんおそろいですので、会議を再開いたします。 

（「午後６時２９分」再開） 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 それでは、もう一度、是枝委員さん。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら入札制度の改善について、予定価格については今までどおりということのお考

えということでありましょうか。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 先ほどから質問なのかお尋ねのことに対して、趣旨をしっかりと受けとめ、前向きに住

民の利益になるように頑張っていきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いいたします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 以上の答弁をいただきましたので、これでよろしいですね。是枝委員、次、ございます

か。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、昨日の総務のところで、マイナンバーについてのお答えがこの総括のほうでとい

うことになりましたのでなんですが、マイナンバーは住民にとっては余り利益、メリット

が少ないんですが、行政の手続が、だから職員さんの側が楽になりますというような、そ

ういう手続のメリットがあるということで、いろいろと公共のところで出されているんで

すが、今、町の職員さんはマイナンバーの記入というんですかね、制度が始まって申請書

類に書かしたりとか、いろいろそういった扱いの保管のこととか、そういったことで事務

が煩雑になっていないでしょうかということで、楽になったでしょうか、ちょっとお聞き

したいと思います。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 この部分につきましては窓口でないとわからないところでございますので、それぞれち

ょっと各部でお答えをいただきたいと思いますが。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 健康福祉部の窓口に関しまして、マイナンバーにつきまして今のところ始まったところ

でございますので、今のところ住民さんが利益を得ている、あるいは職員がその業務が煩

雑になっているというところでございますが、職員の業務につきましては、確認項目が１

つふえておりますことから、そこの部分についてはふえているということになるかと思い

ます。住民さんがそのマイナンバーを使うことによって利益を得ている部分につきまして
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は、今のところ検証というんですか、確認のほうはとれてはおりません。 

 以上でございます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 次に。もうございませんか。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 教育委員会でございますが、特段マイナンバーを使うということで事務が煩雑になった

というようなところはまだ、今のところはございません。また、住民さんについては、先

ほどの福祉部長と同じで、利便性を図れるかどうかというのは今後出てくるのかなという

ふうに思って、今のところは特段ございません。 

委員長（藤田 茂議員） 

 ほかはよろしいでしょうか。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 事務が、確認項目が一つふえているというのは、そういった申請書類ですね。社会保障

とかそういった、税と社会保障と防災のところで、３分野でしか使わないので、そこのと

ころの申請書類とかに書く欄が一つふえているんですが、その書かせるということで確認

項目がふえるということで、事務がちょっと一つ手間になっているという部分は、福祉の

関係ではあるということですね。 

 あと、そのマイナンバーを書いた申請書類というものの取り扱いについては、ちゃんと

マニュアルどおりされていますでしょうか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 取り扱いにつきましては厳重に、必ず鍵のかかるところに保管しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 即保管されているかどうかちょっとわかりませんが、人目につくような、その担当職員



177 

 

さん以外の人が目につく、机の上に置いてあったり見えるような状態になっていてはいけ

ないとか、コピーする際はそこのところをちゃんと隠してコピーをするとかいう、そうい

ったことはきちんと守られているということですね。 

委員長（藤田 茂議員） 

 それでよろしいですか。東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい、そうでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 それだけでも手間をかけていると思います。 

 そしたら、そのマイナンバーを申請書に書かないとわからないとか、書かないというこ

とで申請を受け付けないということはありませんね。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 それはございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 今のところ、税も社会保障もそのようにおっしゃっておられるんですけれども、これを

書かないと受け付けないというふうな、そういった時期が来るということはないでしょう

か。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 今のところそういうことは聞いておりませんので、ないと思われます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。 
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委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。マイナンバーがなくても申請することは憲法上保障されているわけです

から、その上にマイナンバーがあるというのはおかしな話なので、申請する権利というの

はやっぱり憲法で保障されているということなので、そっちのほうが上ですので、最高法

規ですので、マイナンバーがなくても受け付けはずっとしていただきたいいうことでお願

いします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 次に。 

委員（是枝綾子議員） 

 あと、すみません、そしたら歳入のところで償却資産というところがあるんですけれど

も、この２８年度は１社が新しく来ましたので、償却資産がかなり、前年に比べて１，２

００万円償却資産がふえていると、税ですね、いうことで、そこから言えることは、企業

が設備投資をするということがふえるという状況が、本当は景気が回復しているんであれ

ば、アベノミクスで、どんどんとここの償却資産が設備投資にいかないといけないのに、

設備投資がやっぱり余り進んでいない。１社が来て、ちょっと設備投資をしていただいた

ということなので、ここがふえたということです。ということで、企業をやはり誘致をし

ていくということも、減っていくんでなく、新しい企業が入ってくるということがこの税

の、法人税というところでもふえるし償却資産というところでもやっぱりふえていくとい

うことなので、そういう努力を忠岡町はされていますでしょうか。これは町長にもお聞き

します。一言で努力をしていらっしゃるということであれば、それはそれでいいし。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。税がふえるように努力していただいてますかという。はい。 

町長（和田吉衛町長） 

 ふえるようにしましたので。 

委員長（藤田 茂議員） 

 そういうことで、努力は。 

委員（是枝綾子議員） 

 努力しているということですか。明確な答弁をちょっと。 

委員長（藤田 茂議員） 

 ボタンを押して言うていただけますか。 

委員（是枝綾子議員） 

 言っていただかないと会議録に残りませんので。 

委員長（藤田 茂議員） 

 ちょっとスイッチを入れて、努力して。 

町長（和田吉衛町長） 
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 議会ですので、議員さんの質問に懸命に努めていきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 企業誘致に努力はしていただけますでしょうかとお聞きします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 そのとおりです。 

委員長（藤田 茂議員） 

 するということで。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい、よろしくお願いいたします。 

 委員長、次よろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員。どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 続けていきます。住民との協働ということで、町長さんは町長になられた当初はものす

ごくその点についてはやはり努力したいという思いがたくさんあったと思うんですけれど

も、最近ちょっとそういう住民との協働という言葉も聞かなくなりまして、住民参加とい

うところがやっぱり忠岡町、少ないんではないかというふうに思います。 

 これも熊取の図書館のところで、ちょっと社会教育のところで申し上げましたけれど

も、やはり住民の方がサークルとか、図書館にサークルなりいろんなところがあって、そ

こがいろいろとかかわってくれたり、行事を一緒に共催したりということで、住民が主体

となって図書館と一緒に図書館を育てていくというふうなこととか、あと、雑誌のオーナ

ー制とかもとっておられました。ということで住民がかかわる、自分たちの図書館をつく

るということを、図書館に限らずに、全てのことに関して必要なことではないかなという

ことで、やはりそこにはただ町が利用したい、町が住民を利用するということでなく、住

民自身がかかわっていって、いいものをつくっていく、住みよいまちをつくっていくとい

う、本当にそういう取り組みにやはりしていただきたいと思います。 

 ということで、社会教育のところでは図書館協議会というものをやっぱり再構築してい

くということでやっていくというご答弁がありました。これはほかの、忠岡町全体の文化

会館、いろいろな施設だけでなく、いろんな取り組みで各担当課のところでも、行政はど

うしても行政だけでやってしまうというところがあるかと思います。住民と一緒にやって

いくというところでは、例えば人権平和とかいうところで、平和展のパネルがえらい何や

からというようなことをちょっときのうも言いましたけれども、そういったこととか、男

女共同参画についてももっとこういうふうにとかいうふうな、それは住民と一緒に計画を
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つくり、それを実行していくという姿勢を強めて、知恵も使って頑張っていただきたいと

思いますが、これ、全部の課に一人一人聞いてたら時間がないので、まとめて公室長さん

にお聞きしたいと思います。そういったまちづくりを住民と一緒に、住民参加でというこ

とで。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 代表してお答えさせていただくようなものではございませんけれども、一緒に取り組ん

で、いいものをつくっていくというのは非常に、本当にいいことやと思いますので、これ

からもできるだけ進めていきたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 全ての課においてそういった取り組みをぜひ進めていただきたいと思います。 

 では、委員長、次にいきます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 認定こども園の問題ということで、これは余りたくさん言いますと長くなるので、１点

だけ、財政の面だけちょっとお聞きしたいと思います。 

 認定こども園の整備に関する財政シミュレーションというものを、６月の２０日の全員

協議会で、皆さんもいただいていると思いますが、その資料によりますと、法人が整備し

た場合は施設整備費が２億２，２００万円の場合でということで、５，５５０万円という

町の持ち出しが書いてあるんですけれども、ほぼ、これ以上の負担が本当にないのかとい

うところで、そこのちょっと確認をしたいと思いますが、どうでしょうか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 答弁者。二重課長。 

子育て支援課（二重幸生課長） 

 はい、ございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。そしたら１０カ年の見通しの中で事業費が２億２，２００万円と、同じ

数字が出てました。ですから、５，５５０万円という町の負担ということで、そのように

１０カ年の見通しの中でも５，５５０万円ということでよろしいでしょうか。入っている

んでしょうか。これは財政課長さんから。 

財政課（田中成和課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 田中財政課長。 

財政課（田中成和課長） 

 そのように見込んでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。委員長、次よろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 そしたら次に職員の体制についてということで、職員定数を健全化ということで自主的

に、１７５名でしたか、１７５名に設定をされているということで、そのことでの人件費

を抑制するということですが、本当に進めなければいけない計画であったり、考えたり、

いろいろ改善したりということがなかなか進まないということで、その課によってやはり

適正に配置をしなければいけない事態が起こっているのであれば、そこは特別に見て配置

をしていくというその業務ですね。議会でいろいろ指摘をされても、なかなかずうっとこ

れができないというようなことで課題がたまっていくと。まあ気の毒やなあと、その体制

ではできへんわなというふうなことで、それ以上はこちらも「頑張ってください」と言う

しかないんですけど、やっぱりそういうふうに毎年言われているところについては業務を

見直すなり職員を配置するなりというふうな、そういったことで、滞っているところ、詰

まっているところをちゃんと流れよくするという、そういったことは、体制というんです

かね、考えていただいていますでしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 定数の１７５人というのは、第２次財政健全化のときの一応目標ということになってい

まして、当然、前後することはございます。いろいろとその職場において、当然毎年のよ

うに、仕事が減ることはないです。ふえていきます。ただ、そのふえ方が極端に多くなる

というようなところは当然あろうかと思いますので、そのあたりについては配置はしてま

いりたいというところではございますけれども、いかんせん財政的にちょっと今苦しいと

いうのがまずあります。 

 それと、今もふえていますけれども、再任用という制度がございます。この後、数年し

ますと６０歳で定年だとしても、６５歳まで再任用という制度がありますので、５年間延

びます。そうなってきますと、同じように退職して雇っていきますとかなりの職員の数が

ふえていって、また今後数十年たったときに厳しい状況が出てくるのではないかなという

ことで、今のところ定数をこの１７５人程度にしていきたいと思っています。できる限

り、配置は困難ですけれども、機構改革も見通して、そのあたりで対応できたらというよ

うに今のところは考えております。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 再任用の方のことをいろいろ言うていくと、また長くなるので、この質問の趣旨から外

れるので、言いますと、議会でいろいろ皆さん、議員が質問をして指摘をしたということ

について、なかなかそれについてどうするのかということを、「します」と言っても、

「なかなかできてませんでした」とかいうことになっていることが幾つかあったかと思い

ます。そういったこともあるので、やっぱりそこはチェックをする方というんかな、副町

長、以前谷野町長さんのときに、そのときは助役ですね。助役ということで大阪府から来

ていただいた助役の方が議会の答弁で、「こうやったから、こうこう、こう考えて、でき

るんやったらできる、できへんやったらできへん。ちゃんとこういうふうにしい」という

ふうなことで、議会で質問を受けたことについての扱いをきちんと、結果をね。できる、

できないってあるんですけれども、「検討はしたけれども、こうだった」というふうなこ

とで結果をきちんと出してくれたんです。でも、今はそういう副町長は置いておりません

ので、そういったことをする方がいらっしゃらないので、「する人は誰ですか」と言った

ら「公室長です」というふうな答弁をいただくけど、公室長は公室長で総務部長的な役割
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があるわけなんですね。だからそういったこともあるので本当に。 

 同じことを、去年私、決算委員会に出たものですから、「いや、同じことをまた言うて

るわ」ということで、「なかなかやな。しんどいな」というふうなことがちょっとわかり

ましたので、やっぱりだからこういった指摘を受け、いつもずっと指摘を受け続けるとい

う担当職員、つらいと思うんです。だからやっぱりそこは、必要なことについてはやっぱ

りそれをちょっと、「どうするのや」という指示をね、「こんな指摘があったけど、どう

や」という、そういった議会とのパイプというんですか、間を取り持っていただくよう

な、そういった役割を持つ副町長さんを置いていただくということが、かなりスムーズに

全体の事務が遂行できる責任を持つ方がいらっしゃるという、そういう体制をつくってい

ただきたいと思います。 

 ということで、副町長を置くというふうに考えるか。そういった体制をどうつくってい

くのかということもちょっと検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 答弁はどなたに。 

委員（是枝綾子議員） 

 そうですね。副町長については町長、あと、置けないという答弁だったと思います、去

年も。だからそれについては置けないということはわかっておりますので、そしたらそれ

にかわる体制をどうつくっていくのかということで公室長さんしか、ちょっとお聞きする

ことができないんですけれど。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長、先に、どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 短く、時間をはかっておいてくださいね。何分か。 

町長（和田吉衛町長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうぞ。町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 副町長については人選中です。 

委員（是枝綾子議員） 

 ありがとうございます。 

委員長（藤田 茂議員） 

 それでよろしいですね。 

委員（是枝綾子議員） 

 じゃあ、早く設置していただきますよう、よろしくお願いします。委員長、次よろしい
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ですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ふるさと納税について、三宅議員もいろいろ質問されておりましたけれども、ふるさと

納税の収支については、数字、出ていましたですか。すみません、ちょっとやりとりを聞

き逃したのかもしれないんですが、入ってくる分と、あと税としてよそに行かれてしまう

ので、控除される部分と。そして支出の何とか品。 

委員（前田 弘議員） 

 返礼品。 

委員（是枝綾子議員） 

 返礼品ということで出る分が２つあります。マイナスの分がね。入ってくる分は１つ、

寄附ということで、その収支はどうなったでしょうか、この年度は。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 小倉課長。 

自治政策課（小倉由紀夫課長） 

 平成２８年度のふるさと納税でございます。寄附金額の総額が２，６６１万５１０円で

す。約２，６６０万円でございます。その中で、いわゆる返礼品代、送料、事務手数料で

すね。これが約２，６００万円の４割で、１，０５０万円でございます。あと、本来町に

入る税額ですが、それが約４９０万円。あと、封筒などの印刷の事務費が３９万円でござ

います。これらの経費を全て足しますと、１，０５０万、４９０万、３９万、足しますと

１，５７９万円でございます。差し引きしますと約１，０８２万１，１００万円の収入と

なっております。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 収支はプラスにはなっているということでありますが、ふるさと納税のそもそもの始ま

りということで、こういったことが機運が出てきたのは、何かそういう村の、小さな村

で、図書館もないというところの、そういった子どもたちにやっぱり本をとか、いろいろ

こうしてあげようというふうな、そういった思いから始まったんですが、今はもう返礼品

合戦になっていて、何かおかしいということで、それで使い道がどうのこうのというけ

ど、本来はそういった寄附というところでいかないと。寄附は寄附の控除がないというこ

とやからそういう形にされたみたいですけど、やっぱり何か趣旨が違っている、おかしい
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というふうに違和感があります。 

それならばオーナー制をとっていくほうが本当はいいんだと思います。図書館のオーナ

ー制もあったり、忠岡にとって、そのほうがその方の本当の善意ということで、寄附とい

うことで、そこに直接子どもたちにそういったものができたというふうなことになるとい

うことで、やっぱりそういうオーナー制ということも一つ考えていく。そういう、ここの

職員の方とか忠岡在住の方でね、何か返礼品でよそに行って。（「短く」の声あり）短

く、巻いていきます。ということで、そういうオーナー制ということもあわせて考えてい

くというふうなことはお考えないでしょうか。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 原田公室長。 

町長公室（原田 毅公室長） 

 先ほど三宅議員のときにもお答えさせていただきましたけれども、幾つかの特定の目標

というんでしょうか、そういったものは挙げていきたいと思いますけれども、各個人さん

であれにこれにというのは一般寄附というような形で受けてまいりたいと思います。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員、よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 一般の寄附だとなかなか集まりにくいということもあって、やっぱり必要な、例えば温

水プール、再開するのにお金がないと。プールを子どもたちにといったら、温水プール再

開のためにということで寄附を募るとかね。そういう意味のオーナー制というふうにちょ

っと思いましたので、そういった形も考えていただきたいということで、一応、調査・研

究というんですか、そういったこともぜひ考えていただきたいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 それでよろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長、次よろしいですか。 

委員長（藤田 茂議員） 

どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 子ども食堂について、９月議会で社協を中心にやっていきたいということであります

が、どのような方法を今検討されていて、忠岡町はどんなふうにかかわっていくのかとい
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うところもちょっとお教えいただきたいと思います。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 ただいま検討中の子ども食堂につきましては、一応ボランティアさんが中心になって行

っていただくということになっております。場所につきましては役場のシビックセンター

にございますサンルームを中心に、児童館で食事をした後、子どもたちが自由にしていた

だくということで、予定のほうはしております。 

委員長（藤田 茂議員） 

 是枝委員、よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 サンルームでつくって、食べるところはどこで食べるんでしょう。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 はい。そこででございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 そんなにたくさん入るところではないですけど、あふれた場合どうされるんでしょう

か。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 交代制ということで。食数につきましても、当初始めるに当たりまして検討はしたんで

すけれども、５０食が限度かなというところがございますので、事前申し込み制をとらし

ていただきまして、始めていきたいかなというとこら辺で、私たち行政のほうが直接手を

出すという形ではないんですが、バックから支援をしていくというふうな形で行っていき

たいなというところでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 食材費とかいろいろ必要な物品とか備品とか、そういったものについては補助とかは考
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えていらっしゃるでしょうか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 今のところその財源につきましては、社会福祉協議会のほうの費用を使いまして、材料

費等をそちらから捻出していただく予定でございます。電話等の事前申し込みの受け付け

につきましても、社協のボランティアセンターのほうで受け付けということで。また、１

１月の広報に載せていく予定でございますので。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 町の関与というと、そしたら町のすることといったらどんなことなんでしょう。今の報

告では町は広報に載せるだけかなみたいな感じなんですけど。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 場所の提供ということで、児童館のほうを開放しまして、あちらを使っていただく。本

来でしたら児童館、５時で終わりでございますが、そこの時間、時間帯を夜の時間という

ことで予定しておりますので、５時半から７時半ぐらいの時間帯でということを考えてお

ります。ですので、時間外に児童館のスペースを開放して、提供してやっていくというこ

とでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 まず、やっていくということでスタートしていただくということが大事なので、ぜひ早

く。時期的には年内に開けるでしようか。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 東部長。 

健康福祉部（東 祥子部長） 

 一応、１２月の中旬以降を予定しております。 

委員（是枝綾子議員） 

 クリスマスの時期ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 あと、最後ですね。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。どうぞ。 

委員（是枝綾子議員） 

 これ、ずっと言い続けていますけど、忠岡町の女性センターを設置することについてお

聞きいたします。女性センターは、男女共同参画条例をつくるときに、女性センターを設

置せえということで言ったんですけれども、そこは明記はされませんでした。そのかわ

り、女性センターの設置に向けて努力しますということを条件に、私たちも男女共同参画

条例という条例の制定には賛同もさせていただきました。条例をつくるよりも女性センタ

ーを先につくれというふうに言ったんです。条例化しても全然進みませんので、センター

をつくったほうがよっぽど進むというふうに議論はしたところです。女性センター設置に

ついて、もうずうっと、条例ができて何年たちますでしょうかね。どのように検討されて

きたのかということでお答えをいただきたいと思います。 

町長公室（明松隆雄次長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 明松次長。 

町長公室（明松隆雄次長） 

 女性センターについての質問でございます。女性センターにつきまして、確かに基本計

画、参画計画をつくりまして、その中にも一部うたってございます。現在まで検討も当然

しておりますが、なかなか場所と人的な予算、重ねてになりますが、厳しいものがござい

ます。ただ、その中で、先生申される中で、例えば図書のコーナーを設置することとか、

図書の設置の推進、また相談の会場数、ちょっとふやしてはどうかということで、現在文

化会館で電話相談という形で別途設けさせていただいたり、いわゆるソフトの面で対応さ

せていただいているところもございます。 

 ただ、男女共同参画の中で一つ大きなセンター設置というものは、確かにうたっている

部分もございますので、引き続きになりますが、利用する場所、人的なものも勘案しなが

ら、取り組みのほうは検討を進めてまいりたいと考えてございますので、よろしくお願い

いたします。 

委員（是枝綾子議員） 
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 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 立派な施設を新たにつくれというふうには思っておりません。やっぱりみんなが利用し

やすいというところで、今現在でもそういう女性相談ね、月１回の女性相談を、今ちょっ

とお休みされているみたいですけれども、している文化会館の３階ですね。働く婦人の

家、これをどうするのかというところを、女性センターをつくって、働く婦人の家もある

と、そんな変な話はないやろうということで、やはり働く婦人の家を女性センター化して

いくというところで、まず第一歩を踏み出すと。そこで、また適当な場所がほかにあれ

ば、また今後整備できるんであれば移転をして移っていけばいいわけで、そういった、最

初から形にはまらないといけないというのでなく、実際に今もう女性センター的なことを

そこでやっておられるんであれば、働く婦人の家を女性センターということで変えていっ

てもいいんではないかというふうに思いますが、そういうふうなことについてはお考えあ

るでしょうか。社会教育になるんですか。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 

 働く婦人の家につきましては、今現在、働く婦人の家としていろんな事業をやっており

ますので、そういったものに改めていくというのは今のところ予定はございません。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 働く婦人の家というものは条例もございます。なので、いろいろとまたどうするのかと

いう検討もしながらなんですけれども、大阪府下で働く婦人の家ということで残っている

のは、市町村で幾つでしょう。忠岡町と。 

教育部（柏原憲一部長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長。 

教育部（柏原憲一部長） 
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 今現在、ちょっとわかりませんけども、以前聞いたことがあるのは、本町を入れて２団

体ぐらいでしょうか。 

委員（是枝綾子議員） 

 はい。委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 働く婦人の家の会議が以前はあったんですけども、２団体になってしまったから、今開

かれているかどうかということで、だんだんとやっぱり女性センターに変わっていってる

という、そういう時代なんです。所管が多分厚生労働省だと思うんです、働く婦人の家。

そこの補助金をもらっていたと、文化会館を建てるときに。ということもあって名称を変

えられないということもあったんですが、今もう償却しているかと思います、起債も。な

ので、その働く婦人の家であり続けなければいけない理由というのはあるのかなというこ

とで、その点についてはいかがでしょうか。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 立花課長。 

生涯学習課（立花武彦課長） 

 補助金をもらった形で働く婦人の家の条例をつくっておりまして、今、償還は終わって

おります。文化会館のほうは、あすなろ未来塾とかいろんな形で、女性に限らず住民の皆

さんが利用しておりますので、明松次長がいらっしゃる部屋もございません。女性の相談

室という形で進めておりますので、今後もそういう形でで進めていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 働く婦人の家の講座とか、いろいろされていらっしゃると思いますが、女性センターに

なっても女性センターの事業としてさまざまな、講座とかいろいろなことはされていくと

思います。だから、引き継いでいくと、発展していくという、そういう発想も持っていた

だいて一度、課が違うので検討しにくいんです。縦割りというふうに言われないように、

そこはちょっとよく相談していただいて、女性センター化するメリットとか、働く婦人の

家であり続けるメリット、そういったいろいろ考えていただいて、あと国の動向がどうな
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のかと。働く婦人の家という分で置いておけと、そういう政策なのかどうかと。国の政策

はどうなっているんだろうのかというのもまた教えていただきたいと思います。というこ

とで、よく検討していただくということでお願いしたいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 どっちに答弁いただいたらいいんでしょうね。こっちかな。 

委員長（藤田 茂議員） 

 柏原部長、最後に締めて。 

教育部（柏原憲一部長） 

 先ほど答弁させてもらったとおり、今現在、働く婦人の家としていろんな形で事業をさ

せていただいて、住民さんにも利用いただいております。ただ、議員のご質問のところも

ございますので、人権のほうと調整して、調査研究してまいりたいと思っております。 

委員（是枝綾子議員） 

 よろしくお願いします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 よろしいですか。是枝委員の質疑を終結してよろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 すみません。１つ忘れていた。 

委員長（藤田 茂議員） 

 もう１０や。 

委員（是枝綾子議員） 

 １０しましたけどね、非常に大事なことを忘れていまして。簡単にします。 

委員（前田 弘議員） 

 ２分やで。頼むで。 

委員（是枝綾子議員） 

２分で。答弁がどうなるかということで。 

 財政の収支の１０カ年の見通しの中にありましたクリーンセンターの長期包括の部分を

想定しているというところで、一応あくまでも超概算で財政課なりのマックスの、ちょっ

と予算を組むというところであったということでありますが、だから今後議論していくと

いうことであるということで一応置いておいたんですけども、財政ではなくて、今度は生

活環境のほうにちょっとお聞きしたいんですけれども、長期包括ですね。もう今７年目、

８年目でしたか、８年目に来ているわけなんですけれども、私たちは長期包括を続ける必

要はないと。広域化にしていくので１０年も長期包括する必要はないというふうに考え

て、単年度での委託契約ということでいいかと思っております。長期包括について今後も
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続けていく考えがあるのかどうかですね。５年とか３年とか長期包括ありますけれども、

長期包括でいくと考えると、単年度の今までの委託契約でいくというふうに、どちらをお

考えになっていらっしゃるんでしょうかということをお聞きしたいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 簡潔に答弁願います。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 クリーンセンターの長期包括については、終了年度後の、今広域のすり合わせというん

ですか、検討協議会を行っている都合上、今この時点でどの形態が望ましいのかというの

は、明言は避けさせていただきます。 

委員（是枝綾子議員） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。是枝委員。 

委員（是枝綾子議員） 

 ということですので、今後ということですが、では長期包括を８年間続けてきて、これ

についてのまだ総括はされていないかと思います。ですが、評価はどのような評価を持っ

ておられるのか。これについては非常に１回聞いてみたいと思いましたので、評価につい

てはどのように評価されているでしょうか。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 評価といいますのは、町全体として組織的に評価を行ったのかということをお尋ねなの

でしょうか。 

委員（是枝綾子議員） 

 これは高迫議員もいつも常々言っていますが、長期包括にして忠岡町が契約にないこと

をするとしたら、また新たな負担がふえるということで、渡し切りなので、修理代という

ことも込みでもう１０年間で渡してるけど、そんなに修理代を組んだ分、使ってない、修

理してないということで、返してもらえと言うても返してもらえないということで、非常

にこれはよくないなというふうなことで、ちょっとそういう指摘をこの間されていたかと
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思います。 

 ということで、長期包括のシステムそのものですね。システムそのもので忠岡町はよか

ったんだろうかということで、よかったのか悪かったのかというのを。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 個人的な見解でしか今の時点では申し上げられませんけれども、長期包括に至った経緯

といいますのは、そもそも単年度契約でやっておった事業が、やはりその使い方というの

は、修理の部分を毎年毎年大きな負担をかけて修繕費がかかっておったということを聞い

てございます。そういう従来のやり方、１０年前のやり方というのが果たして望ましかっ

たんかと。要はそこは結果的に負担が大きいというところで、長期包括することによって

大事に運転していただけると。渡し切りのいわゆる委託料になりますけども、その中で運

営していただくことで経費が軽減できていると。この制度については個人的な見解ですけ

ども、望ましい制度かなというふうな感触は持っております。 

 以上です。 

委員（是枝綾子議員） 

 あらかじめの総枠がわかるということで、予算というんですか見通しが立てやすいとい

うメリットはあるということですが、今まで８年間で忠岡町が得をしたということが余り

ないということで、追加での部分がいっぱいあったということは余りよくなかったなとい

うふうに思っております。 

 それと、長期包括を導入する一番の、そのところではなくて新しい炉をつくる１６億円

が捻出できない、起債もできないということで、それも含めてということがあったので、

どうしてもそうなると長期包括でということで、そういう説明だったと思います。当時、

もう起債できないぐらい財政状況が悪かったんです、忠岡は。というふうなことだったと

思いますが、それでなければ当時の部長が誤った説明をしていたということになるんです

けれども、その点があるから長期包括ということになったと。もちろん修繕費もあります

けれども、そこでのちゃんとした先の１０年間の想定ができなかったので、いろいろなそ

ういった余計に渡すような形になってしまったというふうに私たちは見ています。 

 ということで、まだ忠岡町としては見解ということを出しておられない、課長の個人的

な見解ということですので、やはりこの分についての総括ということについても、今後町

としてもした上で、今後どうしていくのかということはやっぱり、個人的な見解でなく町

としての長期包括の総括は、やはり次の１１年目に入る前にしていただかないといけない

というふうに思いますが、その点については総括されますでしょうか。 
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生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 今後、整備の運営の部分の、要は次期の継続的な部分のところの実施方針的なところを

議論していく必要がございますので、そこのところで検証しながら進めていくということ

になろうかと思います。 

 それから、ちょっと是枝議員からご指摘のあった炉の改修費用、１６億という数字をち

ょっと今お聞きしたんですけれども、私がつかんでいます数字は、大改修で１２億という

数字だったかと思います。そこについてはちょっと修正させていただきたいと思います。 

委員長（藤田 茂議員） 

 もうよろしいですか。 

委員（是枝綾子議員） 

 １２億ということであったということであれば、そうなのかもしれません。今ちょっと

手元に資料がございませんけれども、一応、すみません、予定価格の算出のところで生活

環境課からいただいた資料では１６億ということに載っているので、私、１６億というこ

とで、補修費が４億５，３００万ということで１０年間で、１年間４，０００万ずつ要る

ということですか。というふうなのをいただいてたので、ちょっと１６億というふうに

私、申し上げたんですけど。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 委員長。 

委員長（藤田 茂議員） 

 はい。奥村課長。 

生活環境課（奥村裕宣課長） 

 予定価格ということだと思いますので、今お支払いしている金額については今申し上げ

たとおりでございます。 

委員（是枝綾子議員） 

 わかりました。その３６億３，２７０万円という予定価格で、実際の契約金額が３５億

だったから、その差がそこにあるというふうに見てよろしいですか。（「もう委員長、え

えぞ」の声あり）総括されるかどうかというのは、されるということですね。一たんは

ね。わかりました。よろしくお願いします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 以上をもちまして総括質疑を終結いたします。 

委員長（藤田 茂議員） 
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 それでは、各委員の意見集約を行いますので、理事者の方は、後ほど連絡いたしますの

で、それまで自席で待機願います。 

（理事者：退席） 

委員長（藤田 茂議員） 

 各委員の意見集約に関する時間について、どのくらいお取りしましょうか。 

（委員間で協議） 

委員長（藤田 茂議員） 

 それでは、７時４５分に再開いたします。 

（「午後７時１４分」休憩） 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 それでは、委員会を再開いたします。 

（「午後７時４２分」再開） 

 

委員長（藤田 茂議員） 

これより各委員の意見を聴取いたします。意見をお願いいたします。 

 前田 弘副委員長よりお願いいたします。 

委員（前田 弘議員） 

 平成２８年度一般会計、各特別会計決算を、呈祥会からの意見を申し上げます。 

 経済も右肩下がりで、アベノミクスの成長戦略は成熟していない。２％の物価上昇で経

済上昇を狙ったが、狙いどおりには進展しない。 

 本町も、税収上向きとはならず、財政課長も決して楽観できる財政状況ではない、との

発言もありました。入るを計りて事を進めなければならない。本町も１万８，０００人弱

程度の人口で、ごみ焼却、水道、消防と単独で事業をしている。このような金のかかる事

業は広域で進めるべきで、いつまでもバブル経済延長のような考えで、切りかえができて

いないのではないか。 

 経常収支比率１１２．７％で、この状態の財政では住民サービスを提供することが困難

な状況となっている。 

 公共は、民間企業とは違い、赤字の部分を急ブレーキで停止できない部分もあります

が、広域事業は早急に事を進めるのが肝要である。理事者も消防、ごみ焼却場等の事業の

広域化を喫緊の課題と捉え、不要不急の歳出削減が最優先されることは言うまでもありま

せん。将来を見据え、事を進めていただきたいと思います。 

 以上をお願いし、平成２８年度一般会計、各特別会計、水道事業会計を認定いたしま

す。 

 以上です。 
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委員長（藤田 茂議員） 

 三宅委員、お願いいたします。 

委員（三宅良矢議員） 

 無所属議員を代表しまして、三宅より平成２８年度の一般会計特別会計歳入歳出決算書

について意見申し上げます。 

 歳入につきまして、上下水道におきまして、取り決めによらず現場判断で延滞金や督促

を行っていなかったことや、不納欠損を残しているなど税の取り扱いについて、公平性の

観点より疑義を生じさせる部分が見受けられました。情報公開が当たり前の社会で、住民

の指摘を受ける機会が今後ますます増加していくことが予見されます。この一部分であり

ますが、それを改善しないと町全体の税の取り扱い全てにおいて、同じような取り扱いを

しているのだろうと不信感を抱かれるとしても仕方ありません。 

 まだまだ続く厳しい財政状況におきまして、平成３０年度予算編成に向けては、公僕と

いう認識をいま一度再認識され、公平公正な内容としていただきますよう、まずよろしく

お願いいたします。 

 また、実質赤字が発生することが予見されますが、できる限りゼロに近づけて厳しい状

況を乗り切り、将来の見通しをよりしっかりとつけてください。そのため職員一人ひとり

が心を一にして歳入歳出について我が事と捉えて考えてください。 

 歳出につきましては、議会議員の本来の一番の業務は行政のチェックでございます。そ

のチェックする絶対量が広域化や民間委託により減少する中で、平成３１年４月には町議

選が予定されております。住民の皆様に納得いただける議会のあり方として、議会だより

の発行を皮切りに議論をよりより活発化していただきまして、議会改革及び議会費の有効

な執行につながるよう努めてください。 

 認定こども園の開設に向けては、時間は限られていますが、子どもたちの安全はもちろ

ん関係各位がけがや事故がないよう、町民がどこよりも選びたい、そして満足できるこど

も園として、公立保育所からしっかりとバトンパスできるようにしてください。卒園児の

１人としても切に願います。 

 バスルートの延伸につきましては、高齢者の外出意欲を高め介護予防につながるように

着実に進めてください。 

 ＤＶ・虐待対応につきましては、妊婦の段階よりしっかり目が届く、小さいからこそ忠

岡町が今後もその強みを生かし続けてください。 

 学習環境については、教育こそ一番の貧困対策であるという理念があります。私はそれ

こそ小さい忠岡が今後忠岡であってほしいと思われる強みであると思います。ニーズをし

っかり掘り起こし、エビデンスを基に未来へつなぐことを意識し、時代の変化に柔軟に対

応していってください。 

 ごみにつきましては、クリーンセンターの包括業務委託があける来年度末において、来
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年度が契約に本腰を入れる年でございます。金額が庁舎と同じく、大きな金額を将来にわ

たって取り扱う契約であるという認識で、最大限、周辺市を含めた情報収集と議会への緻

密な情報提供を行い、疑義をできる限り少なくする意識で取り組んでください。 

 今回より、成果報告書がよりわかりやすくなりましたこと、うれしく思います。ただ、

この状況に満足せず他市町村を参考にし、できる限り報告書としての内容の厚みをより増

していただきまして、町民全般にとってわかりやすい内容となるよう、より昇華されるこ

とを望みます。 

 国保会計につきまして、今年度が主になって町が行う最終年度です。大阪府への統合を

スムーズにしていただくことと、町としてもできる限りのご配慮を願います。 

 最後になりますが、役所職員の１人当たりの生産性向上についてしっかりと高めていた

だくべく、働き方改革が本懐の意味で果たされますよう、職員一人ひとりの肉体的だけで

なく精神的健康にもご留意され、職員相互がそれぞれ職務立場を十二分に尊重理解され、

小さな役所であるからこそ行き届く、強いチームワークが発揮され、それが住民サービス

の向上へつながる場づくりに努められますよう願います。 

 特に住民に向けては、いつ、誰にどのようなことを尋ねられても、しっかりとした根拠

を持って答えることを常に意識し、たとえそれが議員であってもなくても同じような気持

ちでしっかりと答えることができるよう、公平公正な忠岡町職員として対応してくださ

い。町民は神様ではありませんが、我々の本当の雇用主でもあります。その雇用主という

意識をしっかり見据え、忠岡を守り変えるのは我々だという意識で職務に励んでくださ

い。 

 以上をもちまして本決算を認定いたします。 

 以上です。 

委員長（藤田 茂議員） 

 次に、北村委員。 

委員（北村 孝委員） 

 平成２８年度忠岡町一般会計、特別会計の決算の公明党の意見を申し上げます。 

 歳入において個人住民税や法人税、及び固定資産税が増となったものの、歳入不足に陥

ったため、財政調整基金１億８，０００万円を取り崩しての８５２万８，０００円の黒字

となった。実質的には１億７，１００万円の赤字であり、厳しい財政状況となっている。

引き続き財政健全化に努めなくてはならない。 

 町長は、広域化をできる事業は広域化していきたいとの姿勢と思われることからも、消

防、ごみ、水道事業等の広域化や、その他事業の委託に向け調査・研究し、しっかりと取

り組んでいただきたい。 

本決算で見られるように、し尿処理業務の事務委託で２，０００万から３，０００万の

効果額を生み出し、国保会計においても共同事業拠出金を平成２７年度から府内広域化に
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なり、前年度と比べて１，０２５万５，０００円の減となっている。その上でサービスの

低下や住民負担の抑制に努めていただきたい。 

 また、少子高齢化時代にあって、平成２８年度主要な施策の成果説明、特定不妊治療助

成事業に見られるよう、助成を受けられた夫婦の数１５組、７名が母子手帳発行、６名が

出生の成果・実績である。まだまだ潜在的な不妊に悩んでおられると思う。治療費も高額

なことからも治療を受けることを諦めている方もいらっしゃると思います。 

 人口減少化が進んでいる中、助成額の拡充を要望し、財政健全化に向け職員皆さんの鋭

意、努力に期待し、本決算を認定いたします。 

 以上です。 

委員長（藤田 茂議員） 

 ありがとうございます。 

 是枝委員、お願いいたします。 

委員（是枝綾子議員） 

 日本共産党の意見を申し上げます。 

 安倍内閣の２８年度の予算では２９年度４月からの消費税１０％への大増税を前提とし

ていましたが、アベノミクスで格差と貧困を拡大し、消費増税を国民に押しつけることは

できませんでした。 

 しかし、大企業には法人税減税を実施しましたが、賃上げにも設備投資にも回らず、内

部留保がふえ続けただけです。 

 さらに、全額社会保障に使うと言って２６年度に消費税を５％から８％に引き上げを強

行しながら、年金の給付水準の据え置き、入院給食費の負担増、消費増税に伴う福祉給付

金は半減、子育て給付金は打ち切りとなりました。さらに、社会保障の自然増を毎年５，

０００億円に抑え込むという安倍内閣の路線のもとで、小泉内閣以来１０年ぶりに１％診

療報酬を引き下げました。 

 一方、軍事費は４年連続で増加し、５兆円を超えました。 

 軍拡のしわ寄せで、教育、中小企業、地方財政など暮らし関連の予算が軒並み前年度比

マイナスになりました。一方、大型公共事業は４年連続で大きな伸びになりました。 

 まさに１％の大企業・富裕層が栄えて、９９％の国民の暮らしがないがしろにされた予

算でありました。 

 このような中、忠岡町の住民の暮らしも地域経済も大変になっています。法人町民税

が、平成２８年度は前年度よりも増ではありますが、以前までに回復はしておりません。

１億７，１００万円の赤字となりましたが、財政調整基金を１億８，０００万円取り崩

し、実質収支は黒字となりました。 

 ２８年度から地方交付税に民間委託化を単位費用に盛り込んだトップランナー方式が導

入され、今年度だけでも影響は４４０万円あり、２７年度から国によって５年間の計画を
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策定させられた地方創生交付金が、２７年度は２，９００万円あったものが、２８年度か

らは交付されなくなり、事業は５年間継続させられるのに交付金はゼロという、まさに安

倍政権は地方をつぶす方向に進んでいます。 

 このような中、忠岡町の２８年度決算では、経常収支比率が１１２．７％という依然厳

しい財政状況であります。類似団体などと比べても起債の返済である公債費と委託料など

の物件費が本町は突出しているということも明らかとなり、今回の決算ではこの点を重点

に見てみました。 

 このような厳しい財政状況の中でも、新規事業として、防犯対策としての地域見守り活

動、発達障害児の親のサポートのペアレントサポート事業、忠岡小学校の教室にエアコン

の設置、小学生に基礎学力をつけるためのあすなろ塾、中学校給食のための町単費の栄養

士の配置などが新たに実施されました。また、災害時の食糧の備蓄をふやされ、中小企業

の融資の利子補給、英語教育の推進、漁業の振興、年少扶養控除廃止に伴い負担軽減のみ

なし保育料の経過措置もとられ、負担の軽減にも努められました。救急救命士も１名増員

されました。 

 また介護保険では、申請の窓口でチェックリストを使用しないことや、総合事業で現行

相当サービスで維持されております。 

 ということで、その議論の中で、審議の中で、待機児童が２８年度の４月１日ではゼロ

でありましたが、年度途中に待機児童が４名となりました。そのことに対して来年度に保

育士の１名の採用と、看護師の１名採用をするということも表明をされました。 

 福祉バスの増便や土日の運行ということも求めましたが、そういったことについての検

討も考えていくということでありました。 

 子ども食堂については１２月から実施をされるということも明らかとなりました。 

 水道の広域化の住民説明会を求めたところ、説明会の開催も約束されました。 

 また、副町長も検討されていることや、住民との協働も進めていくということ、また、

おくれている子ども医療費助成の年齢引き上げを、早い段階で実施していきたいというこ

とも表明されました。 

 一方、幼稚園の保育料の値上げ、国保料の賦課限度額の引き上げが行われており、ま

た、高い上下水道料金の引き下げや国保、介護保険料も引き下げることを求めます。 

 あと、国保の広域化については、都道府県化については、国保料金の引き上げにならな

いよう努力を求めます。 

 忠岡東幼稚園のリズム室にエアコンの設置を求めます。 

 あと、クリーンセンターの長期包括は、平成３１年３月で終わるので、３１年度からは

長期包括はやめるべきであります。 

 あと、随意契約の手続をきちんと踏むよう、特にクリーンセンターなど廃棄物清掃関係

については改善を求めます。 
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 入札制度の改善ということで、予定価格の事前公表を強く求めます。 

 プライバシー権を侵害し、犯罪の危険性もあり、住民には余りメリットのない、町の職

員には事務がふえてしまう、こういったマイナンバーの実施は中止を求めておきます。 

 以上、意見を申し上げまして、２０１６年度の決算を是認いたします。 

委員長（藤田 茂議員） 

 どうもありがとうございました。以上で各委員の意見聴取を終わります。 

委員長（藤田 茂議員） 

 理事者の入場を求めますので、しばらくの間、お待ちください。 

（理事者：入場） 

員長（藤田 茂議員） 

 それでは、おそろいになりましたので、一括して採決を行います。 

 認定第１号、認定第２号を一括して採決いたします。 

 認定第１号 平成２８年度忠岡町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について、

認定第２号 平成２８年度忠岡町水道事業会計決算認定についてを、認定することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

委員長（藤田 茂議員） 

 委員会の採決の結果、全会一致であります。よって当委員会として、認定することに決

しました。 

 ただいま採決しました内容については、第４回定例会におきまして委員長報告を行いま

す。 

 

委員長（藤田 茂議員） 

 閉会に当たり、町長よりご挨拶をいただきます。 

町長（和田吉衛町長） 

 はい。 

委員長（藤田 茂議員） 

 町長。 

町長（和田吉衛町長） 

 ただいままで、一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計決算認定についてご審査を

いただき、ありがとうございました。そして、認定いただきましたことを重ねてお礼申し

上げたい思います。 

 遅くまでご審議ありがとうございました。 

委員長（藤田 茂議員） 

 委員皆様方には、２日間にわたり慎重にご審査いただきましてありがとうございまし
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た。 

 本決算審査特別委員会の閉会に当たり、委員皆様方には審議に際しご協力を賜り感謝を

申し上げます。また、理事者の皆様方におかれましては、本委員会で各委員より指摘のあ

りましたことについて、今後の行財政運営及び平成３０年度予算編成に当たり、真摯にお

取り組みをいただきますことを申し上げ、本委員会を閉会いたします。各委員並びにオブ

ザーバーとして出席していただきました和田議長、理事者の皆さん大変お疲れさまでござ

いました。ご苦労さんでございます。 

（「午後８時０８分」閉会） 
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以上、会議の顚末を記載し、これに相違ないことを証するため、ここに署名いたします。 

 

 平成２９年１０月１８日 

 

                     決算審査特別委員長  藤 田   茂 

 

 

                     決算審査特別委員   是 枝 綾 子 

 

 

                     決算審査特別委員   三 宅 良 矢 


